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’ 令和5…』$日判決言渡同同原本領収裁判所書記愚
令和4年（ネ）第1893号 各損害賠償等、同反訴請求控訴事件

（原審・東京地方裁判所平成28年（ワ）第12785号（第1事件)、同年（ワ）

第17680号（第2事件)、同年（ワ）第28219号（第3事件)、同29年

（ワ）第32358号（第4事件)、同30年（ワ）第34522号（第5事件)）

口頭弁論終結日 令和5年2月 1日

判 決

当事者の表示 本判決別紙1当事者目録記載のとおり（なお、以下、当

事者の呼称等は、特に断りのない限り、原判決の例によ

る｡）

主 文

1 1審原告解放同盟並びに1審原告23，32，56，74，136、146，

149，161，165，173，246及び247を除く1審原告らの本件

各控訴に基づき、原判決主文第1項ないし第8項及び第10項を次のと おり蜜
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更する。

(1) 1審被告宮部及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載1及び3

の各著作物のうち、本判決別紙4記載1の部分について、出版、販売又は頒

布してはならない。

(2)1審被告宮部及び1審被告示現舎は、本判決別紙2書籍目録記載2の著作

物のうち、本判決別紙4記載2の部分について、出版、販売又は頒布しては

ならない。

(3)1審被告宮部及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウェブサイト目録記載

1(1)ないし(3)の各ファイルのうち、本判決別紙4記載3の部分をそれぞれ削
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除せよ。

(4)1審被告宮部及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介

して、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1(1)ないし(3)の各ファイノ
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本判決別紙4記載3の部分についてウェブサイトヘの掲載、書籍の出版、出

版物への掲載、放送、映像化（いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。）
ノ

等の一切の方法による公表をしてはならない。

(5)1審被告宮部及び1審被告示現舎は、本判決別紙3ウエブサイト目録記載

1(4)のウエブページのうち本判決別紙4記載1の部分及び同目録記載4の各

PDFデータのうち本判決別紙4記載2の部分をそれぞれ削除せよ。

(6)1審被告宮部及び1審被告示現舎は、自ら又は代理人若しくは第三者を介

して、本判決別紙3ウェブサイト目録記載1(4)のウェブページのうち本判決
へ

別紙4記載1の部分、同目録記載4の各PDFデータのうち本判決別紙4記

載2の部分及び同目録記載2のウエブページのうち本判決別紙4記載4の部

分について、ウェブサイトヘの掲載、書籍の出版、出版物への掲載、放送、

映像化（いずれも一部を抽出しての掲載等を含む。）等の一切の方法による

公表をしてはならない。

（7）1審被告らは、本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の各1審原告らに

対し、連帯して、それぞれ同別紙の「認容金額」欄記載の金員及びこれに対

する1審被告宮部については同別紙の「遅延損害金起算点（1審被告宮部）」

欄記載の日から、1審被告示現舎及び1審被告三品については同別紙の「遅

延損害金起算点（1審被告示現舎及び同三品）」欄記載の日から支払済みま

で年5分の割合による金員を支払え。

（8）1審被告らは、1審原告15及び1審原告248に対し、連帯して各1万

円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割合によ

る金員を支払え。

2 1審原告解放同盟、1審原告23，32，56，74，136，146，1
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49，161，165，173，246及び247の本件各控訴並びに1審被

告らの本件各控訴をいずれも棄却する。

3 本件訴訟のうち、承継前1審原告161の本判決別紙2書籍目録及び本判決
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別紙3ウェブサイト目録に係る削除及び差止の請求に関する部分は、承継前1

審原告161の死亡により終了した。

4 主文第1項冒頭の1審原告らと1審被告らとの間に生じた訴訟費用は、第1，

2審を通じて、これを5分し、その4を主文第1項冒頭の1審原告らの負担と

し、その余を1審被告らの負担とし、主文第2項の1審原告らの本件各控訴に

係る控訴費用は主文第2項の1審原告らの負担とし、1審被告らの本件各控訴

に係る控訴費用は1審被告らの負担とする。

5 この判決は、第 1項(7)及び(8)に限り、仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 当事者の求めた裁判

1 1審原告ら

（1）原判決主文第1項ないし第11項を次のとおり変更する。

（2）1審被告らは、本判決別紙2書籍目録記載の著作物を出版、販売または頒

布してはならない。

（3）1審被告らは、本判決別紙3ウェブサイト目録記載の各記事を削除せよ。

（4）1審被告らは、自ら又は代理人若しくは第三者を介して、本判決別紙3ウ

ェブサイト目録記載の各記事等につき、ウェブサイトヘの掲載、書籍の出版、

出版物への掲載、放送、映像化（いずれも一部を抽出しての掲載を含む｡）

等の一切の方法による公表をしてはならない。

（5）1審被告らは、1審原告15，32及び248各自に対し、連帯して、3

30万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで年5分の割

合による金員を支払え。

（6）1審被告らは、第1事件原告ら（ただし、1審原告15及び32を除く。）

各自に対し、連帯して、110万円及びこれに対する1審被告宮部について

は平成28年5月22日から、1審被告示現舎及び1審被告三品については

同月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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（7）1審被告らは、第2事件原告ら各自に対し、連帯して、110万円及びこ

れに対する1審被告宮部については平成28年6月11日から、1審被告示

現舎及び1審被告三品については同月27日から支払済みまで年5分の割合

による金員を支払え。

（8）1審被告らは、第3事件原告ら各自に対し、連帯して、110万円及びこ

れに対する平成28年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を

支払え。

2 1審被告ら

(1)・原判決を次のとおり変更する。

（2）1審原告らの請求をいずれも棄却する。

（3）1審原告解放同盟、1審原告15，30，32，177及び248は、1

審被告示現舎に対し、連帯して、160万円及びこれに対する平成28年3

月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

（4）1審原告解放同盟、1審原告15，30，32，177及び248は、1

審被告宮部に対し、連帯して、160万円及びこれに対する平成28年3月

28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

（5）1審原告らは、1審被告三品に対し、連帯して、160万円及びこれに対

する平成28年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

（6）1審原告164は、1審被告三品に対し、30万円及びこれに対する平成

28年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

（7）1審原告解放同盟は、1審被告宮部及び1審被告三品各自に対し、100

万円及びこれに対する令和2年8月18日から支払済みまで年5分の割合に

よる金員を支払え。

第2 事案の概要（略語は、特に断りのない限り、原判決の例による。なお、原判

決中の「別紙」を「原判決別紙」に読み替えるものとする。以下同じ｡）

1 事案の要旨
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(1)本訴請求（第1事件ないし第4事件）

ア 差止請求（削除及び公表の禁止請求。前記第1の1(2)ないし(4)の各請求）

1審原告らは、1審被告らが、かつて被差別部落があったとされる地域

（以下「本件地域」又は「同和地区」ともいう。）の所在を明らかにする

情報（以下「本件地域情報」という｡）を記載した本判決別紙2書籍目録

（原判決別紙書籍目録と同じ。以下「本件書籍目録」ともいう。）記載の

各著作物の出版等や、本件地域情報や1審原告らの個人情報を記載した

本判決別紙3ウェブサイト目録（原判決別紙ウェブサイト目録と同じ。

以下「本件ウェブサイト目録」ともいう。）記載の各記事等の公表により、

1審原告解放同盟を除く1審原告らのプライバシー、名誉権及び差別さ

れない権利が、1審原告解放同盟の名誉権、差別されない権利及び業務

を円滑に行う権利がそれぞれ侵害されるおそれがあると主張して、1審

被告らに対し、人格権に基づく妨害排除請求及び妨害予防請求として、

①本件書籍目録記載の各著作物の出版、販売又は頒布の禁止（前記第1

の1(2)の請求)、②本件ウェブサイト目録記載の各記事等の削除及び公表

の禁止（前記第1の1(3)及び(4)の各請求）をそれぞれ求めている。

イ 損害賠償請求（前記第1の1(5)ないし(8)の各請求）

（ｱ）1審原告ら（1審原告15，32及び248を除く。）は、1審被告

らが本件ウェブサイト目録記載1(4)のウェブページに「全國部落調査」

の「各府県別部落調査」を活字化して現在地を追加した一覧表（本件地

域一覧）を、同目録記載3(1)のウェブページに「部落解放同盟関係人物

一覧」と題して1審原告解放同盟の役員等の名前、役職 住所、電話番

号及び勤務先等の個人情報（本件人物一覧）をそれぞれ掲載して公表し

たことにより、プライバシー、名誉権及び差別されない権利が侵害され

たと主張して、1審被告らに対し、民法709条、719条及び会社法

597条に基づく損害賠償請求として、①1審原告15及び32を除く
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第1事件原告らは、各損害金110万円及びこれに対する第1事件の訴

状送達の日の翌日（1審被告宮部については平成28年5月22日、1

審被告示現舎及び1審被告三品については同月26日）から支払済みま

で平成29年法律第44号による改正前の民法（以下「改正前民法」と

いう。）所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払（前記第1の

1(6)の請求）を、②第2事件原告らは、各損害金110万円及びこれに

対する第2事件の訴状送達の日の翌日（1審被告宮部については平成2

8年6月11日、1審被告示現舎及び1審被告三品については同月27

日）から改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払

（前記第1の1(7)の請求）を、③第3事件原告らは、各損害金110万

円及びこれに対する第3事件の訴状送達の日の翌日（平成28年9月3

日）から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金

の連帯支払（前記第1の1(8)の請求）を、それぞれ求めている。

（ｲ）1審原告15，32及び248（第4事件原告）は、①上記(ｱ)の事

由に加え、②1審被告らが1審原告15，32及び248の陳述書をイ

ンターネット上で公開したことなどにより、プライバシーや名誉権が侵

害されたと主張して、1審被告らに対し、民法709条、719条及び

会社法597条に基づく損害賠償請求として、各損害金330万円及び

これに対する令和元年1 1月7日（令和元年10月31日付け請求の趣

旨拡張申立書送達の日の翌日）から支払済みまで改正前民法所定の年5

分の割合による遅延損害金の連帯支払（前記第1の1(5)の請求）をそれ

ぞれ求めている。

(2)反訴請求（第5事件）

ア 損害賠償請求①（前記第1の2(3)の請求）

1審被告示現舎は、1審原告解放同盟、1審原告15，30、承継前

1審原告32，1審原告177及び248（以下、これらの1審原告を
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総称して「別件申立人ら」ということがある｡）がした本件書籍目録記載

1の著作物に係る出版禁止仮処分命令の申立て（以下「本件仮処分申立

て1」という。）により、上記著作物を販売する機会を失ったと主張して、

1審原告解放同盟、1審原告15，30，32，177及び248に対

し、民法709条及び719条に基づく損害賠償請求として、損害金1

60万円及びこれに対する平成28年3月28日（上記申立てに基づく

仮処分命令が発令された日）から支払済みまで改正前民法所定の年5分

の割合による遅延損害金の連帯支払を求めている。

イ 損害賠償請求②（前記第1の2(4)の請求）

1審被告宮部は、別件申立人らがした本件ウェブサイト目録記載1ない

し3のファイル等に係る公開差止仮処分命令の申立て（以下「本件仮処

分申立て2」という。）により学問の自由や人格権等を'侵害されたと主張

して、1審原告解放同盟、1審原告15，30，32，177及び24

8に対し、民法709条及び719条に基づく損害賠償請求として、損

害金160万円及びこれに対する平成28年3月28日（上記アの仮処

分命令が発令された日）から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割

合による遅延損害金の連帯支払を求めている。

ウ 損害賠償請求③（前記第1の2(5)の請求）

1審被告三品は、1審被告三品に対する本訴請求に係る訴えの提起は違

法であると主張して、1審原告らに対し、民法709条及び719条に

基づく損害賠償請求として、損害金160万円及びこれに対する平成2

8年6月1日（第1事件の訴状が1審被告三品に送達された日の後の日）

から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連

帯支払を求めている。

エ 損害賠償請求④（前記第1の2(6)の請求）

1審被告三品は、1審原告164が講演会から1審被告三品を追い出し
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たことにより業務を妨害されたと主張して、1審原告 164に対し、民

法709条に基づく損害賠償請求として、損害金30万円及びこれに対

する平成28年6月1日（上記ウと同じ日）から支払済みまで改正前民

法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。

オ 損害賠償請求⑤（前記第1の2(7)の請求）

1審被告宮部及び1審被告三品は、1審原告解放同盟は1審被告宮部及

び1審被告三品の顔写真を掲載した文書を配布して1審被告宮部及び1

審被告三品の肖像権及び名誉権を侵害し、また、関係者に対し1審被告

宮部及び1審被告三品の取材に協力しないことを求めたことにより業務

を妨害されたと主張して、1審原告解放同盟に対し、民法709条に基

づく損害賠償請求として、各損害金100万円及びこれに対する令和2

年8月18日（同年7月20日付け反訴請求の趣旨拡張申立書が送達さ

れた日）から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損

害金の支払を求めている。

2 原審の判断等

（1）本訴請求について

ア 主な争点に対する判断

（ｱ）（訴えの適法性・争点1）

1審原告ら及び1審被告らはいずれも当事者適格に欠けるものでは

なく、訴えの利益も認められる。

（ｲ）（本件地域情報に係る人格権侵害・争点2）

本件地域一覧の公表等は、1審原告解放同盟を除く1審原告らのうち、

その現在の住所又は本籍が本件地域一覧に本件地域（かつて被差別部落

があったとされる地域）として記載された地域に属する者との関係では、

そのプライバシーを違法に侵害するものであり、その社会的評価の低下

へ

Ｃ
Ｏ

●

●
●

●
●

告
Ｏ

●
●

ｅ
●

●

、
●

●
●

６
●

●
●

ら

●
●

●
０

己

●
●

◆

今

を認める余地はあるが、差別されない権利の内実は不明確であるから、
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同権利を侵害されたとの1審原告らの主張は採用することができない。

また、1審原告解放同盟の業務を円滑に行う権利が侵害されたとは認め

られない。

(ｳ）（本件地域情報に係る損害賠償責任・争点3）

1審被告宮部は、本件書籍目録記載3の著作物のオークションへの出

品及び本件ウェブサイト目録記載1及び2のファイル等の掲載について

損害賠償責任を負うが、本件書籍目録記載1及び2の各著作物は出版さ

れるに至っていないから、これについて損害賠償責任を負わない。また、

1審被告示現舎及び1審被告三品が本件書籍目録記載3の著作物の出版

等や本件ウェブサイト目録記載のファイル等の掲載に関与したことを認

めるに足りる的確な証拠はないから、1審被告示現舎及び1審被告三品

は損害賠償責任を負わない。

㈲（本件地域情報に係る差止めの必要性・争点4）

本件地域一覧の公表によるプライバシー侵害が認められる1審原告

らが受けるおそれがある損失は事後的な回復を図ることが不可能であ

るから、その住所又は本籍の属する都道府県の範囲で差止めを認める
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必要性がある。
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㈱（本件人物一覧に係る損害賠償責任・争点5及び6）

1審原告解放同盟に所属していることや住所及び電話番号等を本件人

物一覧に掲載したことはプライバシーを侵害するものであり、1審被告

宮部は、本件人物一覧を掲載したことを認めるに足りる証拠はないとし

ても、同和地区Wikiの管理者として、本件人物一覧が同和地区Wi

kiに掲載されたことを認識した平成28年3月26日の時点でこれを

削除すべきであったにもかかわらず、同年4月9日まで削除しなかった

ことについて損害賠償責任を負い､］審被告示現舎及び'審被告三品は｜
これを負わない。
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（力）（本件人物一覧に係る差止めの必要性・争点7）

本件人物一覧は既に削除されており、1審被告宮部が今後本件人物一

覧を公開することが明らかに予想されるとは認められない。

イ 差止請求について

原審は、①1審被告宮部及び1審被告示現舎に対し、本件書籍目録記載

1の著作物の原判決別紙1記載1の部分について、同目録記載2の著作

物の同別紙記載2の部分について、それぞれ出版、販売又は頒布の禁止

を求める限度で（原判決主文第1項及び第2項)、②1審被告宮部に対し、

同目録記載3の著作物の同別紙記載1の部分について出版、販売又は頒

布の禁止を求める限度で（同第3項)、③1審被告宮部に対し、本件ウェ

ブサイト目録記載1(1)ないし(3)の各ファイルについて、同別紙記載3の

部分の削除を求める限度で（同第4項)、④1審被告宮部に対し、同目録

記載1(1)ないし(3)の各ファイルにつき、同別紙記載3の部分の公表の禁

止を求める限度で（同第5項)、⑤1審被告宮部に対し、同目録記載1は）

のウエブページにつき同別紙記載1の部分及び同目録記載4の各PDF

データにつき同別紙記載2の部分の各削除を求める限度で（同第6項)、

⑥1審被告宮部に対し、同目録記載1(4)のウェブページにつき同別紙記

載1の部分、同目録記載4の各PDFデータにつき同別紙記載2の部分

及び同目録記載2のウエブページにつき同別紙記載4の部分の各公表の

禁止を求める限度で（同第7項)、それぞれ認容し、その余の部分をいず

れも棄却した（同第11項)。

ウ 損害賠償請求について

原審は、①原判決別紙原告認容金額目録記載の「原告番号」欄記載の各

1審原告らが、1審被告宮部に対し、それぞれ同目録の「認容金額」欄

記載の金員及びこれに対する同目録の「遅延損害金起算点」欄記載の日

から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支
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払を求める限度で（同第8項)、②1審原告15が、1審被告らに対し、

1万円及びこれに対する令和元年11月7日から支払済みまで改正前民

法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で（同第9

項)、③1審原告15及び248が、1審被告宮部に対し、各1万円及び

これに対する令和元年’’月7日から支払済みまで改正前民法所定の年

5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で（同第10項)、それ

ぞれ認容し、その余の部分をいずれも棄却した（同第11項)。

エ なお､原審は、承継前1審原告ら（承継前1審原告23，25，32，

136及び165）の差止請求に係る訴訟については、その死亡により

当然に終了したと宣言した（同第13項)。

(2)反訴請求について

原審は、け)損害賠償請求①ないし③について、本件仮処分申立て1及び2

並びに本訴の提起はいずれも不法行為を構成しない（争点11ないし13）、

（ｲ)損害賠償請求④について、1審原告164の行為が不法行為を構成するま

での違法であったとはいえない（争点14）、（ｳ)損害賠償請求⑤について、

写真の掲載は1審被告宮部及び1審被告三品の肖像権を侵害するものではな

く、当該書面の内容について違法性は認められない（争点15）などと判示

して、1審被告らの損害賠償請求をいずれも棄却した（原判決主文第1 2
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項)。

（3）1審原告ら及び1審被告らは、原判決の判断を不服として控訴をし、1審

原告らは自らの請求の全部認容を（前記第1の1）、1審被告らは、1審原

告らの請求の全部棄却と自らの請求の全部認容を（前記第1の2）、それぞ

れ求めた。

3 前提事実

本件における前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲各証拠及び弁論

の全趣旨により容易に認定することができる事実）は、以下のとおり原判決を
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補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1に記載のとおりである

から、これを引用する。

(1)原判決7頁1行目及び6行目の各「別紙2」をいずれも「本判決別紙2」

に改め、同頁8行目冒頭に「例」を、同行の「被告示現舎は､」の次に「平

成27年11月18日に設立された」をそれぞれ加え、同頁16行目の「業

務執行役員」を「業務執行社員」に改め、同頁17行目末尾の次に改行して

次のとおり加える。

「(ｲ）1審被告宮部は、平成17年10月に「鳥取県人権侵害救済推進及び

手続に関する条例」が成立したことがきっかけで、「鳥取ループ」を立

ち上げ、鳥取県の同和事業や同和教育に関する情報を公開してきたが、

行政に請求しても同和地区の場所は開示されないことから、平成20年

頃から同和地区を特定する方法を研究するようになり、烏取県内の同和

地区マップや大阪府及び滋賀県の同和地区一覧を掲載してきた。また、

1審被告宮部及び1審被告三品は、平成23年4月から「同和と在日」

を、同年8月には「部落ってどこ？部落民ってだれ？」をそれぞれ発刊

した。（乙147，413，1審被告宮部本人24頁）

1審被告宮部は、平成23年に全国部落解放協議会を設立し、また、

神奈川県人権啓発センターを主宰して、YouTub eに神奈jll県人権

啓発センターのチャンネルを有し、部落探訪動画を掲載していた（甲4

28，435，489，493，494，1審被告宮部本人28，31
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頁)｡」

(2)原判決7頁19行目の「被告宮部は､」の次に「同和地区を網羅的に調査

して特定するため、21世紀の全同和地区実態調査サイトと称して（甲9，

1審被告宮部本人26，27頁)､」を加える。

(3)原判決8頁13行目の「被告宮部及び被告示現舎は､」を「1審被告宮部

は、平成27年12月頃、大学の図書館で「全國部落調査」を発見したこと
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から、これを謄写し（甲19，1審被告宮部本人1，2頁)､」に、同頁15

行目の「原点」を「原典」にそれぞれ改める。

(4)原判決13頁20行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

「(5)本件訴訟の経緯等

ア 1審原告解放同盟及び1審原告1ないし211を含む212名は平

成28年4月19日に第1事件を、1審原告212ないし244を含

む33名は同年6月1日に第2事件を、1審原告245ないし247

の3名は同年8月23日に第3事件を、1審原告248は平成29年

9月25日に第4事件を、それぞれ提起した。また、1審原告15，

32及び248は、令和元年10月31日付け請求の趣旨拡張申立書

により、各損害賠償請求を拡張した。

なお、第1事件を提起した1審原告13名及び第2事件を提起した

今
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1審原告1名は、令和3年3月17日、訴えを取り下げた。

イ 1審被告らは、平成30年11月2日、反訴を提起し、1審被告宮

部及び1審被告三品は、令和2年7月20日付け反訴請求の趣旨拡張

申立書により、請求を拡張した。

なお、1審被告らは、令和3年3月18日の原審第13回口頭弁論

期日において、第1事件を提起した13名及び第2事件を提起した1

名に対する反訴請求の訴えを取り下げた｡」

4 争点及び争点に関する主張

（1）本件における争点は、原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとお

りであり、争点に関する当事者の'主張は、後記(2)の当審における1審被告ら

の補充主張を付加するほかは、同第2の3（原判決別紙3－1及び3－2）

に記載のとおりであるから、これを引用する。

（2）当審における1審被告らの補充主張

ア 1審原告らが証拠提出した令和元年7月26日付け事実実験公正証書

へ
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（甲344）、令和4年10月3日付け事実実験公正証書（甲490）及

び同年11月7日付け事実実験公正証書（甲491．以下、それぞれ「事

実実験公正証書①｣、「事実実験公正証書②｣、「事実実験公正証書③」とい

い、これらを併せて「本件事実実験公正証書」という。）は、個人原告ら

が「被差別部落の出身者」であることを認定するものであり、違法なもの

である。
、

イ 本件事実実験公正証書は、中立的な立場にない公証人が作成したもので

あり、公証人法22条3号に違反する。

ウ 本件事実実験公正証書の内容は、事実実験公正証書①及び②では1審原

告201及び248に係る記載内容が異なっており、また、事実実験公正

証書①と同②及び同③では、「被差別部落出身者」の要件が異なっている

から、信用性は否定される。

第3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、(1)本訴請求のうち差止請求については、1審被告宮部及び1審

被告示現舎との関係において、①本件書籍目録記載1及び3の各著作物につい

ては本判決別紙4記載1の部分の限度で、同目録記載2の著作物については同

別紙記載2の部分の限度で出版等の禁止する必要性が認められ、②本件ウェブ

サイト目録記載1(1)ないし(3)の各ファイルについては本判決別紙4記載3の部

分の限度で、同目録記載1(4)のウェブページについては同別紙記載1の部分の

限度で、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分の限度

で、それぞれ削除を命じるのが相当であり、③本件ウェブサイト目録記載1(1)

ないし(3)の各ファイルについて本判決別紙4記載3の部分の限度で、同目録記

載1(4)のウェブページについては同別紙記載1の部分の限度で、同目録記載4

の各PDFデータについては同別紙記載2の部分の限度で、同目録記載2のウ

ェブページについては同別紙記載4の部分の限度で、それぞれ公表を禁止する

必要性が認められ、(2)本訴請求のうち損害賠償請求については、①1審被告ら
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は、本件地域情報及び本件人物一覧の公表等について、本判決別紙5の「1審

原告番号」欄記載の各1審原告らに対する同目録の「認容金額」欄記載の各損

害金の損害賠償責任がある、②1審被告らは、1審原告15に対し準備書面を

公開したことについて、1審原告15及び248に対し陳述書を公開したこと

について、それぞれ損害賠償責任がある、(3)1審被告らの反訴請求に係る1審

原告らの不法行為はいずれも認められないと判断する。その理由は以下のとお

りである。

なお、①本訴請求に係る各訴えは適法であること（争点1）及び②承継前1

審原告らの差止請求に係る訴訟が、その死亡により終了したことは、原判決の

「事実及び理由」の第3の2及び18に記載のとおりであるから、これを引用

する（ただし、原判決25頁5行目の「主張するが､」の次に「上記請求（差

止請求及び損害賠償請求）に係る訴えは、その内容に照らし、いずれも給付の

訴えであるところ､」を、57頁20行目末尾の次に「また、承継前1審原告

161についても、令和2年12月20日に死亡したことが記録上明らかであ

るから、同様である｡」をそれぞれ加える｡)。

2 認定事実

後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認定することができる事実は、以下のと

おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の1に記載の

とおりであるから、これを引用する。

（1）原判決15頁4行目の「一部」を「族称欄」に、同頁9行目から10行目

にかけての「上記アの差別の問題（いわゆる同和問題）について」を「いわ

ゆる同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層

構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的

に低位の状態に置かれ、現代社会においても、なお著しく基本的人権を侵害

され、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由

を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題であ
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るとし、その特徴は、多数の国民が社会的現実としての差別があるために一

定地域に共同体的集落を形成していることにあり、最近、この集団的居住地

域から離脱して一般地区に混住ずるものも多くなってきているが、それらの

人々もまたその伝統的集落の出身であるがゆえに身分的差別の扱いを受けて

いるとした上で､」にそれぞれ改める。

(2)原判決16頁25行目の「大阪府は､」の次に「昭和60年、同和地区

（歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域）に

居住していること又は居住していたことを理由になされる結婚差別、就職差

別等の差別事象（以下「部落差別事象」という。）を引き起こすおそれのあ

る調査、報告等の行為の規制等に関し必要な事項を定めることにより、部落

差別事象の発生を防止し、もって府民の基本的人権の擁護に資することを目

的とする「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」を制定

し､」を、同行の「平成9年､」の次に「同条例に基づき､」を、17頁1行

目の「平成10年､」の次に「同条例に基づき､」をそれぞれ加える。

(3)原判決18頁2行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

「 しかし、令和3年8月、宇都宮市の行政書士が、身辺調査を受任した探

偵の依頼により、該当者の戸籍謄本を取得し、これを探偵に渡したこと

から、戸籍法違反の容疑で逮捕され、略式命令を受けた｡」

(4)原判決18頁3行目の「甲13」を「甲13，468」に改め、同行末尾
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の次に改行して次のとおり加える。

｢キ 政府は、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法（昭和5

7年法律第16号）及び地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別

措置に関する法律（昭和62年法律第22号）のいわゆる同和三法によ

り、昭和44年から平成14年にかけて、歴史的社会的理由により生活

環境等の安定向上が阻害されている地域（以下「対象地域」という。）

における「経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与す

東 京 等 裁 判 所高16‐



ること」を目的として、対象地域における生活環境の改善、社会福祉の

増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化等に

関する事業を実施したところ、その結果、劣悪な生活環境が差別を再生

産するような状況は大きく改善され、また、差別意識解消に向けた教育

や啓発も推進されるなど、同和問題に関する状況が大きく変化したこと

等を踏まえ、同和地区・同和関係者を対象とする特別対策は、平成14

年3月をもって終了し、その後の同和問題への対応は、一般対策の中で

必要とされる施策を適宜適切に実施していくこととした。

平成12年に施行された人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

（平成12年法律第147号。以下「人権教育啓発推進法」という。）

は、人権教育及び人権啓発について、国、地方公共団体及び国民の責務

を明らかにするとともに、必要な措置を定め、また、同法7条において、

人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画の策定が国の責務としたこ

とから、平成14年3月に人権教育・啓発に関する基本計画（平成14

年3月15日閣議決定、平成23年4月1日一部変更。以下「基本計画」

という。）が策定され、基本計画では、同和問題に関する国民の差別意

識は、着実に解消に向けて進んでいるが、地域により程度の差はあるも

のの、依然として根深く存在していることから、現在でも結婚問題を中

心とする差別事象がみられるとし、政府が同和問題の解決を図るための

人権教育・啓発の取組を行うことなどが指摘された。（甲375)」

(5)原判決18頁4行目冒頭の「キ」を「ク」に、同頁14行目の「電子掲示

板の」から20行目末尾までを「多くのインターネット関連事業者が加入し

ている一般社団電気通信事業者協会、一般社団テレコムサービス協会、一般

社団日本インターネットプロバイダー協会、一般社団日本ケーブルテレピ連

盟の通信関連4団体が、電子掲示板の管理者やインターネットサーピスプロ

バイダ等が自ら提供するサービスの契約約款として採用することを目的に策
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定した「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」は、契約

者の禁止事項として「他者を不当に差別もしくは誹誇中傷・侮辱し、他者へ

の不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を段損する行為」を定

め、その具体的な例として「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、

特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に

流通させる行為」がこれに該当するとし、当該情報の削除等をすることがで

きる旨を定めることとしている｡」に、同頁22行目冒頭の「ク」を「ケ」

にそれぞれ改め、19頁1行目の「にかかわらず」の次に「、また、当該地

域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず､」を加える。

(6)原判決19頁15行目の冒頭に「(ｱ)」を、同頁16行目の「によれば､」

の次に「｢部落差別」とは「同和問題に関する差別｣、すわなち「同和問題は、

日本社会の歴史的過程で形作られてきた身分差別により、日本国民の一部の

人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強い

られ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対

され、就職などの日常生活の上で差別を受けるなどしている、我が国固有の

人権問題である」と理解し,た上で､」をそれぞれ加え、20頁6行目末尾の

次に改行して次のとおり加える。

「(ｲ）調査の結果、①法務省の人権擁護機関が取り扱った人権相談等の件数

及び地方公共団体等が取り扱った部落差別に関する相談等の件数をみる

と、部落差別の事案に関し、全体としては顕著な件数の増減の傾向は認

められないが、その内訳をみると、インターネット上で行われた部落差

別の事案の割合が増加傾向にあること、②今日、現に発生している部落

差別の事案の主たるものは、結婚・交際に関するもの、特定の者に対す

る表現行為、特定の者を対象としない表現行為（識別情報の摘示を含

む｡）に大別され、特定の者に対する表現行為及び特定の者を対象とし
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ない表現行為についてはインターネット上で行われるものが増加傾向に
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あること、③部落差別が不当な差別であると知っている者でも、交際・

結婚相手が旧同和地区出身者であるか否か気にすると答えた者が15．

7％に上るなど、心理面における偏見、差別意識は依然として残ってお

り、結婚・交際に関する差別事案につながっている可能性があること、

④インターネット上の部落差別の実態に係る調査からは、部落調査に関

連する情報をインターネット上で閲覧した者の少なくとも一部には差別

的な動機がうかがわれるほか、必ずしも差別的な動機ではなく一般的な

興味・関心で閲覧した大部分の者についても､ インターネット上で部落

差別に関する誤った情報や偏見・差別をあおる情報に接することにより、

差別意識を植え付けられる可能性がないとはいえないこと、⑤国民の多

くが、部落差別は不当な差別であると認識していることは、これまで関

係機関が行ってきた教育・啓発が一定の効果を上げていることを示すも

のであるが、部落差別の事案が比較的多く発生している地域等において、

教育・啓発に対して消極的な意識を持つ者が比較的多いことにも留意が

必要であること、⑥識別情報の摘示を中心とする部落差別の事案は、イ

ンターネット上においても、深刻な人権侵害の類型の一つであると言え

るところ、法務省の人権擁護機関では、従前からインターネット上の人

権侵害情報に関してプロバイダ等に対して削除要請を行うなどしており、

特に識別情報の摘示の事案については、平成30年12月27日付け法

務省人権擁護局調査救済課長依命通知により、その目的の如何を問わず、

それ自体が人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであり、

原則として削除要請等の措置の対象とすべきものであるとの考え方の下、

より積極的な運用を行っており、インターネット上の人権侵害情報に適

切に対応するためには、法務省の人権擁護機関がこのような取組を継続

することに加え、関係省庁において、通信事業者等との間でインターネ

ット上の人権侵害の実情について情報の共有と意見交換を密にするとと
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もに、多くの相談を受けている地方公共団体との間でもこれらの結果を

共有し、地方公共団体自身による適切な対応を促すことも重要であるこ

とが指摘された｡」

(7)原判決20頁17行目の「回答であった｡」を「回答であり、また、同和

地区の住宅物件に対する忌避意識については、回答者数3675人のうち、

43．4％の人が「同和地区にある物件は避けると思う」と回答した（甲3

62〔77，78頁〕)。また、大阪府が平成26年9月12日から同年10

月31日までの間、ホームページにより、「差別と思われる事例」を募集し

たところ、寄せられた事例の件数は802件であり、事業者等に関する事例

97件のうち同和問題に関する事例が38件、差別表現等の事例483件の

うち同和問題に関する事例が367件、婚姻に関する事例93件のうち同和

問題に関する事例が84件であった（甲40）｡」に改める。

(8)原判決21頁13行目の「平成28年2月22日、」を「平成28年2月

15日、東京法務局において、同和地区Wikiに関し、同和地区名を公開

する目的、同和地区Wik iの編集等を行っているか、今後も同和地区一覧

を掲載するかなどについて聴取された際、同和地区Wikiを編集する不特

定多数の者の一人にすぎない、今後も同和地区一覧を掲載するなどと答え、
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同月22日、」に改める。

(9)原判決23頁20行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

「オ 1審被告宮部は、平成28年3月31日、本件仮処分申立て1に係る

横浜地方裁判所の決定を受けたことから、同決定に抵触しないようにす

るため、全国部落解放協議会の会員の間で「全國部落調査」を共有する

形式にして本件書籍目録記載3の著作物の発行を企図し、同年4月から、

インターネット上で全国部落解放協議会への加入者を募集した（甲60

ないし67，1審被告宮部本人19，29，30頁)。

力 なお、平成31年1月、オンラインフリーマーケットサイトにおいて、
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イ

「復刻 全国部落調査」3冊が出品された（甲485)｡」

⑩ 原判決25頁2行目末尾の次に改行して次のとおり加える。

「(5)動画投稿サイトYouTub eを運営するグーグル社は、令和4年1

1月30日、「へイトスピーチなどから利用者を守るガイドラインに違

反する」との理由で、1審被告宮部が運営するYouTub eチャンネ

ル「神奈川県人権啓発センター」に投稿されていた被差別部落の地名や

風景を載せた合計224本の動画を削除した。なお、この動画は、1審

被告宮部が、1審被告示現舎のウェブサイトに掲載してきた「部落探訪」

と同内容のものである。その後、1審被告宮部は新たに動画サイトを設

立した。（甲357，459，492，495)」

3 1審原告らの本件地域情報に関する請求について（争点2ないし4）

（1） 人格権侵害の有無（争点2）について

ア 本件地域情報の公表（本件地域一覧の公表を含む｡）等による1審原告

らの人格権侵害の有無についての判断は、以下のとおり原判決を補正する

ほかは、原判決25頁18行目から31頁21行目までに記載のとおりで

あるから、これを引用する。

イ 原判決25頁18行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の

公表」に改め、同頁22行目から31頁5行目までを次のとおり改める。

「(1) 個人原告らについて

ア 人格権に基づく法的救済

（ｱ）部落差別は、我が国の封建社会で形成された身分差別により、

経済的、社会的、文化的に不合理な扱いを受け、一定の地域に居

住することが余儀なくされたことに起因して、本件地域の出身で

あることなどを理由に結婚や就職を含む様々な日常生活の場面に

おいて不利益な扱いを受けることである。上記のような部落差別

は、差別される者の人間としての尊厳を否定するものに等しく、
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許容することができないものであることはいうまでもないところ、

明治4年の太政官布告により制度上の身分差別はなくなり、同和

対策事業特別措置法等により経済的な面における差別は改善され

たといえるとしても、本件地域の出身等であることを理由とする

心理面における偏見、差別意識が依然として存在していることは、

①昭和40年に同和対策審議会が同和問題の解決を国の責務であ

り国民的課題とし、平成’2年に施行された人権教育啓発推進法

に基づく基本計画において同和問題に関する国民の差別意識が根

深く存在していることを指摘して、これまでも同和問題の解決に

向けた様々な取組が行われてきたにもかかわらず、平成28年に

「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴っ

て部落差別に関する状況の変化が生じている」として、部落差別

の解消の推進に関する法律が制定され（認定事実(1)イ、キ及び

ク）、②大阪府が平成’7年に実施した意識調査において、多く

の者が「同和地区にある物件は避けると思う」と回答し（同(2)

イ）、③同法に基づき法務省人権擁護局が行った実態調査におい

ても、「結婚相手や交際相手が旧同和地区の出身者であるか否か
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気になるか」との質問に対し、15．7％の者が「気になる」と

回答したこと（同(2)イ）、④これまで戸籍謄本等の不正取得が繰

り返され、平成20年に戸籍法が改正されて第三者による戸籍謄

本等の交付請求が制限されたものの、依然として身元調査を目的

とした戸籍謄本の不正取得が絶えないこと（同(1)力）などに照ら

し、明らかである。

(ｲ）憲法13条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由

及び幸福追求に対する権利を有することを、憲法14条1項は、

すべて国民は法の下に平等であることをそれぞれ定めており、そ
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’一

の趣旨等に鑑みると、人は誰しも、不当な差別を受けることなく、

人間としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格

的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益であ

るというべきである。

そして、本来、人の人格的な価値はその生まれた場所や居住し

ている場所等によって左右されるべきではないにもかかわらず、

部落差別は本件地域の出身等であるという理由だけで不当な扱い

（差別）を受けるものであるから、これが上記の人格的な利益を

侵害するものであることは明らかであるが、これに加えて、①上

記のとおり、部落差別は我が国の歴史的過程で形成された身分差

別であり、明治4年の太政官布告により制度上の身分差別はなく

なったものの、今日においてもなお本件地域の出身等であること

を理由とする心理面における偏見、差別意識が解消されていない

ことから認められる当該問題の根深さ、②本件地域の出身等であ

るという理不尽、不合理な理由に基づく不当な扱い（差別）がこ

れを受けた者のその後の人生に与える影響の甚大さ、そして、③

インターネットの普及により、誰もが情報の発信者及び受信者に

なることができ、情報の流通範囲は広がったものの、その便宜さ

の反面において、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も
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見受けられるようになったことから、これに接することによって

差別意識が植え付けられ増長するおそれがあり、現にインターネ

ット上における識別情報の摘示を中心とする部落差別の事案は増

加傾向にあること（認定事実(2)ア）等に鑑みると、本件地域の出

身等であること及びこれを推知させる情報が公表され、一般に広

く流通することは、一定の者にとっては、実際に不当な扱いを受

けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き、ときにそのお
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それに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ、これ

により平穏な生活を侵害されることになるのであって、これを受

忍すべき理由はない以上、本件地域の出身等であること及びこれ

を推知させる情報の公表も、上記の人格的な利益を侵害するもの

である。

（ｳ）本件地域の所在に関する情報である本件地域情報は、これのみ

をもって又はときに他の情報と相まって、本件地域の出身等であ

ることを推知させる情報となるものである。したがって、本件地

域情報の公表により本件地域の出身等を理由に不当な扱い（差別）

を受けるおそれがある者は、上記の人格的な利益に基づき、本件

地域情報の公表の禁止や削除、損害賠償といった法的救済を求め

ることができるものと解される。

イ 本件において法的救済を求めることができる者の範囲

け）一方で、本件地域情報が公表されることによって誰もが当然に

上記の人格的な利益が侵害されるものではなく、上記の人格的な

利益に基づき法的救済を受けることができる者は、本件地域の出

身等を理由とする不当な扱い（差別）を受け又はそのおそれがあ

る者である。

そして、上記の不当な扱い（差別）又はそのおそれは、必ずし

も本件地域の出身であるという客観的な事実に基づくものではな

く、むしろ偏見や差別意識といった人々の心理、主観に起因する

ものである上、居住移転の自由が保障されている今日においては、

本件地域を離れて生活している者も少なくない一方、戸籍謄本等

によって取得できる情報は現在の本籍、住所に限られるものでは

なく、これを手がかりに過去及び親族の本籍や住所を探索するこ

とも不可能ではないことなどに照らすと、本件地域の出身でなく
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ても、本件地域での居住や本件地域に系譜を有すること等によっ

ても生じ得るものである。そうすると、現に本件地域に住所又は

本籍を有する場合はもとより、過去においてこれらを有していた

場合、両親や祖父母といった親族が本件地域に住所又は本籍を現

に有し又は過去において有していた場合においても、不当な扱い

（差別）を受け又はそのおそれがあるものと判断するのが相当で

あるから、①本件地域に現に住所又は本籍を有する者、②過去に

おいて本件地域に住所又は本籍を有していた者及び③親族が本件

地域に住所又は本籍を現に有し又は過去において有していた者は、

上記の人格的な利益に基づく法的救済を受けることができるとい

うべきである。

もっとも、上記①ないし③に該当する者であっても、自ら積極

的に本件地域の出身等であることを明らかにしているといえる者

については､ 本件地域情報の公表により、直ちにその人格的な利

益が侵害されるとまでは認め難く、また、親族については、その

範囲は幅広いものであるから、上記③に該当するか否かは関係す

る諸事情に照らし個別的に判断するのが相当である。

け）なお、1審原告解放同盟は部落住民及び部落出身者で構成され

る団体とされているところ（甲1）、個人原告らが1審原告解放

同盟に加盟している事実が一般に広く知られており、または自ら

これをインターネット上で公開しているとしても、このことをも

って直ちに個人原告らが自ら積極的に本件地域の出身等であるこ

とを明らかにしているとまではいえないから、上記の人格的な利

益の侵害が否定されるものではない。

ウ プライバシー権及び名誉権について

1審原告らは、本件地域情報の公表はプライバシー権や名誉権の侵
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害である旨を主張する。しかしながら、本件地域情報は1審原告ら各

自の固有の情報ではないから、本来的にはプライバシーに該当するも

のではなく、仮にこれがプライバシーとして保護されるとすれば、本

件地域情報が公表されることによって直ちに本件地域の出身等である

ことが推知されることになる場合に限定され、具体的には現に本件地

域に居住する場合（上記①に該当する場合）がこれに該当するものと

考えられ、また、仮に社会的信用として保護されるとすれば、プライ

バシーと同様に上記の場合に限られることになるものと考えられる。
/一、

そうすると、仮に本件地域情報の公表によりプライバシー権又は名誉

権が侵害されることがあるとしても、これは上記の人格的な利益が侵

害される場合と重複するものと認められ、プライバシー権及び名誉権

はいずれも人格権に基づくものであるから、これらの権利利益は上記

の人格的な利益において考慮するのが相当である（以下、上記の人格

的な利益、プライバシー権及び名誉権を総称して「法的利益」という

ことがある｡)。

エ 1審被告らの主張について

（詞 1審被告らは、①本件地域情報はこれまでも公表されており、同

和事業で建設された施設（隣保館）が同和地区の目印となっている、

②「全國部落調査」において被差別部落とされた地域の中には、同

和問題が解決された地域もある、③本件地域情報を公表しないこと

は、かえって部落差別を助長することになる旨を主張して、1審原

告らの人格権侵害を否定する．

船 上記嗣①については、確かに、昭和37年及び昭和38年に同和

対策審議会が同和地区精密調査報告書（乙236）を､ 昭和43年

に内閣総理大臣官房審議室が全国同和地区実態調査結果（乙237）

を、昭和50年に内閣総理大臣官房同和対策室が同和地区精密調査

｡

｡

｡ ⑨

■ ｡
｡ ｡

｡ ｡

｡
｡ ② ■

①
｡ ■

串 ｡ ｡
●

｡ ｡

⑨

｡

｡ ⑨

■

● G

B

~、

Q

篝抄
も
、苗

’

東 京 高 等 裁 判 所‐26‐



報告書（乙238）をそれぞれ作成しているほか、平成15年に大

阪市人権協会が発行した「50年のあゆみ」を含め、これまでにも

各地で同和地区に関する調査報告書が作成されており（乙7ないし

18，20)、また、隣保館は同和地区に設置され、昭和46年に

は全国隣保館連絡協議会が結成されるに至っている（乙19，21

ないし23，79)。

しかしながら、上記の同和地区精密調査報告書及び全国同和地区

実態調査結果の作成年度､ 作成目的、記載内容及び昭和50年頃に

販売されていることが確認された本件地域情報が記載された部落地

名総鑑は平成元年7月頃までに回収されて焼却処分とされているこ

となどに照らすと、今日、これらの存在は一般に広く知られている

ものとは認め難い。そして、本件地域一覧は、「全國部落調査」を

基に作成されたものであるが、「全國部落調査」は昭和11年に融

和事業の積極的計画化のための非公開の内部資料として作成された

ものであったこと′(前提事実(3)ア）からすれば、本件地域一覧の公

表は「全國部落調査」の作成目的や趣旨に反ずるものである上、本

件地域一覧は、全国の各地域をその個性にかかわらず、一律に同和

地区として位置づけ、網羅的かつ一覧的に掲記するものであり、限

定された地域に関する上記の報告書等とも趣旨、目的を異にするも

のである。また、一般的に、地域住民以外の者は隣保館が存在して

いる場所を知るものではない上、今日において、その設置経緯等を

知る者は必ずしも多くはなく、隣保館の意義・役割等も、社会状況

等に照らし、設置当初から変容している面があるとも考えられる。

上記の事情に鑑みると、上記(ｱ)①の主張を踏まえるも、今日、本件

地域情報は一般に広く知られているとは認められず、前記の法的救

済の必要性が否定されるものではない。

、
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(ｳ）上記(ｱ)②について、「全國部落調査」に記載されている本件地域

の現況は地域によって異なるものであり、かつて被差別部落とされ

た地域の中には生活環境等が改善された地域もあるとしても、前示

のとおり、本件地域の出身等を理由とする心理面における偏見や差

別意識は解消されるに至っていないことなどに照らすと、本件地域

の出身等を理由とする不当な扱い（差別）を受けるおそれがないと

いうことはできない。

㈲ 上記(ｱ)③について、本件地域の出身等を理由とする心理面におけ

る偏見や差別意識は解消されるに至っておらず、インターネットの

普及により、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も見受け

られるようになったことに照らすと、本件地域情報が公表され流通

することにより、本件地域の出身等を理由とする不当な扱い（差別）

を招来し、助長するおそれがあることは明らかであり、本件地域情

報が公表されることによって、これが解決される具体的な根拠、見

通しがあることを基礎付ける証拠もない。

㈱ 以上によれば、1審被告らの上記け)の主張により、前記の認定判

断が左右されるものではない。
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以上を前提に、本件地域情報の公表による個人原告らの人格的な利

益の侵害の有無を個別に検討するに、その判断内容は本判決別紙6の

各「2 判断」(1)記載のとおりである（以下、侵害が認められる個人

原告らを「本件認容原告ら①」ともいう。)｡」

ウ 原判決31頁6行目を「(2)1審原告解放同盟について」に、同頁7行

目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」に、同頁14行

目の「上記①については､」から19行目の「そして､」までを「1審原

告解放同盟の行う業務が、公的団体の事業とその目的や方針において一

『
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致じているからといって、当該業務が公的な業務となるものではなく、

公的団体の事業と同様に保護されるべきものということはできない上、

上記①については、本件地域情報の公表によって、それまでの1審原告

解放同盟の活動の成果が減殺されることがあるとしても、このことによ

って直ちに1審原告解放同盟の権利利益が侵害されるものではなく、ま

た、上記②については、本件地域情報の公表に対応することは、1審原

告解放同盟のその目的に即した本来的な業務の遂行ともいうことができ、

業務量が増加したとしても、実際に円滑な業務の遂行が妨害されたこと

を具体的に認めるに足りる的確な証拠はない。また､」にそれぞれ改める。

(2)1審被告らの損害賠償責任の有無について（争点3）

・ア 本件地域情報の公表に係る1審被告らの損害賠償責任の有無についての

判断は、以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決31頁23行目

から33頁15行目までに記載のとおりであるから、これを引用する。

イ 原判決31頁24行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公

表」に改め、同頁25行目の「プライバシー」の次に「、名誉権及び差

別されない権利」を加え、32頁1行目の「本件地域一覧の公開」を

「本件地域情報の公表」に、同行から2行目にかけての「プライバシー」

を「人格的な利益」に、同頁3行目の「平成28年2月22日、」を「平

成28年2月15日、東京法務局において、本件地域一覧に関する事情

聴取を受け、同月22日、」に、同頁13行目の「以上に加えて､」から

17行目の「被告宮部は､」までを「このほか、本件地域一覧の「全國部

落調査」は非公開の資料として作成されたものであり、およそ部落差別

が解消されたとはいい難い状況にあったことを考慮すると、1審被告宮

部は、東京法務局人権擁護部から聴取を受けた同年2月15日には、本

件地域情報の公表が他者の利益を侵害するおそれがあることを認識する

ことができたものと認められ、1審被告宮部の個人的な見解によって、
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これが否定されるものではない。そうすると、インターネット上で本件

地域一覧が公表されると、その拡散を防ぐことが困難であることを承知

していた1審被告宮部は､」に、同頁22行目の「同年3月末より前に」

を「それ以前に」に、同頁23行目から24行目にかけての「同月末以

降」を「その後」にそれぞれ改め、同頁25行目末尾の次に改行して次｜
のとおり加える。

「 そして、①1審被告宮部は1審被告示現舎の代表社員であり、本件書

籍目録記載の各著作物はいずれも1審被告示現舎が編者又は発行所とな

っていたこと、②1審被告宮部は、1審被告示現舎のホームページに、

「全國部落調査」を発見し、これを電子化したデータを同和地区Wik

iに掲載した旨を発信していたこと（認定事実(3)ア)、③1審被告示現

舎は、本件仮処分申立て1により、本件書籍目録記載1の著作物（全国

部落調査）を販売する機会を失ったとして、反訴請求を提起しているこ

と、④1審被告宮部が1審被告示現舎の代表社員という立場を離れて個

人としての立場で行ったことを認めるに足りる的確な証拠はないことな

どを考盧すると、上記の1審被告宮部の不法行為は1審被告宮部及び1

審被告示現舎が一体となって行ったものと認めるのが相当であり、1審

被告示現舎も1審被告宮部とともに損害賠償責任を負うというべきであ

る。

また、1審被告三品は、1審被告示現舎の業務執行社員であった上、

1審被告宮部から「全国部落調査」の出版を準備していることを聞いて

おり、1審被告示現舎がこれを出版するものと認識していたこと（1審

被告三品本人6頁）や、本件地域情報の公表がもたらす結果の重大性等

に鑑みると、1審被告三品は、その任務を，解怠したものとして、会社法

597条に基づく責任を負うというべきである。

したがって、1審被告らの損害賠償責任が認められる｡」
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ウ 原判決33頁7行目から15行目までを削る。

(3)本件地域情報に係る差止めの必要性について（争点4）

ア 本件地域情報の公表の禁止等の必要性についての判断は、以下のとおり

原判決を補正するほかは、原判決33頁17行目から36頁15行目ま

でに記載のとおりであるから、これを引用する。

イ 原判決33頁26行目の「本件地域一覧の公開」から34頁2行目の

「あって､」までを「前示のとおり、本件地域情報の公表は本件認容原告

ら①の法的利益を侵害するものである上、これまでにおいても、本件地

域情報が記載された「部落地名総鑑」が企業等に販売され（認定事実(1)

ウ)、平成12年に人権教育啓発推進法が、平成28年に部落差別の解消

の推進に関する法律がそれぞれ施行された後においても、興信所等の依

頼を受けた行政書士による住民票等の不正取得が繰り返されており（同

(1)力)、インターネットの普及により情報の流通を制限することは容易で

ないことなどに照らすと、」に、同頁6行目の「というべきである｡」を

「というべきであり、侵害行為の対象となった個人原告らの社会的地位

に照らしても、個人原告らがこれを受忍すべきものではない｡ 」にそれぞ

れ改める。

ウ 原判決34頁7行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」

に、同頁11行目の「上記①については」から15行目の「とはいえない」

までを「上記①については、本件地域情報の公表が禁止されることによっ

て、1審被告らによる同和地区に関する調査・研究が禁止されるものでは

ない上、その調査・研究の結果の発表は、必ずしも具体的な同和地区を特

・ 定、指摘しなければ不可能なものではなく、該当地区を匿名にすることに

よっても可能である｡」に、同頁18行目の「また､」を「したがって、1

審被告らが上記主張する不利益と、本件地域情報の公表が禁止されること

によって保護される本件認容原告ら①の利益を比較衡量するも、後者が前
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者を凌駕することは明らかであるから、公表の禁止という制約を受けるこ

とになってもやむを得ないというべきである｡」に、同行の「本件地域一

覧」を「本件地域情報」にそれぞれ改め、同頁20行目から21行目にか

けての「よって、被告らの主張はいずれも採用できない｡」を削り、同頁

22行目から35頁19行目までを次のとおり改める。

「(3)認定事実(1)及び(5)のとおり、我が国においては、本件地域の出身等

を理由とする不当な扱い（差別）を解消するために、立法府や行政府

による削除要請を含めた様々な対策が講じられてきた上、今日、イン

ターネット上での部落差別に関連する情報の掲載が増加傾向にあり、

これを閲覧する者は必ずしも差別的な動機を有する者に限られず、新

たな差別意識が植え付けられる可能性が指摘され、民間のインターネ

ット関係団体においても、特定の地域が同和地区であることを示す情

報をインターネット上に流通させる行為は他者への不当な差別を助長

する行為として利用者の禁止事項に当たり、当該情報を削除すること

ができる旨を契約約款に定めることとし、現にこれを削除するなどの

措置を講じているところ（認定事実(1)ク、(2)ア及び(5))、1審被告宮

部は、①平成28年3月25日、ツイッターに「実のところ、仮処分

命令が出ても実害はないんですよ。表題を変えて別の名目で出版する

とか、示現舎ではなく個人の立場でやるとか、いくらでも回避方法は

あります｡」と投稿し（甲403)、②現に、1審被告示現舎が同月2
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8日に本件仮処分申立て1に係る仮処分決定を受けたにもかかわらず、

本件書籍目録記載3の出版物をインターネット上のオークションサイ

トに出品するとともに、本件書籍目録記載3の著作物の出版を企図し

たばかりか（認定事実(3)ウ及びオ、1審被告宮部本人19，20頁)、

③東京法務局長から説示を受けたものの、これに従う意思はなく（1

審被告宮部本人34頁)、④同年10月17日、ツイッターに「全国
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部落調査の発禁が解除されたら、今度は本格的にバンバン売って金儲

けしますよ｡」と投稿していたこと（甲42）などに照らすと、本件

書籍目録記載の各著作物の出版等によって不当な扱い（差別）を受け

る又はそのおそれがあり平穏な生活を侵害される人が生じることにつ

いて顧みることなく、上記出版等による本件地域情報の公表について

強い意欲を有していることは明らかである。したがって、本件地域情

報を記載した本件書籍目録記載の各著作物のうち本件認容原告ら①の

法的利益を侵害する部分については、1審被告宮部に対し削除や公表

を禁止する必要性が認められる。

そして、上記の削除や公表の禁止の対象とする部分の前後の記載か

ら当該部分の内容が推知されるとなると当該目的を達することはでき

ず、その推知は他の情報と相まって必ずしも困難を伴うものとはいえ

ない上、本件地域情報が公表されることによって生じ得る不利益の甚

大さ、深刻さなどに照らすと、当該目的を達成するためには対象とな

る本件地域が属する市町村の範囲での削除や公表の禁止では十分であ

るとまではいい難いから、これが属する都道府県の範囲で削除や公表

の禁止を認めるのが相当である。これに対し、1審原告らは本件地域

情報全体の削除や公表の禁止を求めるが、個人の人格的な利益に基づ

く請求である以上、上記の範囲を超えてこれを認めることはできない。

そうすると、個人原告らについて削除や公表の禁止が認められる範

囲は本判決別紙6の各「2 判断」(1)記載のとおりであり、これを総

合すると、本件書籍目録記載1及び3の各著作物については本判決別

紙4記載1のとおりであり、同目録記載2の著作物については本判決

別紙4記載2のとおりとなる。

(4)本件書籍目録記載の各著作物の出版等については1審被告宮部のみ

ならず、1審被告示現舎も編者ないし発行所として関与しており、1

へ

Ｏ
Ｇ

６

●
●

●
。

Ｄ
Ｃ

●
毎

●
●

●

●
●

●
●

６
●

ら
●

●

Ｇ
■

。
●

●

●
●

●

へ

ノ

東 京 高 等 裁 判 所－33‐



審被告宮部は1審被告示現舎の代表社員であることに照らすと、上記

出版等は1審被告宮部と1審被告示現舎が一体となって行うものと認

めるのが相当であるから、1審被告宮部のみならず、1審被告示現舎

との関係においても、差止めの必要性が肯認される。

他方、1審被告三品については、上記出版等の主体となることを認

めるに足りる的確な証拠はないから、1審被告三品に対する関係にお

いては、差止めの必要性は認められない｡」

エ 原判決35頁20行目の「(4)」を「(5)」に、同頁22行目の「プライバ

シー」を「人格的な利益」にそれぞれ改め、同頁26行目から36頁1

5行目末尾までを次のとおり改める。

「 そして、前提事実(4)のとおり、1審被告宮部は本件ウェブサイト目

録記載1，2及び4のフアイル等を掲載したところ、これらは1審被告

宮部及び1審被告示現舎が出版等を予定していた「全國部落調査」に基

づく情報を内容とするものであることなどに照らすと、上記の掲載は1

審被告宮部及び1審被告示現舎が一体となって行ったものと認めるのが

相当である。他方、1審被告三品がこれらを掲載し又は掲載するおそれ

があることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審被告三品との

関係においては、削除や公表の禁止を認める必要性があるとまでは認め

られない。

したがって、本件ウェブサイト目録のファイル等に係る削除や公表の

禁止の必要性は、1審被告宮部及び1審被告示現舎に対する関係におい

て、個人原告らの人格的な利益を侵害する部分で認められ、これを総合

すると、本件ウェブサイト目録記載1(1)ないし(3)の各ファイルについて

は本判決別紙4記載3の部分、同目録記載1(4)のウェブページについて

は同別紙記載1の部分、同目録記載2のウェブページについては同別紙
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記載4の部分、同目録記載4の各PDFデータについては同別紙記載2
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の部分となる。

なお、本件ウェブサイト目録記載1のウェブページについては、個人

原告らの人格的な利益を侵害する本件地域情報の記載の有無は明らかで

ないから、上記の必要性は認められない。また、本件ウェブサイト目録

記載2のウェブサイトについては、既に削除されているから（前提事実

(2))、公表の禁止の限度でその必要性が認められる｡」

4 1審原告らの本件人物一覧に関する請求について（争点5ないし7）

（1）人格権侵害の有無（争点5）について

本件人物一覧の公表による人格権侵害の有無についての判断は、原判決の

「事実及び理由」の第3の6に記載のとおりであるから、これを引用する。

ただし、原判決36頁18行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報

の公表」に改め、同頁22行目から42頁10行目までを次のとおり改める。

「(1)個人原告らについて

ア 本件人物一覧は、①1審原告解放同盟の中央本部や各都道府県連合

会の役員等の名前及び役職、②住所及び電話番号、③勤務先及び所属

、 する私的団体の名称、④生年月日及び⑤フェイスブック（インターネ

ットを利用して投稿による情報発信やメッセージ交換等を行うことが

できる情報ネットワーク）のURLが掲載されている。

これらの情報はいずれも個人のプライバシーに属する情報である上、

部落差別の解消を目的に活動する団体は1審原告解放同盟に限定され

るものではなく、1審原告解放同盟は上記活動を行っているとしても、

加盟員に関する情報は必ずしも公共の利害に関するものではないし、

加盟員が公表されることを甘受すべき合理的な理由も見受けられず、

自己が欲しない他者にはみだりに知られたくないとの期待は保護され

るべきである以上、本件人物一覧に記載されている個人原告らは、既

に1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知られている、
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または、これを自ら積極的にインターネット上に公開しているといつ

た事情が認められる場合を除き、本件人物一覧の公表により、プライ

バシー権が違法に侵害されたものと認められる（上記⑤のフェイスブ

ックのURLは、自ら実名を付してインターネット上に公開している

ものであるとしても、このことをもって直ちに上記の認定判断が左右

されるものではない｡)。

また、本件人物一覧に記載された住所及び電話番号については、そ

の内容、性質に照らし、上記の事情が認められる場合であっても、こ

れを自ら公表しているときを除き、その限度でプライバシー権を侵害

するものと認めるのが相当である。ただし、住所及び電話番号の記載

内容が誤ったものであるときは、他の事情からこれを特定することが

できる場合を除き、プライバシー権を侵害するものではない。

イ なお、本件人物一覧に地方議会の議員である旨が記載されている個

人原告らもいるところ、議員は公職であることなどに照らすと、上記

記載は個人原告らのプライバシー権を違法に侵害するものとまでは認

められない。

ウ 1審原告らは、本件人物一覧の公表によって、名誉権及び差別され

ない権利も侵害された旨を主張するところ、1審原告解放同盟に加盟

している事実によって、直ちに加盟者の社会的信用、評価が低下し、

その平穏な生活が侵害されるとまでは認められず、他にこれらを認め

るに足りる的確な証拠はないから、1審原告らの上記主張は採用する

ことができない。

エ 以上に基づき、本件人物一覧の公表による個人原告らのプライバシ

ー権の侵害の有無について判断するに、その判断内容は本判決別紙6

の各「2 判断」(2)記載のとおりである（以下、プライバシー権が違

法に侵害された個人原告らを「本件認容原告ら②」ともいう。)。
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’
（2）1審原告解放同盟について

1審原告らは、本件人物一覧の公表により1審原告解放同盟の業務が

妨害される旨を主張するが、上記公表により加盟員のプライバシー権が

侵害されるとしても、これによづて直ちに1審原告解放同盟の業務に支

障が生じるとまでは認められず、1審原告解放同盟の加盟員の中にはこ

れに加盟していることが周知され又は自ら公表している者もおり、本件

人物一覧の公表により1審原告解放同盟の業務が妨害されたことを基礎

付ける具体的な事実を認めるに足りる的確な証拠もないことに鑑みると、

本件人物一覧の公表により1審原告解放同盟の業務が妨害される旨の1

審原告らの上記主張は採用することができない｡」

(2)損害賠償責任の有無について（争点6）

ア 本件人物一覧の公表に係る1審被告らの損害賠償責任についての判断は、

以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第

3の7に記載のとおりであるから、これを引用する。

イ 原判決42頁20行目の「しかし､」を「しかしながら、本件人物一覧

は平成28年3月上旬頃に同和地区Wikiに掲載されたものであるが

（前提事実は)エ)、1審被告らは1審被告宮部が掲載した事実を否認して

いる上､」に、43頁4行目の「からすれば､」から6行目末尾までを「に

よれば、1審被告宮部が本件人物一覧を掲載したとは認められず、1審被

告示現舎及び1審被告三品についても同様である｡」にそれぞれ改める。

ウ 原判決44頁5行目の「これに」から6行目末尾までを「第三者の権利

利益を侵害することが明らかな記事が掲載されたことを認識することが

できた場合には速やかに当該記事を削除すべき注意義務を負っていたも

のと判断するのが相当である。そして、1審被告宮部は、遅くとも平成

28年3月26日までに、本件人物一覧が同和地区Wikiに掲載され

ていることを認識したから（弁論の全趣旨)、これにより第三者の権利利
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益を侵害することが明らかな記事が掲載されたことを認識することがで

きたものである。」に、同頁9行目の「しかし､」から14行目の「であ

るから､」までを「しかしながら、前示のとおり、本件人物一覧のウェブ

サイト上での掲載は、これに記載されている者のプライバシー権を侵害

するものであり、このことは明らかであるから､」にそれぞれ改め、同頁

18行目の「したがって､」から22行目末尾までを改行して次のとおり

改める。

「 したがって、1審被告宮部は、遅くとも本件人物一覧が同和地区W

ikiに掲載されていることを認識することができた平成28年3月2

へ

6日には、これを速やかに削除すべきであったにもかかわらず、同年4

月9日までこれを削除しなかったのであるから（前提事実(4)エ)、この

点について1審被告宮部は不法行為に基づく損害賠償責任を負うという● G
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べきである。

また、同和地区Wikiの管理人は1審被告宮部であるが、1審被告

宮部は、1審被告示現舎の代表社員であり、「全国部落調査」等の出版

を1審被告示現舎と一体となって進めてきたことなどに照らすと、同和

地区Wik iの管理も1審被告示現舎と一体となって行っていたものと

認めるのが相当である。したがって、1審被告示現舎も1審被告宮部と

同様に損害賠償責任を負うものであり、本件人物一覧の記載内容に照ら

し、1審被告三品は、1審被告示現舎の業務執行社員としての任務を惚

怠したものと認められるから、会社法597条に基づく責任を負うこと

になる｡」

(3)差止めの必要性について（争点7）

ア 本件人物一覧の公表の禁止等の必要性についての判断は、以下のとおり

原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の8に記載

のとおりであるから、これを引用する。

へ
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イ 原判決45頁5行目及び11行目の各「同和Wik i」をいずれも「同

和地区Wik i」に、同頁12行目の「認められず」から15行目の

「証拠もない｡」までを「認められず、上記のどおり、同和地区Wik i

に掲載された本件人物一覧は平成28年4月9日に削除されており、そ

の後、再びこれが1審被告宮部によって掲載された事実を認めるに足り

る証拠はないことに照らすと、少なくとも現時点において、1審被告宮

部が本件人物一覧を公開する蓋然性があるとまでは認められず、他にこ

れを基礎付ける事情を認めるに足りる的確な証拠もない。また、1審被

告示現舎及び1審被告三品についても同様である｡」にそれぞれ改める。

5 1審原告らの本件地域情報及び本件人物一覧の公表に係る損害について（争

点8）

（1）本件地域情報の公表による個人原告らの損害についての判断は、以下のと

おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の9に記載

のとおりであるから、これを引用する。

（2）原判決45頁20行目の「本件地域一覧の公開」を「本件地域情報の公表」

に、同頁22行目の「公開」を「公表」に、同頁23行目の「別紙2の各

「2 判断」(3)記載のとおりである」を「本判決別紙6の各「2 判断」（2）

記載のとおりである」にそれぞれ改める。

（3）原判決45頁24行目から46頁2行目までを次のとおり改める。

「 なお､ 1審被告らが主張するとおり、本件地域情報の公表によって1審
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原告らに具体的な損害が生じたことを認めるに足りる的確な証拠はないと

しても、前示のとおり、本件地域情報の公表は平穏な生活を侵害するもの

であり、本件事案の内容等に照らせば、本件書籍目録記載3の著作物のオ

－クションサイトへの出品や本件ウェブサイト目録記載のファイル等の掲

載等によって、個人原告らが慰謝されるべき精神的苦痛を受けたことが否

定されるものではなく、本件地域情報及び本件人物一覧の内容を含む本件
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に現れた諸般の事情を総合考慮すると、本判決別紙6の各「2 判断」（2）

記載の慰謝料は相当なものである｡」

6 1審原告らのその余の損害賠償請求について（争点9）

（1）1審原告らのその余の損害賠償請求についての判断は、以下のとおり原判

決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の10に記載のとお

りであるから、これを引用する。

（2）原判決46頁10行目の「原告15「は」を「「1審原告15は」に、同

頁22行目の「当裁判所｣、同頁23行目の「本件訴訟の｣、47頁1行目の

「当裁判所｣、同頁2行目及び15行目の各「本件」をいずれも「原審」に、

同頁20行目の「令和元年10月28日頃」を「令和元年10月18日」に

それぞれ改め、同頁21行目の「甲441、」の次に「乙561，」を加える。

（3）原判決48頁8行目の「本件訴訟の」を「原審」に改め、49頁10行目

の「別紙2のとおり、」を削り、同頁20行目末尾の次に「そして、上記陳

述書は、1審被告示現舎を債務者とする本件仮処分申立て1に係る仮処分命

令申立事件において提出されたものであるから、上記陳述書をインターネッ

ト上で公開した行為は1審被告宮部及び1審被告示現舎が一体となって行っ

たものと認めるのが相当であり、1審被告三品は1審被告示現舎の業務執行

社員としての任務を'解怠したものと認められるから、1審被告らは1審原告

15の陳述書をインターネット上に公開したことについて、損害賠償責任を

負うことになる｡」を、50頁9行目末尾の次に「また、上記アで述べたと

ころを踏まえると、1審被告宮部のみならず、1審被告示現舎及び1審被告

三品も損害賠償責任を負うものと認められる｡」をそれぞれ加え、50頁2

3行目の「当裁判所」を「原審」に、51頁14行目の「被告宮部」を「1

審被告宮部及び1審被告示現舎」にそれぞれ改める。

7 反訴請求について

（1）反訴請求についての判断（争点10ないし15）は、以下のとおり原判決
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を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第3の11ないし17に記

載のとおりであるから、これを引用する。

（2）原判決53頁15行目の「この点はおき､」の次に「本件仮処分申立て1

は、別件申立人らが、人格権や業務を円滑に行う権利に基づき、「全国部落

調査」の出版の禁止等を求めるものであること（乙1）に照らすと、当該申

立て自体が不合理なものとは認められない上､」を加え、同頁23行目の

「前記3説示のとおり」を「前示のとおり」に改める。

（3）原判決54頁4行目の「この点はおき､」を「この点はおいても、本件仮

処分申立て2は、別件申立人らが、人格権や業務を円滑に行う権利に基づき、

「全國部落調査」等のウェブサイトヘの掲載の禁止等を求めるものであるこ

と（乙235）に照らすと、当該申立て自体が不合理なものとは認められな

い上､」に、同頁10行目の「前記3」から11行目の「とおり」までを

「前示のとおり」にそれぞれ改める。

（4）原判決54頁24行目の「前記4(3)」から55頁6行目の「というべきで

あり、」までを「前示のとおり、本件地域情報及び本件人物一覧の公表につ

いて1審被告三品の損害賠償責任が認められ､ゴに改める。

8 当審における1審被告らの補充主張について

（1）本件事実実験公正証書

ア 作成の経緯等

本件事実実験公正証書は、嘱託人である1審原告ら訴訟代理人弁護士ら

が､ 1審原告らが損害賠償等を求める本訴請求において、個人原告らの

住所等と本件地域一覧に記載された地域との関係が問題となることから、

霞が関公証役場の公証人（以下「本件公証人」という。）に対し、①個人

原告ら又はその近親者の住所､ 本籍と本件地域一覧に記載された地域と

の関係、②個人原告らが住所又は本籍を定めた日を確認することを趣旨

として嘱託し、本件公証人が、令和元年7月26日（甲344）、令和4
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年10月3日（甲490）及び同年11月7日（甲491）、確認した内

容について公正証書を作成したものである。

イ 確認の方法等

例 本件公証人は、嘱託人である1審原告ら訴訟代理人弁護士らが指摘

した部分について、その提出に係る住民票や戸籍謄本（近親者の改製原

戸籍、除籍謄本を含む｡）記載の住所等と本件地域一覧に記載のある地

域を突合し、近親者については、住民票や戸籍等で当該個人原告との身

分関係を確認した上で、それぞれ上記①及び②の確認の作業を行った。

なお、地名の変遷等がある場合には、文献（全国市町村名変遷総覧）及

へ

び地図を用いた。

㈱ 確認の一般的な基準として、たとえば、現住所の地名が大阪市▲▲区

□□である場合、▲▲区のみならず□□の部分まで本件地域一覧の地域

名と一致する場合において、「(当該欄に）記載されていることが確認さ

れた」とした。なお、事実実験公正証書②及び③においては、1審原告

又はその近親者の住所又は本籍が本件地域一覧の「現在地」欄に「△△

市」あるいは「△△市▲▲区」とのみ記載されている市又は区にあるこ

とが確認された場合にも、「(当該欄に）記載されていることが確認され

た」とした。

(ｳ）なお、本件公証人が確認作業に要した時間は、事実実験公正証書①に

ついては、平成31年1月8日及び同月9日の午前10時20分から午

後4時40分まで、同年2月19日午前10時20分から午後2時まで、

同年3月7日午前10時から午前11時まで、同年4月12日午後1時

30分から午後4時30分まで、令和元年5月23日午後1時15分か

ら午後5時まで、同年6月4日午前10時から午前11時30分まで、

同月24日午後1時から午後2時30分までであり（甲34 4)、事実

実験公正証書②については、令和4年7月5日午後3時から午後4時ま
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で、同年8月30日午前10時から午前11時まで、同年9月13日午

後4時から午後4時30分まで、同月28日午後1時から午後1時40

分までであった（甲490)。

ウ 確認の結果等

（ｱ）事実実験公正証書①においては、関係する個人原告は248名である

ところ、207名について「(当該欄に）記載されていることが確認さ

れた」とした。

（ｲ）事実実験公正証書②においては、1審原告12名（16，47，62，

65、 111， 145，164， 191， 201， 202、 213，2

48）について、事実実験公正証書③においては、1審原告3名（18，

26，46）について、それぞれ「(当該欄に）記載されていることが

確認された」とした。

（ｳ）なお、いずれの事実実験公正証書においても、上記確認された個人原

告らの住所又は本籍が平成27年以前に当該地域にあったことが確認さ
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(2)上記のとおり、本件事実実験公正証書は本件公証人が職務上作成したもの

であるところ、公証人は自らが五感の作用により直接体験した私権に関する

事実について公正証書を作成することができ（公証人法35条)、本件公証

人は、個人原告らの住民票等に記載された住所又は本籍と本件地域一覧に記

載された地域名を突合し、また、住所等を定めた時期を確認し、その結果を

記載したものであり、本件公証人が確認作業に要した時間や、本件事実実験

公正証書が公正証書として公証人法及び他の法律の定める要件を具備してい

る（公証人法2条）と認められること（甲344，490，491、弁論の

全趣旨）に照らすと、本件事実実験公正証書に記載された内容については信

用性が認められる。

(3)これに対し、1審被告らは、①本件事実実験公正証書は、個人原告らが
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Ｏ
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「被差別部落の出身者」であることを認定するものであり、違法なものであ

る、②本件事実実験公正証書は、中立的な立場にない公証人が作成したもの

であり、公証人法22条3号に違反する、③1審原告201及び248に関

する本件事実実験公正証書の内容は事実実験公正証書①及び②で異なってお

り、また、事実実験公正証書①と同②及び③では「被差別部落出身者」の要

件が異なっている旨を主張する。

しかしながら、個人原告らの住所等と本件地域一覧に記載された地域との

関係は、本来、訴訟手続において、これを基礎付ける証拠（たとえば、住民

票等）が提出されることによって立証されるものであるとしても、本件訴訟

は、1審原告らが上記の関係が一般に広く知られることによる不利益等を防

ぐことを目的とした訴訟であるところ、1審被告らは本件地域情報を公表す

ることが部落差別に解消につながる旨を主張し、1審被告宮部らはインター

ネット上に自らの準備書面や1審原告15らが仮処分手続において提出した

陳述書を掲載していることなどに照らすと、上記のとおり訴訟手続において

個人原告らの住民票等を提出した場合、1審被告宮部らによってこれがイン

ターネット上に掲載されるなどして、本件訴訟の目的を達することができな

くなるおそれがあることから、個人原告らは本件事実実験公正証書を証拠提

出するに至ったものであり、これには合理的な理由があったものと認められ

る。そして、本件事実実験公正証書は、本件公証人が個人原告らの住民票等

に記載された住所等と本件地域一覧に記載された地域が一致するか否かを確

認したものであって、個人原告らが「被差別部落の出身者」であることを認

定するものではない。上記によれば、本件事実実験公正証書は違法であると
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の1審被告らの上記①の主張は、採用することができない。

また、本件公証人はいずれも法務省の幹部職員であった経歴を有するとし

ても、このことをもって直ちに本件公証人が嘱託された事項と利害関係を有

することにはならず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠もないから、本
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件公証人が本件事実実験公正証書を作成することは公証人法22条3号に反

するものではなく、1審被告らの上記②の主張も採用することはできない。

なお、資料となった住民票等を1審原告ら訴訟代理人弁護士らが提出してい

たとしても、住民票等の性質や内容に照らすと、このことにより上記の認定

判断が動くものではない。

また、1審原告201及び248については、事実実験公正証書①におい

ては、その住所等が本件地域一覧に記載された地域と一致することが確認さ

れていないものの、事実実験公正証書②においては、これが確認されている

ところ、これは前者においては嘱託人である1審原告ら訴訟代理人弁護士ら

の指摘がなかったところ、後者においては当該指摘があり、住民票等が提出

されたことによるものと推認され、これを覆すに足りる的確な証拠はない。

さらに、事実実験公正証書②及び③においては、個人原告ら又はその近親

者の住所又は本籍が本件地域一覧の「現在地」欄に「△△市」あるいは「△

△市▲▲区」とのみ記載されている市又は区にあることが確認された場合に

は「(当該欄に）記載されていることが確認された」としており、事実実験

公正証書①と異なる確認基準となっているが、このことにより本件事実実験

公正証書の内容が事実に反するものということはできない上、本件地域一覧

には「現在地」として「△△市」あるいは「△△市▲▲区」とのみ記載され

ている箇所も見受けられ、これに関連する「部落所在地」や「部落名」の記

載を併せ読むと、特定の地域が推知されることになることに鑑みると、上記

のような事実実験公正証書②及び③における確認基準は不合理なものとまで

はいえず、1審被告らの上記③の主張により、前記の認定判断が動くもので

はない。

当審における1審被告らのその余の主張をしんしやくするも、本件事実実

験公正証書の記載内容は本件公証人が体験した事実と異なるものであるとは
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（4）以上のどおり、本件事実実験公正証書に記載された内容については信用性

を肯定することができ、これによれば、本判決別紙6の各「2 判断」(1)に

記載のとおり、本件地域一覧に記載された地域に住所等を有する個人原告ら

が存在することが認められる。

9 なお、1審被告らは、令和4年9月27日付け「訴訟指揮に係る異議申立書」

と題する書面を提出するところ、これは同年8月3日の当審第1回口頭弁論期

日における裁判長の訴訟指揮を踏まえ、今後の訴訟手続についての要望を記載

したものと解され、令和5年2月1日の第2回口頭弁論期日においては、上記

の要望を踏まえた訴訟手続が行われている（したがって、これを民事訴訟法1

50条に基づく異議申立てとして解するとしても、これに理由がないことは明

らかである｡)。

第4 結論

以上によれば、(1)本訴請求のうち差止請求については、1審被告宮部及び1

審被告示現舎に対し、①本件書籍目録記載1及び3の各著作物については本判

決別紙4記載1の部分につき、同目録記載2の著作物については同別紙記載2

の部分につき、それぞれ出版等の禁止を求める限度で、②本件ウェブサイト目

録記載1(1)ない(3)の各ファイルについては本判決別紙4記載3の部分につき、

同目録記載1(4)のウェブページについては同別紙記載1の部分につき、同目録

記載4の各PDFデータについては同別紙記載2の部分につき、それぞれ削除

を求める限度で、③本件ウェブサイト目録記載1(1)ないし(3)の各ファイルにつ

いて本判決別紙4記載3の部分につき、同目録記載1(4)のウェブページについ

ては同別紙記載1の部分につき、同目録記載4の各PDFデータについては同

別紙記載2の部分につき、同目録記載2のウェブページについては同別紙記載

4の部分につき、それぞれ公表の禁止を求める限度で理由があり、(2)本訴請求

のうち損害賠償請求については、①本判決別紙5の「1審原告番号」欄記載の

各1審原告らが、1審被告らに対し、同別紙の「認容金額」欄記載の各損害金
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及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度、②1審原告15及び同24

8が、1審被告らに対し、陳述書を公開したことなどについて、1万円ないし

2万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度でそれぞれ理由がある

から、これを認容し、(3)1審被告らの反訴請求は、いずれも理由がないから、

これを棄却すべきところ、これと異なる原判決は相当でないから、1審原告解

放同盟並びに1審原告23，32，56、74，136，146，149，1

61，165，173，246及び247を除く1審原告らの本件各控訴に基

づき、原判決主文第1項ないし第8項及び第10項を本判決主文第1項(1)ない

し(8)のとおり変更し、1審原告解放同盟、1審原告23，32，56，74，

136，146，149、161，165，173，246及び247の本件

各控訴並びに1審被告らの本件各控訴はいずれも理由がないから、これらを棄

却することとし、なお、承継前1審原告161の差止請求に関する部分につい

ては、訴訟の終了を宣言することとして、主文のとおり判決する。
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東京高等裁判所第16民事部

土 圃且ろ
へ

裁判長裁判官

園部裁判官

裁判官齊藤顕は、転補のため、署名押印することができない。

東 京 高 等 裁 判 所・47‐
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室
冒

籍 目 録

］

書籍名

副 題

編 者

体 裁

全国部落調査

部落地名総鑑の原典

示現舎

A5サイズ 全200頁 横書き 活字
へ

2

書籍名

編 著

発行人

発行所

体 裁

番 号

復刻・全國部落調査

財團法人中央融和事業協會

宮部龍彦

示現舎合同会社

四六版 全195頁 横書き

６
９

Ｏ

●
●

●
●

●
●

●
●

ｃ
ｃ

●
●

●

●
●

●
●

●
Ｃ

Ｇ

Ｇ
●

●
●

。

●
●

●

活字 並製
丑

ISBN978-4-908348-01｡3

一

3

書籍名

編 著

発行人

発行所

体 裁

番 号

小林建治と有田芳生に対抗する 全国部落解放協議会5年のあゆみ

全国部落解放協議会

宮部龍彦

示現舎合同会社

A5版 全196頁 横書き 活字 並製

ISBK978-4.90834 8-02-0
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(別紙3）

ウェブサイト目録

] I全國部落調査」

http ://xn･ -dkrxs61hl2.xn-←q 9ivb4c/Wiki/%E 5%85%A8%E5%9C%BB%E9%83

%A8%E8%90%BD%E8%AA%BF%E6%9F%BB

上記URLの全ページ及び同ページからダウンロードすることができる次の

ファイル。

(1)「全國部落調査」の画像ファイル
へ

http ://files.tottoriloop.miva.be/data/2016/%E6%98%AD%E5%92%8C%E5

%8D %81 %E4%B8%80%E5%B9%B4%E4%B8%89%E6%9C%88%E5%88

%8A%20%E5%85%A8%E5%9C%8B %E9%88%A8%E8%9Q%BD%E8%AA

%BF%E6%9F%BB%EF%BC%BB%E7%A7%98%EF%BC%BD %E8%B2%● 6

:::.･･･
凸 ●

｡ ● G ● ●
O● 台 ● ●

● 0 ● ●
●

● ①

A1%E5%9C%B8%E出出aM95%E4%BA%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE

%E8%9E%8D%E5%92%8c%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%8D%94%E

6%9C%83/%e6%98%ad%e5%92%8c%e5%8d%81%e4%b8%80%e5%b9%b

4 %e4%b8%89%e6%9c%88%e5%88%8a%20%e5%85%a8%e 5%9c%8b%e9

%83%a8%e8%90%bd%e8%aa%bi%e6%9f%bb%ef%bc%bb%e7 %a7%98%e

i%bc%bd%e8%b2%a1%e5%9c%98%e6%b3%95%e4%ba%ba%e4%b8%adへ

%e5%a4%ae%e8%9e%8d%e5%92%8c%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e 5%8d%

94%e6%9c%83 .1p g.zip

(2) 「全國部落調査」のPDF形式ファイル

http ://iiles t,ottoriloop . miVa上e/daia/2016/%E6%98%AD%E5%92% 8C%E5－q ゆ一

%8D%8 1%E4%B8%80%E5%B9MB4%E4%B8%892bE6%9C%88%E5%88

MBA%20%Ea%85%A8%Eb%9c%8B%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%AA

96BF%E6%ambBB%ER勉旦C%BB%E7%A7% 98%EF%BC%BD %E8%B2%

A1%E5%9C%98%E6%B8%95%E4%BA%BA%E4%B8%AD%E5%A4%AE

－70－



%E8%9E%8D%E5%92%8c%E4%BA%8B%E6%A5%ADME5%8D%94%E一

6%9C%83/%e6%98%ad%e5%92%8c%e5%8d%81%e4%b8%80%e5%b9%b

4%e4%b8%89%e6%9c%88%e5%88%8a%20%e5%"2"a%e 5%9C%8b%e9

%88 %a8%e8%90%bd%e8%aa%bf%e6%9f%bb%ef%bc%bb%e79fa7%98%e

f%bc%bd%e8%b2%a1%e5%9c%98%e6%b3%95%e"h型iha%e4%b8% ad

%e5%a4%ae %e8%9e%8d%e5%92%8c%e4%ba%8b池旦%a5%adZe5%8d%
94%e6% 9c%83r)df

－

へ

(3)「全國部落調査」のテキスト形式ファイル

http :"files.tottoriloop.miva.be/data/2016/%E6%9型仏旦%E5%92%8C%E5

%8D%81%E4%B8%80%E5%B9%B4%E4%B8%89%E6%9C%88%E5%88

趾βA%20%E 5%85%A8%E5%9C%8B%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%AA

%BF%E6%9F%BB%EF%BC%BB%E7%A7%98%EEBfB C%ED %E8%B2%● G
● ●

● ● ● C

e ●

● G ● ●
● ● g

色 ● ●
●

● 必

●
●

●
●

■

●
●

●

A1%E5%9C%9処旦幽B3%95%型胆△2坦△2但墾坦塾bAD %E5%A4%AE

%E8%9E% 8D%E5%92%8C%E4%BA%8B%E62仏塾坐pMEa%8D%94%E

6%9C%83/%e6%98%ad%e5%92%8c%e5%8d%81%e42fb8%80%e5%b9%b

4%e4%b8%89%e6%9c% 88%e5%88%8a%20%e5%8Ma8%e 5%9c%8b%e9

%83%a8%e8%90%bd%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e跳延Zhb%e7%a7%98%e

f%bc%bd%e8%b2%al%e5%9c%98%e6%b3%95%e42fha%ba%e4%b8%adへ

2血旦旦%a4%ae%e8%9e%8d%e5%92%8c%e4%ba%8b2生5%aalfadlbe5%8d%

94 %e6%9c% 88.txt.zip
－

(4)「全国部落調査」のhtmlページ

坦幽 ZZfilestottoriloop . miya . be/data/20 16/zenkokub uraku html
一

2 全国の同和地区

皿12血旦二典rxs61hl 2坐旦二g91Vb 4c/wiki/%E5%8 6 %A8塾旦塑垈塑胆D2@Ea%3

必△塑廻壁坦0%BC%E5%92%8 C胆聖盤旦2坐Ll%E6%且Q2⑮△－－－－
一－
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上記URLページからアクセスすることができる各都道府県ぺージ。

3‘部落解放同盟関係人物一覧

（]）元サイト

htm//xn- -dkrxs61hlg.Xn･･0 9ilIb 4c/wiki/%E9%88%A8%E8%90%BD%E8%一峰 .、

47%A3 %E6%94%BE%E5%90%8C%E7%9B%9F%E9%96%A2%E4%BF%－

82%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%B8% 80%E8%A6%A7

上記URLの全ページ。

(2)ミラーサイト
へ

http :"douwa.1usvoDon・com/index .php ?title=%E9% 83 %A8%E8% 90%BD %
－

E8%A7%Aa%E6%94%旦理"5%90%8C%E7%9B%9F%E9%96%A2%E4%

BF%82%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%B 8%80%E8%A6%A 7

上記URLの全ページ６
６

●

●
●

Ｏ

Ｇ
●

●
●

●
Ｃ

Ｇ
●

●
◆

●
●

凸
●

●
０

》●

●
●

●
色

＆

●
●

●

4 1復刻・全国部落調査」

（]）「本文.pdf」

皿凶坦les.tottoriloop.miva.be/data/20 16/%E5%BE%A9%E5%88%BB%E

3%83%BB%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%

AA%BF%E6%9F%BB/%E6%9C%AC%"2但旦％師§pdfへ

(2) ｢A3両面印刷対応プリンタ用pdfj

http ;"files.tottoriloop.mjVa ghe/data/2016/%E5%BE%A9%E52f88%BB%E

3 %83%BB%E5%85%A8%E5%9B%BD%E9%83%A8%E8%90%BD%E8%

AA%BF%E6%9F%BBIA3%E4%B8%A1%E9%9D%A22坦聖姐塑"0%ED

%88%B7%E5%AF%BE%E5%BF%9Q2ma%83%97%E32688%AA%E3%83

%B3 %E3%82%BF%E7% 94 %A8.p df

(3) ｢A4用紙に両面印刷し、中央を裁断して背を綴じて周囲を裁断,p dfJ
htLp ://files.totLoriloop .m iva.b e/data/201 6/% E 5 %BE%A9%E52f,88%BB%E

－－

3％83％BB％E5％85％A8％E5％9B％BD％E9％83％A8％E8％90％BD％E8％
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AA%BF%E6%aE%BB/A4%E7%94%A8%E7%B4%99%E3%81%AB%E4%

B8%A1%E9%9D%A2%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%81%97%E3%80%
－ _ 一一

81%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E3%82%92%E8%A3%8 1%E6%96%AD%

E3%81%97%E3%81%A6%E8%88%8C%E3%82%92%E7%B6%B4%E3%8

1%98%E3%81%A6%E5%91%A8%E5%9B%B2%EaZ82%92%E8%A3%81

%E6%96%AD.bdf
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(別紙4）

1 「栃木県」、「群馬県」、「埼玉県」、「東京都」、「神奈川県」、「新潟県」、

「長野県」、「滋賀県」、「京都府」、「大阪府」、「奈良県」、「和歌山県」、「鳥

取県」、「島根県」、「岡山県」、「広島県」、「愛媛県」、「香j||県」、「高知県」、

「福岡県」、「熊本県」、「大分県」、「宮崎県」、「鹿児島県」、「兵庫県」、「三

重県」、「山口県」、「徳島県」、「佐賀県」、「長崎県」及び「茨城県」と題す

る表

2 各府縣部落調査の項の「栃木縣」、「群馬縣」、「埼玉縣」、「東京府」、「神

奈川縣」、「新潟縣」、「長野縣」、「滋賀縣」、「京都府」、「大阪府」、「奈良

縣」、「和歌山縣」、「烏取縣」、「島根縣」、「岡山縣」、「広島縣」、「愛媛縣」、

「香川縣」、「高知縣」、「福岡縣」、「熊本縣」、「大分縣」、「宮崎縣」、「鹿児

島縣」、「兵庫縣」、「三重縣」、「山口縣」、「徳島縣」、「佐賀縣」、「長崎縣」

及び「茨城縣」と題する表

3 各府縣部落調査の項の「栃木縣」、「群馬縣」、「埼玉縣」、「東京府」、「神

奈川縣」、「新潟縣」、「長野縣」、「滋賀縣」、「京都府」、「大阪府」、「奈良

縣」、「和歌山縣」、「烏取縣」、「島根縣」、「岡山縣」、「広島縣」、「愛媛縣」、

「香川縣」、「高知縣」、「福岡縣」、「熊本縣」、「大分縣」、「宮崎縣」、「鹿児

島縣」、「兵庫縣」、「三重縣」、「山口縣」、「徳島縣」、「佐賀縣」、「長崎縣」

及び「茨城縣」と題する表

4 「栃木県」、「群馬県」、「埼玉県」、「東京都」、「神奈川県」、「新潟県」、

「長野県」、「滋賀県」、「京都府」、「大阪府」、「奈良県」、「和歌山県」、 ｢鳥

取県」、「島根県」、「岡山県」、「広島県」、「愛媛県」、「香川県」、「高知県」、

「福岡県」、「熊本県」、「大分県」、「宮崎県」、「鹿児島県」、「兵庫県」、「三

重県」、「山口県」、「徳島県」、「佐賀県J、「長崎県」及び「茨城県」の各項

目中の記載
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(別紙5）

● ● ●

遅延損害金起算点
（1審被告示現舎
及び同三品）

1審原告
番号

遅延損害金起算点
（1審被告宮部）

慰謝料 弁護士費用 認容金額

１
－
２
－
３
－
４
ｌ
５
－
６
ｌ
７
－
９
ｌ
１
捌
一
旭
一
ね
一
脚
一
幅
一
胴
一
打
一
杷
一
ね
一
型
塑
型
塑
配
一
辺
型
塑
辿
訓
一
里
塑
型
堕
妬
一
辺
塑
塑
辿
刎
一
墾
塑
型
媚
一
蛆
呵
一
墾
塑
型
型
里
囲
詞
一
亜
駒
一
卵

25000

10000

30000

30000

30000

30000

30000

10000

30000

30000

40000

20000

20000

20000

15000

20000

30000

25000

20000

20000

10000

25000

10000

15000

20000’

20000

25000’

150001

300001
25000

40000

30000

10000

25000

10000

30000

20000

20000

20000

30000

30000

20000

．10000

25000

25000

20000

20000

25000

30000

25000

20000

20000

20000

20000

日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
７
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
７
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

馳
肛
能
馳
駆
馳
融
師
馳
馳
駆
馳
駆
旧
肛
馳
馳
駆
即
馳
駆
馳
駆
比
馳
駆
肛
馳
旧
師
比
脱
肛
馳
師
馳
駆
馳
駆
師
馳
駆
肛
即
肛
郎
即
馳
馳
駆
師
駆
馳
肛

５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
１
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
１
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

配
羽
配
配
配
犯
犯
羽
羽
配
配
加
配
元
配
犯
加
配
配
犯
犯
配
加
配
詔
配
配
犯
元
配
配
犯
調
詔
詔
加
配
犯
配
詔
配
犯
犯
配
加
配
配
犯
詔
詔
犯
犯
犯
犯

成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
和
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
和
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
令
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
令
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平
平

｜伽一巡皿一皿一伽皿一価一皿皿一岬一皿一皿一皿唖一皿伽軸一皿皿仙郷伽一価一皿一皿一麺帥唖一麺一岬州一皿一列岬一皿Ⅷ一皿皿皿皿一伽Ⅷ一列一恥一Ⅲ皿皿仙皿皿皿仙皿
００５２ 日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
６
７
６
６
６
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(別紙6）

個人原告らについての判断

主な略称の定義は以下のとおり

現住所

現本籍

従前本籍

出生地

前住所

過去住所

現在の住所地

現在の本籍地

戸籍謄本、改製原戸籍等に記載された従前の本籍地

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍等に記載された出生地

住民票等に記載された従前の住所地

過去の住所地（戸籍附票謄本、改製原附票に記載された過去の

住所）

本件地域情報に係る差止請求

己

へ

差止請求

損害賠償請求
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【1審原告1】

1 認定事実

1審原告1は、昭和35年に東京都中野区で出生し、現在は1審原告解放同盟

栃木県連合会事務局長を務めている。

1審原告1の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の栃木県の欄にある特定の地

域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告1は、本件人物一覧の「部落解放同盟栃木県連合会」の欄に氏名、役

職名、住所（ただし誤づているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲179，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告1は現住所及び現本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告iの現住所又は現本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告1は、本件地域一覧の「栃木県」欄の記載が公表されることによって〈人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告1の’

差止請求は本件地域一覧の「栃木県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告1は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、その

関係者以外の者も対象とした講演活動を行い、その活動がインターネット上

に掲載されたことが認められるとしても（乙417，587）、ホームページ

の下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実

が一般に広く知られていたとまでは認めるに足り,ず、これを自らインターネ

ット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち

1審原告1に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するも

のである。
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イ 以上によれば、1審原告1に対する慰謝料は2万5000円が相当であり、

上記認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告2】

1 認定事実

1審原告2は、昭和22年に東京都文京区で出生した。

1審原告2の配偶者の改製原戸籍に従前本籍として記載のある地名が、本件地

域一覧の栃木県の欄にある特定の地域における「現在地」欄に記載されている。

また、同地名の旧地名と認められる地名が、本件地域一覧の栃木県の欄にある特

定の地域における「部落所在地」欄に記載されている。

1審原告2は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、役

職名、所属する宗教団体（役職を含む)、勤務先（役職を含む）及び生年を掲載さ

れた。

（甲180，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告2の配偶者の従前本籍は本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告2の配偶者の従前本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告2は、本件地域一覧の「栃木県」欄の記載が公表されることによって、人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告2の

差止請求は本件地域一覧の「栃木県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙298，385，418，489，490，588)及び弁論の

全趣旨によれば、1審原告2は1審原告解放同盟に加盟していることや勤務
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先を明らかにして、部落解放運動に関する書籍を出版してインターネット上

で販売し、1審原告解放同盟の関係者ではない者も参加できる全国集会にお

いて報告を行っていたことが認められることに照らすと、本件人物一覧のう

ち1審原告2に関する部分は、そのプライバシー権を侵害する･ものとまでは

認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告2に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記の

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告3】

1 認定事実

1審原告3は、昭和25年に群馬県館林市で出生し、現在は1審原告解放同盟

館林支部長を1年おきに務めている。

1審原告3の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の地

域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告3は、本件人物一覧の「部落解放同盟群馬県連合会」の欄に氏名、役

職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲181，344．甲344の1審原告3の欄に「栃木県」とあるのは「群馬

県」の誤記と認める｡）

2 判断
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(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告3の現住所及び現本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告3の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告3は、本件地域一覧の「群馬県」欄の記載が公表されることによって、人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告3の
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差止請求は本件地域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告3が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット上

に掲載されていることが認められるとしても（乙419，590）、多数の人

名とその肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開したりしていたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告3に関する部分は、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、1審原告3に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記認

容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で相当

因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告4】

1 認定事実

1審原告4は、昭和19年に群馬県多野郡で出生し、現在は1審原告解放同盟

藤岡支部長、1審原告解放同盟群馬県連統制委員長、及び1審原告解放同盟群馬

県連委員長を務めている。

1審原告4の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の地

域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告4は、本件人物一覧の「部落解放同盟群馬県連合会」の欄に氏名、役

職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲182，344．甲344の1審原告4の欄に「栃木県」とあるのは「群馬

県」の誤記と認める｡）

2 判断

（1） 差止請求について

一
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上記1によれば、1審原告4は現住所及び現本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告4の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告4は、本件地域一覧の「群馬県」欄の記載が公表されることによって、人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告4の

差止請求は本件地域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告4が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット上

に掲載されていることが認められるとしても（乙419，420)、ホームペ

ージの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記

事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインタ

ーネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧の

うち1審原告4に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告4に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記の

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告5】

1 認定事実

1審原告5は、昭和14年に群馬県桐生市で出生し、1審原告解放同盟新里支

部長を務めていた。

1審原告5の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の地

域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告5は、本件人物一覧の「部落解放同盟群馬県連合会」の欄に氏名、役

職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲183，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告5は現住所及び現本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告5の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告5は、本件地域一覧の「群馬県」欄の記載が公表されることによって、人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告5の

差止請求は本件地域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告5が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット上

に掲載されていることが認められるとしても（乙419，590)、多数の人

名とその肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告5に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するも

のである。

イ 以上によれば、1審原告5に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記認

容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で相当

因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告6】

1 認定事実

1審原告6は、昭和10年に群馬県高崎市箕郷町（現在の地名）で出生し、平

成15年から平成18年まで箕郷町議会議員（箕郷町が平成18年2月に高崎市

に合併したので、それ以降は高崎市議会議員）を務め、現在は1審原告解放同盟

高崎市協議会会長を務めている。
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1審原告6の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の地

域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告6は、本件人物一覧の「部落解放同盟群馬県連合会」の欄に氏名、役

職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲184，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告6は現住所及び現本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告6の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告6は、本件地域一覧の「群馬県」欄の記載が公表されることによって、人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告6の

差止請求は本件地域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告6が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット上

に掲載されていることが認められるとしても（乙419，421，590）、

多数の人名とその肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等

に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告6に関する部分は、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、1審原告6に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記認

容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で相当

因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告7】
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1 認定事実

1審原告7は、昭和6年に群馬県安中市松井田町（現在の地名）にて出生し、

昭和58年から平成11年まで松井田町議会議員を務めた。

1審原告7の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の地

域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄にある地名の

一部としても記載されている。

1審原告7は、本件人物一覧の「部落解放同盟群馬県連合会」の欄に氏名、1

審原告解放同盟における所属協議会、住所及び電話番号を掲載された。

（甲185，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告7は現住所及び現本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告7の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告7は、本件地域一覧の「群馬県」欄の記載が公表されることによって、人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告7の

差止請求は本件地域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告7が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット上

に掲載されているとしても（乙419，5 90)、多数の人名とその肩書が羅

列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般

に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上

に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原

告7に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告7に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記認

容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で相当
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因果関係のある損害と認められる。

【1審原告9】

1 認定事実

1審原告9は、昭和13年に群馬県新田町で出生し、現在は1審原告解放同盟

新田支部長及び太田市協議会会長を務めている。

’審原告9の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の地

域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

（甲186，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告9は現住所及び現本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして〈1審原告9の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告9は、本件地域一覧の「群馬県」欄の記載が公表されることによって、人格

的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告9の

差止請求は本件地域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。
｡

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告9の関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告9に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記の

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告10】

1 認定事実

1審原告10は、昭和17年に群馬県尾島町で出生し、1審原告解放同盟に所
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属した。

1審原告10の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の

地域における「部落所在地」及び「現在地」欄にある地名の一部として記載され

ている。

1審原告10は、本件人物一覧の「部落解放同盟群馬県連合会」の欄に氏名、

住所（ただし番地までの記載しかないもの）及び電話番号を掲載された。

（甲187，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告10は現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告10の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告10は、本件地域一覧の「群馬県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

10の差止請求は本件地域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告10は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、1

審原告解放同盟の関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回

行い、その活動がインターネット上に掲載されたと認められるとしても（乙

422）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告10に関する部分は、そのプライバシー権を侵

害するものである（住所は番地までの記載にとどまるものの、現住所を推知

するに足りるものであるから、そのプライバシー権を侵害すると判断するの

が相当である｡)。
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イ 以上によれば、1審原告10に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3 000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告11】

1 認定事実

1審原告11は、昭和30年に神奈川県で出生した。

1審原告11の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の

地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告11は、本件人物一覧の「部落解放同盟群馬県連合会」の欄に氏名、

役職名、提訴時住所及び電話番号を掲載された。

（甲188，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告11は現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告11の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告11は､本件地域一覧の｢群馬県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

11の差止請求は本件地域一覧の「群馬県」､欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告11が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙419，590）、多数の

人名とその肩書が羅列されえいるにすぎないといった掲載の態様等に照ら

すと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを

自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件
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人物一覧のうち1審原告11に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告11に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告12】

1 認定事実

1審原告12は、昭和8年に埼玉県上尾市で出生し、現在は1審原告解放同盟

埼玉県連原市支部長を務めている。

1審原告12の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の埼玉県の欄にある特定の

地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告12は、本件人物一覧の「部落解放同盟埼玉県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲189，344）

2 判断

へ

● a
◆ ●

● ● ● e

● ●

● ● ● ●
● 寺 ●

● ● ●
●

● ●

●
も

●
●

●

台
●

●

(1) 差止請求について
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上記1によれば、1審原告12は現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告12の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告12は､本件地域一覧の｢埼玉県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

12の差止請求は本件地域一覧の「埼玉県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告12が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる証拠はないから、本件人物一覧のうち1審原
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告12に関する部分は、そのプライバシー権を侵害すると認められる。

イ 以上によれば、1審原告12に対する慰謝料は4万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は4000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告13】

1 認定事実

1審原告13は、昭和26年に岩手県北上市で出生し、昭和46年から1審原

告解放同盟における部落解放運動に関わり、その後、埼玉県熊谷市に転居し、平

成18年に1審原告解放同盟埼玉県連合会書記長に就任した。

1審原告13の現住所は、本件地域一覧の埼玉県の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告13は、本件人物一覧の「部落解放同盟埼玉県連合会 役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

（甲190，3 44)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告13は現住所が本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告13の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告13は、本件地

域一覧の「埼玉県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告13の差止請求は本

件地域一覧の「埼玉県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告13は、平成28年に行われた「埼玉人権フォーラム」において

1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして基調提案を行い、その
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ことがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙42

3）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告13に関する部分は、そのプライバシー権を侵

害するものである。

イ 以上によれば、1審原告13に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告14】

1 認定事実

1審原告14は、昭和57年に埼玉県大宮市で、1審原告15の子として出生

し、現在はNP O法人のスタッフを務めている。

1審原告14の父親の従前本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地

域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている6

1審原告14は、本件人物一覧の「部落解放同盟埼玉県連合会役員」の欄に氏

名、住所、携帯電話の番号、1審原告15の息子であること、所属するNPO団

体（役職を含む）及びフェイスブックのURLを掲載された。

（甲109，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告14の父親（1審原告15）の従前本籍が本件地

域にあると認められる。そして、1審原告14の父親の従前本籍が本件地域に

あること等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠

はないから、1審原告14は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表され
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ることによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。した

がって、1審原告14の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由

がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告14が当該NPO法人に所属している事実が第三者の開設する

インターネットのホームページ上に掲載されていることが認められるとし

ても（乙289）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載

の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに

足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。し

たがって、本件人物一覧のうち1審原告14に関する部分は、そのプライバ

シー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告14に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告15】

1 認定事実

1審原告15は、昭和24年に兵庫県新宮町で出生し、高校1年生の頃から部

落解放運動に参加し、現在1審原告解放同盟埼玉県連合会委員長及び1審原告解

放同盟中央執行本部執行副委員長を務めている。

1審原告15の従前本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

、 1審原告15は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

住所、電話番号及び生年を、「部落解放同盟埼玉県連合会役員」の欄に氏名、住所

及び電話番号を掲載された。

一

(甲3，33，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告15の従前本籍が本件地域にあると認められる。

そして、1審原告15の従前本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告15は、本

件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が

侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告15の差止請求

は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある｡

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙292，298，385，423，426，439、489，4

90，592，593）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告15ば1審原

告解放同盟に加盟している事実を明らかにして継続的に講演活動等を行っ

ており、その活動内容がインターネット上に掲載されていたと認められるこ

となどに照らすと、1審原告15が1審原告解放同盟に加盟している事実は

一般に広く知られていると推認される。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告15に関する部分は、住所及び電話番号の限度で、そのプライバシー

権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告15に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、､弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告16】

1 認定事実

1審原告16は、昭和27年に埼玉県行田市で出生した。1審原告16の父親

は、1審原告解放同盟埼玉県連合会の副委員長等を務めていた。

1審原告16の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の埼玉県の欄にある特定の
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地域における「現在地」欄に記載されている。また、1審原告16の叔母（父の

姉）の婚姻後の現本籍は、本件地域一覧の静岡県の欄のある特定の地域における

「部落所在地」欄及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告16の父親は、本件人物一覧の「部落解放同盟埼玉県連合会役員」の

欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲191，344，490）

2 判断

(1) 差止請求について
へ

上記1によれば、1審原告16は現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告16の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告16は、本件地域一覧の「埼玉県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。しだがって、1審原告

16の差止請求は本件地域一覧の「埼玉県」欄の限度で理由がある。

なお、1審原告16は、1審原告16の叔母（父の姉）の婚姻後の現本籍は

本件地域にあることを主張するが、上記本籍は叔母の婚姻後のものであること

に照らすと、上記本籍の公表によって直ちに1審原告16の法的利益が侵害さ

れるおそれがあるとまでは認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠

はない。

(2)損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に記載されたのは1審原告16の父親のプライバシー情報

であるから、これをもって直ちに1審原告16のプライバシー権が侵害され

ると認めることはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告16に対する慰謝料は1万5000円が相当であ

り、上記認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500円の

限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告17】

1 認定事実

1審原告17は、1審原告解放同盟白岡支部長を務めている。

1審原告17は、本件人物一覧の「部落解放同盟埼玉県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（合併前のもの）及び電話番号を掲載された。

（甲192）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告17に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告17は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして教

員向けの研修会に講師として参加し、その活動はインターネット上に掲載さ

れていることなどが認められるとしても（乙424，425）、ホームページ

の下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実

が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネ

ット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち

1審原告17に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告17に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は200 0円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告18】

1 認定事実

1審原告18は、昭和25年に石川県で出生し、現在は1審原告解放同盟埼玉
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県連合会執行委員研究部長及び隣保館「みつわ会館」の館長を務めている。

1審原告18の現本籍は、本件地域一覧の埼玉県の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地｣、及び「現在地」欄に、その旧地名は「部落名」欄に記載されて

いる。また、1審原告18の妹の現住所は、本件地域一覧の石川県の欄にある特

定の地域における「部落所在地」欄及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告18は、本件人物一覧の「部落解放同盟埼玉県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（合併前のもの）及び電話番号を掲載された。

（甲110，344，.491)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告18は現本籍が本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告18の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告18は、本件地

域一覧の「埼玉県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告18の差止請求は本

件地域一覧の「埼玉県」欄の限度で理由がある。

なお、1審原告18は、妹の現住所が本件地域にある旨を主張するが、この

ことをもって直ちに1審原告18の法的利益が侵害されるおそれがあるとま

では認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告18は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、平

成24年に行われた人権啓発集会に講師として参加し、そのことがインター
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ネット上に掲載されていることが認められるとしても（乙292）、ホームペ

－ジの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記

事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインタ

－ネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧の
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うち1審原告18に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものであ

る。

イ 以上によれば、1審原告18に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。

ｒ
夕

【1審原告19】

1 認定事実

1審原告19は、昭和18年に埼玉県久喜市（現在の地名）で出生し、現在は

1審原告解放同盟埼玉県連合会副委員長を務めている。

1審原告19の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の埼玉県の欄にある特定の

地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告19は、本件人物一覧の「部落解放同盟埼玉県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号（ただし誤っているもの）を掲載された。

（甲193，344）

2 判断

へ

●
0

｡ ●

e ● ● ●

● ●

● ● ● C
● ■ ●

■ ● ●
C

● ●

●
●

●
。

Ｏ

●
●

●

(1) 差止請求について
へ

上記1によれば、1審原告19は現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告19の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告19は､本件地域一覧の｢埼玉県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

19の差止請求は本件地域一覧の「埼玉県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告19は1審原告解放同盟に所属している事実を明らかにして、1

審原告解放同盟の関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回

ー
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行い、その活動などがインターネット上に掲載されたことが認められるとし

ても（乙426，592ないし594）、ホームページの下部の階層に掲載さ

れているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られて

いたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していた

とも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告19に関する

部分は、電話番号を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告19に対する慰謝料は2万5 000円が相当であ

り、上記認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円の

限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告20】

1 認定事実

1審原告20は、昭和29年に京都市で出生した。

1審原告20の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の埼玉県の欄にある特定の

地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告20は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名及

び役職名を掲載された。

（甲327，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告20は現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告20の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告20は､本件地域一覧の「埼玉県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

20の差止請求は本件地域一覧の「埼玉県」欄の限度で理由がある。
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(2)損害賠償請求について

ア 1審原告20が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙532）、活動報告の一連

の経過中に言及されているにとどまるといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告20に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するもので

串 ､

ある。

角､

イ 以上によれば、1審原告20に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる．
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【1審原告23】

1 認定事実

承継前1審原告23は、昭和10年に東京都新宿区（現在の地名）で出生し、

令和元年7月24日に死亡した。1審原告23は､ 承継前1審原告23の配偶者

であり、相続によって、承継前1審原告23の本件訴訟に関する損害賠償請求権

を取得し、訴訟を承継した。

承継前1審原告23は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載されたが､ 上記住所の部屋番号以下の記

載は誤っていた。

角

ﾛ

ヤ

ﾙ，
一

(甲196）

2 判断

（1）差止請求について

当該請求は承継前1審原告23の死亡により終了した。

（2）損害賠償請求について
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ア 本件地域一覧に承継前1審原告23に関連する記載は認められない。

イ 承継前1審原告23は、自らが1審原告解放同盟に所属している事実を明

らかにして、1審原告解放同盟の関係者以外の者も対象とした講演活動を少

なくとも1回行い、その活動がインターネット上に掲載されたことが認めら

れるとしても（乙429，595）、ホームページの下部の階層に掲載されて

いることや第三者が開設するブログの特定の日の記述として掲載されてい

ることといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られてい

たとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたと

も認められない。したがって、本件人物一覧のうち承継前1審原告23に関

する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである（なお、上記住所は

部屋番号以下の記載を誤っているが、居住する建物が特定できる以上、この

点は上記の認定判断を左右するものではない｡）

ウ 以上によれば、承継前1審原告23に対する慰謝料2万円が相当であり、

上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限

度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ
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【1審原告24】

1 認定事実

1審原告24は、昭和33年に神戸市で出生し、現在は1審原告解放同盟東京

都連合会書記長を務めている。

1審原告24の母親の除籍謄本に出生地として記載のある地名が、本件地域一

覧の兵庫県の欄にある特定の地域における「部落所在地」欄に記載されている。

1審原告24の祖父の除籍謄本に本籍として記載のある地名が、本件地域一覧

の兵庫県の欄にある特定の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載され

ている。

1審原告24は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会」の欄に氏名、

へ

1■
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役職名及びフエイスブツクのURLを掲載された。

（甲197，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告24の母親及び祖父の各本籍が本件地域にあると

認められる。そして、1審原告24の母親又は祖父の各本籍が本件地域にある

こと等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はな

いから、1審原告24は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されるこ

とによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがっ

て、1審原告24の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由があ

る。

へ

(2)損害賠償請求について
● ●

● ●

● ● ● ●

● ●

●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
●

● ●

●

●

● ●

●

● ●

●

ア 証拠（乙596）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告24は1審原告解

放同盟に加盟している事実をフェイスブック上の1審原告24の実名が付

された自己のアカウントにおいて自ら公開していることが認められること

に照らすと、本件人物一覧により、1審原告24のプライバシー権が侵害さ

れるとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告24に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告25】

1 認定事実

承継前1審原告25は、昭和17年に福岡県朝倉市で出生し、令和2年7月1

5日に死亡した。1審原告25は、承継前1審原告25の配偶者であり、相続に

よって、承継前1審原告25の本件訴訟に関する損害賠償請求権を取得し、訴訟
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を承継した。

承継前1審原告25の従前本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地

域における「部落所在地」欄に記載されている。

承継前1審原告25は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲198，344）

2 判断

（1）差止請求について
へ

当該請求は承継前1審原告25の死亡により終了した。

損害賠償請求について

ア 上記1によれば、承継前1審原告25の従前本籍は本件地域にあると認め

られ、承継前1審原告25の従前本籍が本件地域にあること等が既に一般に

広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 承継前1審原告25が1審原告解放同盟に加盟している事実はインター

ネット上に掲載されていることが認められるとしても（乙431，597，

598）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち承継前1審原告25に関する部分は、住所を除き、その

プライバシー権を侵害するものである。

ウ 以上によれば、承継前1審原告25に対する慰謝料は2万5 000円が相

当であり、上記認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は250

0円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

(2)
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●

●
●
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へ

【1審原告26】

1 認定事実
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1審原告26は、昭和23年に三重県松阪市にて出生した。

1審原告26の現本籍は、本件地域一覧の三重県の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」欄及び「現在地」欄に記載されている。1審原告26の祖父の

出生地の旧地名は、本件地域一覧の三重県の欄にある特定の地域における「部落

所在地」及び「部落名」欄に記載されている。

1審原告26は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会」の欄に氏名、

役職名、妻である1審原告245が1審原告解放同盟に所属していること、娘で

ある1審原告247が映画を自主制作したこと等を掲載された。

（甲111，344，491）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告26の現本籍及び祖父の出生地が本件地域にある

と認められる。そして、1審原告26の現本籍又は祖父の出生地が本件地域に

あること等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠

はないから、1審原告26は、本件地域一覧の「三重県」欄の記載が公表され

ることによって､ 人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。した

がって、1審原告26の差止請求は本件地域一覧の「三重県」欄の限度で理由

がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙293，599，600，64 7)及び弁論の全趣旨によれば、

1審原告26は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、その

関係者以外の者も参加できる講演会に講師として参加し、ドキュメンタリー

映画（その監督は娘である1審原告247）や同映画に関連するトークイベ

ントにも出演し、その活動内容はインターネット上に掲載されていることが

認められることなどに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告26に関する

部分は、そのプライバシー権を侵害するものとまでは認められず、他にこれ
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を認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告26に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告27】

1 認定事実

1審原告27は、昭和17年に東京都（現在の地名）で出生し、現在は東日本

部落解放研究所において研究活動をしている。

1審原告27の改製原戸籍に記載された母親の婚姻前の本籍は、本件地域一覧

の東京都の欄にある特定の地域における「部落所在地」欄に記載され、同本籍地

が名称変更した後の地名が本件地域一覧の東京都の欄にある特定の地域における

「現在地」欄に記載されている。

1審原告27は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会」の欄に氏名、

所属する団体（役職を含む)、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、生年及

び過去に出版した著作物等を掲載された。
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(甲199，344）
へ

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告27の母親の従前本籍が本件地域にあると認めら

れる。そして、1審原告27の母親の従前本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告27は、本件地域一覧の「東京都」欄の記載が公表されることによって、人

格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告2

7の差止請求は本件地域一覧の「東京都」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 証拠（乙432）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告27は自らが所属

団体を明らかにして、部落解放運動に関する書籍を出版してインターネット

上で販売しており、1審原告解放同盟の関係者ではない者も参加できる講演

会に講師として参加していたことが認められることに照らすと、1審原告2

7が1審原告解放同盟に加盟している事実は既に一般に広く知られている

と推認される。したがって、本件人物一覧のうち1審原告27に関する部分

は、電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害すると認められる。

イ 以上によれば、1審原告27に対する慰謝料は1万5 000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【 1審原告28】

1 認定事実

1審原告28は、昭和30年に広島県で出生し、現在は1審原告解放同盟東京

都連合会の専従職員を務めている。

1審原告28の従前本籍は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」欄に記載され、その「現在地」欄にある地名の一部としても

記載されている。

1審原告28は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会」の欄に氏名及

び役職名を掲載された。

（甲128，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告28の従前本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告28の従前本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告28は、本
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件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が

侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告28の差止請求

は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告28は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行ったこ

とや、1審原告28が1審原告解放同盟の関連会社の発行する雑誌に寄稿し

たことがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙32

0，329）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態

様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足り

ず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したが

って、本件人物一覧のうち1審原告28に関する部分は、そのプライバシー

権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告28に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は200 0円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告29】

1 認定事実

1審原告29は、昭和37年に群馬県前橋市（現在の地名）で出生した。

1審原告29の現本籍は、本件地域一覧の群馬県の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告29は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会」の欄に氏名、

役職名及び住所（ただし区までの記載しかないもの）等を掲載された。

(甲85，344）

2 判断
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(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告29の本籍が本件地域にあると認められる。そし

て、1審原告29の本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られてい

ることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告29は、本件地域一

覧の「群馬県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害され

るおそれがあると認められる。したがって、1審原告29の差止請求は本件地

域一覧の「群馬県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告29は、1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

部落差別問題を対象とする雑誌に寄稿したり、対談企画に参加したりしてお

り、その対談企画がインターネット上で紹介されたことが認められるとして

も（乙264，686ないし688）、上記雑誌への寄稿や対談企画への参加

は、ごく限られた読者層を対象とするものであり、インターネット上で紹介

された点も、それがホームページの下部の階層に掲載されているといった掲

載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認める

に足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。

したがって、本件人物一覧のうち1審原告29に関する部分は、住所を除き、

そのプライバシー権を侵害するものである（住所は、区までの記載にとどま

り、1審原告29のプライバシー権を侵害するとは認められない｡)。

イ 以上によれば、1審原告29に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告30】

1 認定事実

1審原告30は、昭和34年に東京都の多摩地区で出生した。
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1審原告30の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の東京都の欄にある特定の

地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告30は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会」の欄に氏名、

役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、勤務先（役職を含む）及びフ

ェイスブックのURL等を掲載された。

（甲6，112，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告30の住所及び本籍が本件地域にあると認められ

る。そして、，審原告30の住所及び本籍が本件地域にあること等が既に一般

に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告3

0は、本件地域一覧の「東京都」欄の記載が公表されることによって、人格的

な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告30の

差止請求は本件地域一覧の「東京都」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告30は､自らが1審原告解放同盟に所属している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象としたイベントを少なくとも1回行い、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙29

4)、ホームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告30に関する部分は、住所を除き、そのプライ

バシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告30に対する慰謝料は2万5 000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告31】

1 認定事実

1審原告31は、昭和7年に東京都台東区（現在の地名）にて出生した。

1審原告31は、本件人物一覧の「部落解放同盟神奈川県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲200）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告31に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告31が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙433，603，640)、

多数の人名とその肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等

に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告31に関する部分は、住所を除き、そのプライ

バシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告31に対する慰謝料は1万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告32】

1 認定事実

承継前1審原告32は、平成30年9月12日に死亡した。1審原告32は、
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心

承継前1審原告32の配偶者であり、相続によって、承継前1審原告32の本件

訴訟に関する損害賠償請求権を取得し、訴訟を承継した。

承継前1審原告32の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の神奈川県の欄にあ

る特定の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

承継前1審原告32は、本件人物一覧の「部落解放同盟神奈ﾉ||県連合会役員」

の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲5，129，344）

2 判断

（1）差止請求について

当該請求は承継前1審原告32の死亡により終了した。

（2）損害賠償請求について

ア 上記1によれば、承継前1審原告32は現住所及び現本籍が本件地域にあ

ったと認められ、承継前1審原告32が現住所又は現本籍が本件地域にある

こと等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠は

へ

む らp

● ●● 旬

● ● ● ● ● oS
e ●

●
● ● ● ●

●
● ● 谷 ●

● ● ● ●
●

● ■

ない。

イ 承継前1審原告32が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネ

ット上に掲載されていることが認められるとしても（乙321，433）、ホ

ームページの下の階層に掲載されていることや多数の人名とその肩書が羅

列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般

に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上

に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち承継前

1審原告32に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、承継前1審原告32に対する慰謝料は3万円が相当であり、

上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限

度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

I

112



【1審原告33】

1 認定事実

1審原告33は、昭和17年に横浜市で出生した。

1審原告33の現本籍の旧地名は、本件地域一覧の神奈川県の欄にある特定の

地域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄の地名の一

部としても記載されている。

1審原告33は、本件人物一覧の「部落解放同盟神奈川県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲201，3 44)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告33の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告33の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告33は、本件地

域一覧の「神奈川県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵

害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告33の差止請求は

本件地域一覧の「神奈川県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告33は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙32

1，434，506)、ホームページの下部の階層で掲載されているといった

掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認め

るに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。

したがって、本件人物一覧のうち1審原告33に関する部分は、住所を除き、

そのプライバシー権を侵害するものである。
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イ 以上によれば、1審原告33に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告34】

1 認定事実

1審原告34は、昭和26年に新潟県上越市で出生した。

1審原告34の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の新潟県の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告34は、本件人物一覧の ｢部落解放同盟新潟県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所、電話番号を掲載された。
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告34の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、 1審原告34の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知されていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告34は、本件地域一覧の「新潟県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

34の差止請求は本件地域一覧の「新潟県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告34が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる証拠はないから、本件人物一覧における1審

原告34に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告34に対する慰謝料は4万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は4000円の限度で
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相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告35】

1 認定事実

1審原告35は、新潟県上越市で出生した。

1審原告35の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の新潟県の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告35は、本件人物一覧の「部落解放同盟新潟県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲203，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告35の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告35の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告35は、本件地域一覧の「新潟県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

35の差止請求は本件地域一覧の「新潟県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告35は自らが1審原告解放同盟に所属している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、こ

の活動などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙

435，604）、第三者の開設するブログの特定の日の記述として掲載され

ていることやホームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の

態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足

りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。した
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がって、本件人物一覧の1審原告35に関する部分は、そのプライバシー権

を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告35に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告36】

1 認定事実

1審原告36は、昭和24年に新潟県小千谷市で出生した。

1審原告36の現本籍の|日地名は、本件地域一覧の新潟県の欄にある特定の地

域における「部落所在地」欄に記載され、同本籍地の現在の地名は、本件地域一

覧の新潟県の欄にある特定の地域における「現在地」欄に記載されている。

（甲204，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告36の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告36の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告36は、本件地

域一覧の「新潟県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告36の差止請求は本

件地域一覧の「新潟県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告36に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告36に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告37】

1 認定事実

1審原告37は、昭和21年に新潟県北魚沼郡小出町で出生した。

1審原告37の従前戸籍に1審原告37の父母の出生地として記載のある地

名が、本件地域一覧の新潟県の欄にある特定の地域における「部落所在地｣、「部

落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告87は、本件人物一覧の「部落解放同盟新潟県連合会役員」の欄に氏

名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲205，3 44)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告37の父母の出生地が本件地域にあると認められ

る。そして、1審原告37の父母の出生地が本件地域にあること等が既に一般

に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告3

7は、本件地域一覧の「新潟県」欄の記載が公表されることによって、人格的

な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告37の

差止請求は本件地域一覧の「新潟県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告37が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙437）、委員会の委員と

して多数の人名とその肩書が掲載されているといった掲載の態様等に照ら

すと、上記事実が一般に広く知られでいたとまでは認めるに足りず、これを

自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち1審原告37に関する部分は、住所を除き、そのプライバシ

ー権を侵害するものである。
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イ 以上によれば、1審原告37に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告38】

1 認定事実

1審原告38は、昭和57年に新潟県新発田市で出生し、1審原告解放同盟新

潟県連合会の役員を務めている。

1審原告38の現本籍は、本件地域一覧の新潟県の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」及び．「現在地」欄に記載されている。

1，審原告38は、本件人物一覧の「部落解放同盟新潟県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし市までの記載しかないもの)、出身高校及びフェイスブ
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ツクのURLを掲載された。

(甲206，3 4､4)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告38の現本籍が本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告38の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告38は、本件地

域一覧の「新潟県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告38の差止請求は本

件地域一覧の「新潟県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙438）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告38は1審原告解

放同盟に加盟していることをフェイスブック上の1審原告38の実名が付

された自己のアカウントにおいて自らインターネット上に公開したことが

へ
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認められ、1審原告38は1審原告解放同盟の新潟県連合会の役員の地位に

あることなどに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告38に関する部分が、

そのプライバシー権を侵害するとまでは認められず、他にこれを認めるに足

りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告38に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告39】

1 認定事実

1審原告39は、昭和13年に新潟県高田市で出生し、現在は1審原告解放同

盟新潟県連合会上越支部長等を務めている。

1審原告39の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の新潟県の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告39は、本件人物一覧の「部落解放同盟新潟県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

● G
● ●

● ● ● ●

● ●

● 6 ● e
● ● ●

● ．● 0
●

凸 も

●
●

●
●

●

●
●

０

(甲207，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告39の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告39の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られているこ.とを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告39は、本件地域一覧の「新潟県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

39の差止請求は本件地域一覧の「新潟県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

す
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ア 1審原告39が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙439）、ホームページの

下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告39に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告39に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告40】

1 認定事実

1審原告40は、昭和23年に富山県高岡市で出生し、昭和58年6月に1審

原告解放同盟の構成員として登録され、現在は富山県連絡会議事務局次長を務め

ている。

1審原告40は、本件人物一覧の「部落解放同盟富山県連合会（準備会）役員」

の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲208）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告40に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない6

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告40が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙440）、ホームページの

下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が
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一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告40に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告40に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で相当

因果関係のある損害と認められる。

【1審原告41】

1 認定事実

1審原告41は、現在1審原告解放同盟中央規律委員会委員長を務めている。

1審原告41の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の長野県の欄にある特定の

地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告41は、本件人物一覧の「部落解放同盟長野県連合会役員」の欄に氏

名及び役職名を掲載された。

へ

０
●

●

●
●

６
●

●
●

●
召

あ
む

●
●

●

●
●

●
●

●
６

６

●
●

●
き

ら

●
●

●

(甲209，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告41の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告41の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告41は、本件地域一覧の「長野県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

41の差止請求は本件地域一覧の「長野県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告41が1審原告解放同盟に所属していることはインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙441）、ホームページの

へ
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下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告41に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告41に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告42】

1 認定事実

1審原告42は、昭和22年に長野県飯山市で出生し、1審原告解放同盟長野

県連合会執行副委員長などを務め、現在は坂城町協議会会長を務めている。

1審原告42の現本籍は、本件地域一覧の長野県の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄にある地名の一部とし
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ても記載されている。

1審原告42は、本件人物一覧の「部落解放同盟長野県連合会役員」の欄に氏

名及び役職名を掲載された。
へ

(甲86，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告42の現本籍が本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告42の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告42は、本件地

域一覧の「長野県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告42の差止請求は本

件地域一覧の「長野県」欄の限度で理由がある。
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(2)損害賠償請求について

ア 1審原告42が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙605）、ホームページの

下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告42に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告42に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告43】

1 認定事実

1審原告43は、昭和16年に長野市で出生し、1審原告解放同盟長野県連合

会執行委員長などを務め、平成30年5月に退任した。

1審原告43の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の長野県の欄にある特定の

地域における「部落所在地」欄に記載され、その「現在地」欄にある地名の一部

として記載されている。

1審原告43は、本件人物一覧の「部落解放同盟長野県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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(甲210，3 44)

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告43の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告43の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1
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審原告43は、本件地域一覧の「長野県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

43の差止請求は本件地域一覧の「長野県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告43が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙441，442，606）、

ホームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照ら

すと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを

自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち1審原告43に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告43に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告44】

1 認定事実

1審原告44は、昭和28年に長野県佐久市で出生し、その後、1審原告解放

同盟長野県連合会事務局長などを務め、現在は佐久市協議会会長などを務めてい

へ

る。
ノ

1審原告44の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の長野県の欄にある特定の

地域における「現在地」欄にある地名の一部として記載されている。

1審原告44は、本件人物一覧の「部落解放同盟長野県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし番地までの記載しかないもの）及び電話番号を掲載さ

れた。

(甲130，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告44の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告44の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告44は、本件地域一覧の「長野県｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

44の差止請求は本件地域一覧の「長野県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告44が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙323）、ホームページの

下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告44に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するも

のである（住所は、番地までの記載にとどまり、これが1審原告44のプラ

イバシー権を侵害することを認めるに足りる的確な証拠はない｡)。

イ 以上によれば、1審原告44に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告45】

1 認定事実

1審原告45は、昭和25年に長野県佐久市で出生し、現在は1審原告解放同

盟佐久市協議会書記長を務めている。

1審原告45の現住所及び現本籍の旧地名は、本件地域一覧の長野県の欄にあ
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る特定の地域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄に

ある地名の一部としても記載されている。

1審原告45は、本件人物一覧の「部落解放同盟長野県連合会役員」の欄に氏

名及び役職名を掲載された。

(甲211，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、 1審原告45の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる．そして、1審原告45の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告45は、本件地域一覧の「長野県」欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

45の差止請求は本件地域一覧の「長野県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告45が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネヅト

上に掲載されていることが認められるとしても（乙441ないし443）、ホ

ームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告45に関する部分は、そのプライバシー権を侵害する

ものである。

イ 以上によれば、1審原告45に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告46】
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1 認定事実

1審原告46は、昭和24年に三重県伊賀市（現在の地名）で出生し、現在は

’審原告解放同盟中央委員及び三重県連合会執行委員長などを務めている。

1審原告46の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の三重県の欄にある特定の

地域における「部落所在地」欄及び「現在地」欄に記載されている。また､，’審

原告46の父親の出生地は、本件地域一覧の三重県の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」及び「部落名」欄に記載されている。

（甲87，344，491）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告46の現住所及び現本籍並びに父親の出生地が本

件地域にあると認められる。そして、1審原告46の現住所、現本籍又は父親

の出生地が本件地域にあること等が既に一般に広く知られていることを認め

るに足りる的確な証拠はないから、1審原告46は､本件地域一覧の「三重県」

欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害されるおそれがある

と認められる。したがって、1審原告46の差止請求は本件地域一覧の「三重

県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告46に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告46に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額は本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告47】

1 認定事実

1審原告47は、昭和13年に滋賀県彦根市（現在の地名）で出生した。
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1審原告47の改製原戸籍の本籍は、本件地域一覧の滋賀県の欄にある特定の

地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。また、1審原

告47の妹の現住所は､本件地域一覧の岐阜県の欄にある特定の地域における｢現

在地」欄に記載されている。

1審原告47は、本件人物一覧の「部落解放同盟滋賀県連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲212，344，490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告47の過去又は現在の本籍が本件地域にあると認

められる。そして、1審原告47の上記の本籍が本件地域にあること等が既に

一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原

告47は、本件地域一覧の「滋賀県」欄の記載が公表されることによって、人

格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告4

7の差止請求は本件地域一覧の「滋賀県」欄の限度で理由がある。

なお、1審原告47の妹の現住所が本件地域にあるとしても、このことをも

って直ちに1審原告47の法的利益が侵害されるおそれがあるとまでは認め

られない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告47が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙444）、ホームページの

下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告47に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するも

のである。
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イ 以上によれば、1審原告47に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告48】

1 認定事実

1審原告48は、昭和33年に京都府福知山市で出生し、現在は1審原告解放

同盟京都府連合会執行委員などを務めている。

1審原告48の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の

地域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄にある地名

の一部としても記載されている。

1審原告48は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載さ
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(甲2 13，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告48の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告48の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、’

審原告48は､本件地域一覧の「京都府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、’審原告

45の差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告48が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

へ

上に掲載されていることが認められるとしても（乙445，607)、ホーム
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ページの下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告48に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵

害するものである。

イ 以上によれば、1審原告48に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告49】

1 認定事実

1審原告49は、昭和29年に京都府南丹市（現在の地名）で出生し、現在は

’審原告解放同盟の南丹地域の副議長等を務めている。

1審原告49の現住所は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」欄に記載されている。

1審原告49は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名及び住所（ただし市までの記載しかないもの）を掲載さ
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れた。

(甲214，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告49の現住所が本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告49の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告49は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告49の差止請求は本
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件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告49が1審原告解放同盟に所属している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙446，583，607）、

多数の人名とその肩書が羅列されているといった掲載の態様等に照らすと、

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告49に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を

侵害するものである（住所は、市町村名までの記載にとどまり、1審原告4
へ

9のプライバシー権を侵害するものとは認められない｡)。

イ 以上によれば、1審原告49に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告50】

1 認定事実

1審原告50は、昭和54年に京都府で出生し、現在は1審原告解放同盟京都

府連合会の青年部長を務めている。

1審原告50の現住所及び現本籍の旧地名は、本件地域一覧の京都府の欄にあ

る特定の地域における「部落所在地」欄に記載されている。

1審原告50は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

委員青年枠」の欄に氏名及び役職名を掲載された。

へ

(甲215，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告50の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め
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られる。そして、1審原告50の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告50は､本件地域一覧の｢京都府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

50の差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告50が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙446，583，607）、

多数の人名とその肩書が羅列されているといった掲載の態様等に照らすと、

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告50に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するもの

である。

イ 以上によれば、1審原告50に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告51】

1 認定事実

1審原告51は、昭和19年に京都市で出生し、現在は1審原告解放同盟京都

府連合会役員を務めている。

1審原告51の現住所は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」欄に記載されている。

1審原告51は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名、 住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載さ

れた。
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(甲216，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告51の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告51の現住所は本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告51は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告51の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告51が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙583，607)、多数の

人名及び肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告51に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー

権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告51に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告52】

1 認定事実

1審原告52は、昭和23年に京都府亀岡市（現在の地名）で出生し、’審原

告解放同盟京都府連合会の役員を務めた。

1審原告52の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の
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地域における「現在地」欄に記載され、その旧地名は「部落所在地」及び「部落

名」欄に記載されている。

1審原告52は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲217，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告52の現住所及び現本籍が本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告52の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告52は､本件地域一覧の「京都府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

52の差止請求は本件地域一覧の ｢京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告52が1審原告解放同盟に加盟している事実がインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙447）、ホームページの

下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告52に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告52に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で
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相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告53】

1 認定事実
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1審原告53は、昭和25年に京都府南丹市（現在の地名）で出生し、1審原

告解放同盟京都府連合会副委員長を務めている。

1審原告53の現本籍の旧地名は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地

域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告53は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

(甲344，366）

2 判断

へ

(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告53の現本籍が本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告53の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告53は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告53の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告53が1審原告解放同盟に加盟している事実がインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙489，583，607）、

ホームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照ら

すと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを

自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち1審原告53に関する部分は、住所を除き、そのプライバシ

ー権を侵害するものである。
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イ 以上によれば、1審原告53に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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も

【1審原告54】

1 認定事実

1審原告54は、昭和23年に京都市で出生し、部落解放運動に参加した。

1審原告54の母親の出生地として記載のある地名は、本件地域一覧の京都府

の欄にある特定の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告54は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

委員女性枠｣の欄に氏名及び1審原告解放同盟における所属協議会を掲載された。

（甲113，344）

2 判断

へ

(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告54の母親の出生地は本件地域にあると認められ

る。そして、1審原告54の母親の出生地は本件地域にあること等が既に一般

に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告5

4は、本件地域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的

な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、 1審原告54の

差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告54が1審原告解放同盟に加盟している事実がインターネット
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上に掲載されていることが認められるとしても（乙296，583，607）、

ホームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照ら

すと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを

自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち1審原告54に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告54に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記
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の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告55】

1 認定事実

1審原告55は、昭和17年に京都府で出生し、1審原告解放同盟の女性副部

長を務めていた。

1審原告55の現住所は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載され、その旧地名は「部落所在地」及び「部落名」欄に記

載されている。

1審原告55は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

委員女性枠」の欄に氏名、役職名及び住所（ただし町名までの記載しかないもの）

を掲載された。
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(甲218，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告55の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られてい

ることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告55は、本件地域一

覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、その人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告55の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告55が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙583，6 07)、多数の

人名及び肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らす

へ
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と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告55に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー

権を侵害するものである（住所は、町名までの記載にとどまり、1審原告5

5のプライバシー権を侵害するものとまでは認められない｡)。

イ 以上によれば、1審原告55に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
へ

、

【1審原告56】

1 認定事実

1審原告56は、昭和46年に京都市で出生し、現在は1審原告解放同盟京都

府連合会の事務局員を務めている。

1審原告56は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし市までの記載しかないもの）及びフェイスブックのU
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RLを掲載された。

(甲177）
へ

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告56に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙40 9)及び弁論の全趣旨によれば、1審原告56は1審原告解

放同盟に加盟していることをフエイスブック上の1審原告56の実名が付さ

れた自己のアカウントにおいて自らインターネット上に公開していることが

認められ、また、住所の記載は、市までの記載にとどまるものであることに
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照らすと、本件人物一覧のうち1審原告56に関する部分が、そのプライバ

シー権を侵害するとまでは認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証

拠はない。

イ したがって、当該請求は理由がない。

【1審原告57】

1 認定事実 』

1審原告57は、昭和30年に京都府綴喜郡井出町で出生し、現在は1審原告

解放同盟京都府連合会の執行委員及び井出支部長を務めている。

1審原告57は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲219）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告57に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告57が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙449，583，607）、

多数の人名及び肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告57に関する部分は、そのプライバシー権を侵

害するものである。

イ 以上によれば、1審原告57に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で
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言

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告58】

1 認定事実

1審原告58は、昭和30年に京都府で出生した。

1審原告58の現住所は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告58は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

委員女性枠」の欄に氏名及び役職名を掲載された。

（甲114，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告58の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告58の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告58は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告58の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」楠の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告58が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙297，583，607）、

ホームページの下部の階層で掲載され、多数の人名とその肩書が羅列されて

いるといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていた

とまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも

認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告58に関する部分

は、そのプライバシー権を侵害するものである。
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イ 以上によれば、1審原告58に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は20 00円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告59】

1 認定事実

1審原告59は、昭和19年に京都府綴喜郡宇治田原町で出生し、1審原告解

放同盟善法支部長などを務めた。

1審原告59の現住所及び現本籍の旧地名は、本件地域一覧の京都府の欄にあ

る特定の地域における「部落所在地」欄に記載されている。

1審原告59は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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(甲220，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告59の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告59の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告59は、本件地域一覧の「京都府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

59の差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告59が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙269，450，583，

607）、ホームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

へ
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これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告59に関する部分は、そのプライバシー権を侵

害するものである。

イ 以上によれば、1審原告59に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告60】

1 認定事実

1審原告60は、昭和16年に京都府綾部市で出生し、現在は1審原告解放同

盟京都府連合会の執行委員を務めている。

1審原告60の現住所は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告60は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

へ

● ･
● e

C ● ● ●

● ●

● ● ● e
● C ●

● ● ●
●

心 も

Ｇ
●

分
り

ｅ

●
６

●

(甲221，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告60の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告60の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告60は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告60の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告60が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

へ
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上に掲載されていることが認められるとしても（乙451，583，607）、

第三者開設のブログの特定の日の記述として掲載されているといった掲載

の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに

足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。し

たがって、本件人物一覧のうち1審原告60に関する部分は、そのプライバ

シー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告60に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告61】

1 認定事実

1審原告61は、昭和40年に京都市で出生し、1審原告解放同盟京都府連合

会執行委員などを務めていた。

1審原告61の前住所及び従前本籍は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告61は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）が掲載された。
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(甲222，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告61の前住所及び従前本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告61の前住所又は従前本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告61は、本件地域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることに

よって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、
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1審原告61の差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告61は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、そ

の関係者以外の者を対象とした講演活動を少なくとも1回行っており、この

活動などがインターネット上に掲載されていることなどが認められるとし

ても（乙298，385，452，583，607）、ホームページの下部の

階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に

広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に

公開していたとも認められない。したがって、本件入物一覧のうち1審原告

61に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するものであ

る。

イ 以上によれば、1審原告61に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で
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相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告62】

1 認定事実

1審原告62は、昭和40年に京都市で出生し、現在は京都府議会議員及び1

審原告解放同盟京都府連合会書記長を務めている。

1審原告62の現住所は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告62は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、所属する政党名、議員で

一

＆

あること及び生年月日を掲載された。

(甲223，4 90)

2 判断
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(1) 差止請求について

上記1によれば1審原告62の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告62の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告62は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告62の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告62は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、そ

の関係者以外の者を対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動等

がインターネット上に掲載されていることが認められるとしても（乙298，

385，447，451，583，607）、ホームページの下部の階層で掲

載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知ら

れていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開して

いたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告番号62

に関する部分は、氏名、役職名及び電話番号の部分の限度で、そのプライバ

シー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告62に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円
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の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告63】

1 認定事実

1審原告63は、昭和37年に出生した。

1審原告63は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名、生年月日及び父親の名前を掲載された。
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（甲337）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告63に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告63が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙5 50)、ホームページの

下部の階層で掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告63に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告63に対する慰謝料は1万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告64】

1 認定事実

1審原告64は、昭和30年に京都市で出生し、現在は1審原告解放同盟京都

府連合会副委員長を務めている。

1審原告64の現本籍は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告64は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし町名までの記載しかないもの）が掲載された。

（甲344，374）

へ

2 判断
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(1)差止請求について

上記1によれば、1審原告64の現本籍は本件地域にあると認められる。そ
、

して、1審原告64の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告64は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告64の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙298，385，396，609）及び弁論の全趣旨によれば、

1審原告64は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして継続

的に講演活動を行い、その活動内容がインターネット上に掲載されていたこ

とが認められることなどに照らすと、本件人物一覧が1審原告64のプライ

バシー権を侵害するものとは認められず、他にこれを認めるに足りる的確な

証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告64に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

へ

●
●

●

●
｜●

一●
●

●
●

●
Ｇ

８
●

●

０
む

０
８

●
●

●
０

０

●
●

●
①

。

■
Ｄ

Ｃ

へ

【1審原告65】

1 認定事実

1審原告65は、昭和23年に京都府宮津市で出生し、現在は1審原告解放同

盟京都府連合会丹後事務局長を務めている。

1審原告65の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の

地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。ま

た、1審原告65の妹の婚姻後の現本籍は、本件地域一覧の福井県の欄にある特

定の地域における「現在地」欄に記載されている。
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1審原告65は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号が掲載された。

（甲115，344，．490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告65の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告65の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告65は､本件地域一覧の「京都府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

65の差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

なお、1審原告65は妹の婚姻後の現本籍が本件地域にある旨を主張するが、

このことをもって直ちに1審原告65の法的利益を侵害するおそれがあると

までは認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告65は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、そ

の関係者以外の者を対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動等

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙298，3

85，583，607）、ホームページの下部の階層で掲載されているといつ

． た掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認

めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められな

い。したがって、本件人物一覧のうち1審原告65に関する部分は、そのプ

ライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告65に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告66】

1 認定事実

1審原告66は、昭和18年に京都府相楽群笠置町で出生し、現在は1審原告

解放同盟京都府連合会執行委員を務めている。

1審原告66の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の

地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告66は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の「執行

部」の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号が掲載された。

（甲161，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告66の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告66の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告66は､本件地域一覧の「京都府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

66の差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告66が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙583，607)、多数の

人名とその肩書が羅列されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事

実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインター

ネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のう

ち1審原告66に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告66に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記
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の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告67】

1 認定事実

1審原告67は、昭和43年に京都府相良郡和束町で出生し、現在は1審原告

解放同盟京都府連合会書記次長を務めている。

1審原告67の現住所は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告67は、本件人物一覧の「部落解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲162，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告67の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告67の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告67は、本件地

域一覧の「京都府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告67の差止請求は本

件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告67は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、そ

の関係者以外の者も対象としたイベントを少なくとも1回行い、その活動等

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙396，5

83，60 7)、ホームページの下部の階層で掲載されているといった掲載の

態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足
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りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。した

がって､ 本件人物一覧のうち1審原告67に関する部分は、住所を除き、そ

のプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告67に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。一

【1審原告68】

1 認定事実

1審原告68は、昭和37年大阪市西成区で出生した。

1審原告68の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告68は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員jの欄に氏名、

役職名、住所（ただし誤っているもの）及び生年を、「部落解放同盟大阪府連合会

役員」の欄に氏名、役職名及び住所（ただし誤っているもの）を掲載された。

（甲146，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告68の現住所は本件地域にあると認められる．そ

して、1審原告68の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告68は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告68の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある．

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告68が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット、
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上に掲載されていること が認められるとしても（乙279，387，489，

490，617、619，680)、ホームページの下部の階層で掲載されて

いるといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていた

とまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも

認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告68に関する部分

は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告68に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告69】

1 認定事実

1審原告69は、昭和32年に滋賀県で出生し、現在は1審原告解放同盟大阪

府連合会浪速支部長を務めている。

1審原告69の出生地は、本件地域一覧の滋賀県の欄にある特定の地域におけ

る「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告69は、本件人物一覧の"｢部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲116，344）

2 判断
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(1)差止請求について

上記1によれば、1審原告69の出生地は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告69の出生地が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告69は、本件地

域一覧の「滋賀県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告69の差止請求は本
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件地域一覧の「滋賀県」欄の限度で理由がある。

(2) 損害賠償請求について

ア 証拠（乙30 1)及び弁論の全趣旨によれば、1審原告69は1審原告解

放同盟における役職を記載したコラムをインターネット上に公開すること

に同意していたものと認められることに照らすと、本件人物一覧のうち1審

原告69に関する部分は、電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害す

るものと認められ、その余の部分がこれを侵害することを認めるに足りる的

確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告69に対する慰謝料は1万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告70】

1 認定事実

1審原告70は、昭和31年に大阪府茨木市で出生し、1審原告解放同盟大阪

府連合会書記局に就職し、副委員長などの役職を務めた。

1審原告70の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告70は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤づているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲131，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告70の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告70の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

へ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告70は、本件地
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域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告70の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告70が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告70に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告70に対する慰謝料は3万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告71】

1 認定事実

1審原告71は、昭和33年に大阪市旭区で出生し、現在は1審原告解放同盟

向野支部副支部長及び羽曳野市議会議員を務めている。

1審原告71の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告71は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の「大阪

府連支部」の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を

掲載された。

へ

(甲147，344、乙378）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告71の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告71の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ
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一

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告71は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告71の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告71が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本件地域一

覧のうち1審原告71に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告71に対する慰謝料は3万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告72】

1 認定事実

1審原告72は、昭和4年に大阪府で出生した。

1審原告72の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告72は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、所属支部、住所及び電話番号を掲載された。

へ

(甲328，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告72の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告72の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1
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審原告72は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

72の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告72が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告72に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するもの

である。

へ

イ 以上によれば、1審原告72に対する慰謝料は4万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は400 0円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告73】

1 認定事実

1審原告73は、昭和39年に大阪府で出生した。

1審原告73の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告73は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲132，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告73の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告73の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告73は､本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

へ

156‐



人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

73の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告73が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告73に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告73に対する慰謝料は2万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる｡

へ

【1審原告74】

1 認定事実

1審原告74は、昭和27年に大阪市で出生し、現在は部落解放住吉地区住宅

自治会連合副会長を務めている。

1審原告74の母親は、本件人物一覧に氏名及び役職名を掲載された。
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(甲224，344）
へ

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告74に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない。

（2）損害賠償請求について

本件人物一覧には母親に関する情報が記載されているにとどまり、1審原告

74が同人の子であることが一般に広く知られているとは認められない以上、

これをもって1審原告74のプライバシー権が侵害されたとまでは認められ

ず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、当該請求は理
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由がない。

【1審原告75】

1 認定事実

1審原告75は、昭和32年に大阪府茨木市で出生し、1審原告解坂同盟大阪

府連合会副委員長を務めている。

1審原告75の現住所及び現本籍は、その住居表示変更証明書の住所の表示実

施前欄に記載のある地名が、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」欄に記載されている。

1審原告75は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

へ

(甲163，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告75の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告75の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告75は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

75の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙612）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告75は1審原告解

放同盟に加盟していることを明らかにして部落解放運動に関する書籍を出

版し、これをインターネット上でも販売していることが認めら､れることに照

らすと、1審原告75が原告解放同盟に加盟している事実は既に一般に広く

知られていると推認される。したがって、本件人物一覧のうち1審原告75

へ
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に関する部分は、住所及び電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害す

るものと認められ、その余の部分については、これを侵害することを認める

に足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告75に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告76】

1 認定事実

1審原告76は、昭和30年に大阪府豊能郡で出生し、平成17年頃から地方

議会の議員を務めている。

1審原告76の現住所及び現本籍は 本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告76は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし一部に漢字の誤りがあるもの）及び生年月日を掲載さ
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(甲148，344）
へ

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告76の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告76の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、’

審原告76は､本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、’審原告

76の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 証拠（甲148）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告76は地方議会議

員であり、地方議員一覧に部落解放運動の役員である旨が記載されているこ

とが認められることなどに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告76に関

する部分は、住所の限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認められ、

その余の部分がこれを侵害することを認めるに足りる的確な証拠はない（住

所の記載に漢字の誤りがあるとしても、その特定に欠けるものとまでは認め

られない｡)。

イ 以上によれば、1審原告76に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照.らすと、弁護士費用は200 0円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

一

【1審原告77】

1 認定事実

1審原告77は、昭和30年に大阪府羽曳野市で出生した。

1審原告77の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告77は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名及び役職名を掲載された。
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(甲149，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告77の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告77の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告77は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告77の差止請求は本
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件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告77は平成17年度に行われた1審原告解放同盟関係者以外の

者を対象とした講座において自らが1審原告解放同盟に加盟している事実

を明らかにして講師を務めており、そのことはインターネット上に掲載され

ていることが認められるとしても（乙381）、講師として多数の人名とその

肩書が羅列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らすと、上記事

実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインター

ネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のう

ち1審原告77に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告77に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告78】

1 認定事実

1審原告78は、昭和26年に出生した。

1審原告78は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号（ただし誤っているも

の）を掲載された。

へ

(甲150）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告78に関連する記載は認められないから、当該請求

は理由がない。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告78が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ 卜

上に掲載されていることが認められるとしても（乙382）、第三者が開設し

たブログの特定の日に掲載されているにすぎないといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告78に関する部分は、住所及び電話番号を除き、

そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告78に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額及び本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は’000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告79】

1 認定事実

1審原告79は、昭和44年に大阪市で出生し、現在は1審原告解放同盟大阪

府連合会の専従職員を務めている。

1審原告79の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告79は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名及び役職名を掲載された。

（甲151，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告79の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告79の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広･く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告79は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、
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人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって､ 1審原告

79の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告79が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙383）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告79に関する部分は、 そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告79に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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1 認定事実

1審原告80は、昭和26年に大阪市で出生した。

1審原告80の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

へ

(甲329，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告80の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告80の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告80は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告
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80の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告80に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告80に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告81】

1 認定事実

1審原告81は、昭和31年に大阪市で出生し、現在は1審原告解放同盟中央

本部の中央執行副委員長を務めている。

1審原告81の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告81は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

役職名、提訴時住所､電話番号、勤務先（役職を含む)、生年並びに息子の氏名及

び勤務先等を、「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏名、役職名、提訴時住

所、電話番号、勤務先（役職を含む）及び生年を掲載された。

（甲133，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告81の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告81の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告81は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告81の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。
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(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙315，327、 388，458，464，489，490，5

14，610，619)及び弁論の全趣旨によれば、1審原告81は1審原

告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、その関係者以外の者も対象

とした講演活動を継続的に行い、その活動内容がインターネット上に掲載さ

れていたことが認められることに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告8

1に関する部分は、氏名及び役職名を除いた限度で、そのプライバシー権を

侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告81に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用2000円の限度で相

当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告82】

1 認定事実

1審原告82は、昭和33年に大阪市西成区で出生した。

1審原告82の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告82は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び生年月日を掲載された。

（甲152，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告82の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告82の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告82は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

へ
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人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

82の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙384，400）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告82は、

平成15年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として大阪市議会議員選挙

に立候補し当選したことが認められることに照らすと、1審原告82が1審

原告解放同盟に加盟している事実は一般に広く知られていると推認される。

したがって、本件人物一覧のうち1審原告82に関する部分は、電話番号の

限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告82に対する慰謝料は1万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告83】

1 認定事実

1審原告83の過去住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告83は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、1審原告解放同盟における所属協議会、住所（ただし誤っているもの）及び

電話番号を掲載された。

へ

(甲225，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告83の過去住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告83の過去住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告83は、本
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件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が

侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告83の差止請求

は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告83が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙454）、第三者の開設す

るブログの特定の日の記載として掲載されているといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告83に関する部分は、住所を除き、そのプライ

バシー権を侵害するものである。

へ
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り、上記の認容額や本件事案の内容等に照､らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告84】

1 認定事実

1審原告84は､ 昭和20年に大阪府で出生した。

1審原告84の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告84は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号（ただし市外局番を誤ったもの）を掲載された。

へ

(甲88，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告84の現住所は本件地域にあると認められる。し
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かしながら、証拠（乙277，381，388，615，616）及び弁論の

全趣旨によれば、1審原告84は、自らが部落出身者であることや部落解放運

動に参加していることを明らかにしたエッセイをインターネット上に掲載し、

また、1審原告解放同盟の関係者以外の者を対象とした講演活動を継続的に行

い、その活動がインターネット上に掲載されていたことが認められることに照

らすと、本件地域一覧の公表によって、その法的利益が侵害されるおそれがあ

るとは認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、

当該請求は理由がない。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告84が1審原告解放同盟に所属していることが一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のうち

1審原告84に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである

（電話番号の市外局番に誤りがあったとしても、住所が記載されていること

に照らすと、この点は上記の認定判断を左右するものではない｡)。

イ 以上によれば、1審原告84に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告85】

1 認定事実

1審原告85は、昭和16年に大阪市で出生し、1審原告解放同盟大阪府連合

会の執行委員などを務めた。

1審原告85の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告85は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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（甲134，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告85の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告85の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告85は、･本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告85の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告85が1審原告解放同盟に加盟している事実をうかがわせる記事

がインターネット上に掲載されていることが認められるとしても（乙328，

329）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告85に関する部分は、そのプライバシー権を侵

害するものである。

イ 以上によれば、1審原告85に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告86】

1 認定事実

1審原告86は、昭和40年に大阪府松原市で出生した。

1審原告86の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。
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1審原告86は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名及び住所（ただし町名までの記載しかないもの）を掲載された。

（甲117，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告86の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告86の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告86は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

86の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告86が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット
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上に掲載されていることが認められるとしても（乙302，617）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告86に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵

害するものである（住所は、町名までの記載にとどまり、これが1審原告8

6のプライバシー権を侵害することを認めるに足りる的確な証拠はない｡)。

イ 以上によれば、1審原告86に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告87】

1 認定事実
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1審原告87は、昭和39年に大阪府富田林市で出生し、現在は1審原告解放

同盟大阪府連合会富田林支部の書記長を務めている。

1審原告87の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

本件人物一覧には、1審原告87の氏名と一文字異なる氏名の人物が町名及び

丁の記載と共に掲載されていた。

(甲226，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告87の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告87の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告87は､本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

87の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告87を推知することができる記載があったとは

認められない。

イ 以上によれば、1審原告87に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告88】

1 認定事実

1審原告88は、昭和38年に大阪市西成区で出生し、1審原告解放同盟大阪

府連合会書記次長などを務め、現在は部落解放・人権研究所所長を務めている。
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1審原告88の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告88は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲153，344）

2 判断

（1）差止請求に(ついて

上記1によれば、1審原告88の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告88の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告88は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告88の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告88は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、そ

の関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも2回行い、その活動が

インターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙298，38

1，385，617，618，750）、ホームページの下部の階層に掲載さ

れているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られて

いたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していた

とも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告88に関する

部分は、そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告88に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告89】

1 認定事実

1審原告89は、昭和24年に高知市で出生し、現在は1審原告解放同盟大阪

府連合会副委員長を務めている。

1審原告89の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告89は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
へ

(甲89，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告89の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告89の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告89は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

89の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告89が1審原告解放同盟に加盟している事実がインターネット

上に掲載され、1審原告89が部落問題について報告した事項や寄稿が部落

問題を取り扱う雑誌に複数回掲載されていることが認められるとしても（乙

279，619，706，708から712まで)、ホームページの下部の階

層に掲載されていたり、上記のような専門的な雑誌への掲載にとどまったり

するといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていた

とまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも

認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告89に関する部分
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は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告89に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告90】

1 認定事実

1審原告90は、昭和33年に大阪府で出生し、現在は1審原告解放同盟大阪

府連合会執行委員や富田林支部書記長などを務めている。

1審原告90の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告90は､ 本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名及び住所（ただし町名までの記載しかなく、かつ町名も誤っているもの）を掲

載された。
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(甲154，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば､ 1審原告90の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告90の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告90は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告90の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告90が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙386，617）、ホーム

へ（

174‐



● ●

● ● ●

● ● ● ●

●

●

● ●
● ■

●

● ● ●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●

●
●

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告90に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵

害するものである。

イ 以上によれば、1審原告90に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

凸

へ

【1審原告91】

1 認定事実

1審原告91は、昭和35年に大阪府羽曳野市で出生した。

1審原告91の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告91は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の「大阪

府連支部」の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの) 及び電話番号を
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掲載された。
へ

(甲227，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告91の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告91の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告91は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告91の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

ー
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(2)損害賠償請求について

ア 1審原告91が1審原告解放同盟に所属しているが一般に広く知られて

いることを認めるに足りる証拠はないから、本件人物一覧のうち1審原告9

1に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告91に対する慰謝料は3万5000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

角
【1審原告92】

1 認定事実

1審原告92は、昭和32年に出生した。

1審原告92の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告92は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名及び住所（ただし誤っているもの）を掲載された。

（甲135，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告92の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告92の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告92は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告92の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について
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ア 1審原告92が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット
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上に掲載されていることが認められるとしても（乙330）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告92に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するも

のである。

イ 以上によれば、1審原告92に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告93】

1 認定事実

1審原告93は、昭和27年に鹿児島県出水市で出生した。

1審原告93の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

1審原告93は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名、役職名及び住所（ただし町名までしか記載がないもの）を掲載された。

（甲228，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告93の現住所は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告93の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告93は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告93の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。
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(2)損害賠償請求について

ア 1審原告93は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、そ

の関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動等

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙456，6

21）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等

に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開したりしていたとも認められない。した

がって、本件人物一覧のうち1審原告93に関する部分は、住所を除き、そ

のプライバシー権を侵害するものである（住所は、町名までの記載にとどま

り、これが1審原告93のプライバシー権を侵害することを認めるに足りる

的確な証拠はない｡)。

イ 以上によれば、1審原告93に対する慰謝料は2万円が相当であり､ 上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告94】

1 認定事実

1審原告94は、昭和19年に大阪市で出生し、1審原告解放同盟大阪府連合

会の職員として就職し、部落解放・人権研究所の所長などを歴任し、現在は同研

究所の名誉理事などを務めている。

1審原告94の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

,地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告94は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の「関係

機関」の欄に氏名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、勤務先（役職を含

む）及び生年月日を掲載された。

へ

(甲136，344）
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2 判断

(1)差止請求について

上記1によれば、1審原告94の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告94の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告94は､本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

94の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告94は部落解放・人権研究所所長であることを明らかにして、1

審原告解放同盟関係者以外の者を対象とした講演活動を継続的に行ってお

り、その活動はインターネット上に掲載されたことが認められるとしても

（乙315，331，332，381，388、404，459，617，

751）、このことをもって、1審原告94が1審原告解放同盟に加盟してい

る事実が一般に広く知られているとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告94に関する部分は、住所及び勤務先を除き、そのプライバ

シー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告94に対する慰謝料は2万5 000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告95】

1 認定事実

1審原告95は、昭和23年に大阪市で出生し、現在は社団法人大阪市人権協

会の理事長を務めている。
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1審原告95の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告95は、本件人物一覧の「大阪市同和事業促進協議会40周年記念事

業実行委員会のメンバー一覧」の欄に氏名、役職名及び勤務先（役職を含む）を

掲載された。

(甲229，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告95の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告95．の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告95は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

95の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告95が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のうち

1審原告95に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告95に対する慰謝料は3万5 000円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3500円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

８
９

●

●
●

。
●

←

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
①

●

●
●

●

へ

【1審原告97】

1 認定事実

1審原告97は、昭和38年に大阪府で出生した。

1審原告97の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の
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地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告97は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏

名及び役職名（事務局）を掲載された。

（甲157，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告97の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告97の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告97は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

97の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告97は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、そ

の関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動が

インターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙388）、講師

として多数の人名とその肩書が羅列されてし>るにすぎないといった掲載の

態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足

りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。した

がって、本件人物一覧のうち1審原告97に関する部分は、そのプライバシ

ー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告97に対する慰謝料は2万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度で
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相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告98】
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1 認定事実

1審原告98は、昭和36年に大阪市で出生し、住吉人権協会の事務局長など

を務めていた。

1審原告98の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域におけ

る「現在地」欄に記載されている。

』

(甲230，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告98の現本籍は本件地域にあると認められる。そ

して、1審原告98の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られ

ていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告98は、本件地

域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益が侵害

されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告98の差止請求は本

件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告98に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告98に対する慰謝料は1万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告99】

1 認定事実

1審原告99は、昭和40年代後半に大阪府で出生した。

1審原告99の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の

地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告99は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に氏
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必
乃

名及び役職名を掲載された。

(甲155，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告99の現住所及び現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、1審原告99の現住所又は現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告99は、本件地域一覧の「大阪府｣欄の記載が公表されることによって、

人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告

99の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告99が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる証拠はないから、本件人物一覧のうち1審原

告99に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告99に対する慰謝料は3万円が相当であり、上記

の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告100】

1 認定事実

1審原告100は、現在1審原告解放同盟の支部役員を務めている。

1審原告100の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告100は、本件人物一覧の「大阪市同和事業促進協議会40周年記念

事業実行委員会のメンバー一覧」の欄に氏名、住所、電話番号及び勤務先（役職

を含む）を掲載された。
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（甲137，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告100の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告100の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告100は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告100の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告100が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧の1

審原告100に関する部分は､ そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告100に対する慰謝料は4万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は40 00円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告101】

1 認定事実

1審原告101は、昭和28年に大阪府羽曳野市で出生した。

1審原告101の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」棚に記載されている。

1審原告101は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲118，344）

2 判断
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(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告101の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告101の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告101は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告101の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告101が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のう

ち1審原告101に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、1審原告101に対する慰謝料は3万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告102】

1 認定事実

1審原告102は、昭和16年に中国で出生した。

1審原告102の過去住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域に

おける「部落名」欄に記載されている。

一

(甲231，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告102の過去住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告102の過去住所が本件地域にあること等が既に一般に広く
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知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告102は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告102の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告102に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告102に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告103】

1 認定事実

1審原告103は、昭和17年に大阪市で出生した。

1審原告103の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告103は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の「関

連機関」の欄に氏名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び勤務先（役職

を含む）を掲載された。
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(甲232，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告103の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告103の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告103は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告103の差止
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請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告103が1審原告解放同盟に加盟 している事実が一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のう

ち1審原告103に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、1審原告103に対する慰謝料は3万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告105】

1 認定事実

1審原告105は、昭和40年に大阪府東大阪市で出生し、現在は1審原告解

放同盟の東大阪市内にある支部の支部長を務めている。

1審原告105の前住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告105は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、生年月日、議員である

こと及び従妹の名前を掲載された。

（甲138，344）

2 判断
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(1)差止請求について

上記1によれば、1審原告105の前住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告105の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告105は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益
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が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告105.の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙335，336）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告105が

東大阪市議会議員を務めていること、1審原告解放同盟に加盟していること

及びその役職名、生年月日並びに従妹の氏名は、いずれもウィキペディア（イ

ンターネット上の百科事典）に掲載されていることが認められことに照らす

と、本件人物一覧のうち1審原告105に関する部分は、電話番号の限度で、

そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告105に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告106】

1 認定事実

1審原告106は、昭和27年に大阪府で出生し、1審原告解放同盟大阪府連

合会本部役員、加島支部長などを務めた。

1審原告106の前住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告106は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲233，344）

2 判断

へ

(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告106の前住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告106の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知
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られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告106は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって1審原告106の差止請

求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告106が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙460）、第三者が開設

するブログの特定の日の記述として掲載されているといった掲載の態様等

に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告106に関する部分は、住所を除き、そのプラ

イバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告106に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ
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【1審原告107】

1 認定事実

1審原告107は、昭和31年に大阪府箕面市で出生した。

1審原告107の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告107は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲158，3．44）

2 判断

(1) 差止請求について

へ
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上記1によれば、1審原告107の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告107の現住所又は現本籍は本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告107は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されること

によって､人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがっ6て、
1審原告107の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告107が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙389）、ホームページ

の下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実

が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネ

ット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち

1審原告107に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告107に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告108】

1 認定事実

1審原告108は、昭和28年に大阪府池田市で出生し、現在は1審原告解放

同盟池田支部代表を務めている。

1審原告108の従前本籍として記載のある地名ば 本件地域一覧の大阪府の

欄にある特定の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告108は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、出生地の町名、父親の名前、生年、出身高校及びフェイスブック

のURLを掲載された。
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(甲234，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告108の従前本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告108の従前本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く

知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告108は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告108の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告108が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙461）、平成2年10月

に第三者によって刊行されたミニコミ的なコラムの一部に掲載されている

にすぎないといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られ

ていたとまでは認める足りないから、本件人物一覧のうち1審原告108に

関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告108に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告109】

1 認定事実

1審原告109は、昭和29年に大阪府で出生した。

1審原告109の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告109は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に
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氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲119，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告109の現住所及び現本籍が本件地域にあること

が認められる。しかしながら、証拠（乙306，622）及び弁論の全趣旨に

よれば、自らが同和地区の出身であり、部落解放運動に参加していることを明

らかにした1審原告109のインタビュー記事がインターネット上に掲載さ

れていることが認められ、その掲載の態様等に照らすと、1審原告109は当

該掲載を承諾していたと推認される。上記によれば、1審原告109は、本件

地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されたとしても、法的利益が侵害される

おそれがあるとまでは認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はな

い。したがって、当該請求は理由がない。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告109が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のうち

1審原告109に関する部分は､そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告109に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

一

【1審原告110】

1 認定事実

1審原告110は、昭和36年に大阪府で出生し、現在は1審原告解放同盟大

阪府連合会役員を務めている。

1審原告110の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定
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の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告110は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲139，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告110の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告110の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告110は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告110の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告110は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らか

にして、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、

その活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙3

37，388，466）、講師ないし助言者として多数の人名とその肩書が羅

列されているにすぎないといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般

に広く知られていたとまでは認めるに足りず、自らインターネット上に公開

していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告11

0に関する部分は、そのプライバシー権を侵害する ものである。

イ 以上によれば、1審原告110に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は30 00円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告111】
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1 認定事実

1審原告111は、昭和31年に大阪市西成区で出生した。

1審原告111の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告111は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号（ただし誤っている

もの）を掲載された。

(甲156，490）
へ

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告111の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告111の現住所及び現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告111は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告111の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告111は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙38

7，388）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態

様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足り

ず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したが

って、本件人物一覧のうち1審原告111に関する部分は、住所及び電話番

号を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告111に対する慰謝料は2万円が相当であり、上
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記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告112】

1 認定事実

1審原告112は、昭和27年に広島県福山市で出生した。

1審原告112の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告112は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の「大

阪府連支部｣の欄に氏名及び1審原告解放同盟における所属協議会を掲載された。

←

へ

(甲235，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告112の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告112の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告112は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告112の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告112が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のうち

1審原告112に関する部分は､そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告112に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告113】

1 認定事実

1審原告113は、昭和15年に大阪市で出生した。

1審原告113の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告113は､本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び兄の名前を掲載された。

（甲140，3 44)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告113の現住所及び現本籍は本件地域にあること

が認められる。そして、1審原告113の現住所又は現本籍が本件地域にある

こと等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はな

いから、1審原告113は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表される

ことによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したが

って、1審原告113の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由

がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙338）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告113が1審原告

解放同盟に加盟している事実及び兄の名前がウイキペデイアに掲載されてい

ることが認められることに照らすと､ 本件人物一覧のうち1審原告113に

関する部分は、電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認

められる。

イ 以上によれば、1審原告113に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500
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円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告114】

1 認定事実

1審原告114は、昭和21年に三重県で出生した。

1審原告114の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告114は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、所属支部名、住所及び電話番号を掲載された。

合

へ

(甲236，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告114の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告114の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告114は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告114の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告114が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙462，625）、昭和5

7年に刊行された書籍に氏名及び肩書が引用されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告114に関する部分は、そのプライバシー権を

侵害するものである。
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イ 以上によれば、1審原告114に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告115】

1 認定事実

1審原告115は、昭和35年に大阪府高槻市で出生した。

1審原告115の現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告115は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び生年月日を掲載された。

（甲237，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告115の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告115の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知
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られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告11．5は、
へ

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告115の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙623）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告115は1審原告

解放同盟に加盟している事実及び生年月日をインターネット上で自ら公開し

ていたと認められることなどに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告11

5に関する部分は、電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害するもの

と認められる。
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イ 以上によれば、1審原告115に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告116】

1 認定事実

1審原告116は、大阪府富田林市で出生した。

1審原告116の従前本籍として記載のある地名は、本件地域一覧の大阪府の

欄にある特定の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告116は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び生年月日を掲載された。

へ

(甲238，344）
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2 判断
。 l

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告116の従前本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告116の従前本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く

知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告116は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告116の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙38 4，400，6 24)及び弁論の全趣旨によれば、1審原告

116は、平成15年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として大阪府議

会議員選挙に立候補し当選したこと、生年月日をインターネット上で自ら公

開していると認められることなどに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告

へ

116に関する部分は、電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害する
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ものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告116に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
＆

【1審原告117】

1 認定事実

1審原告117は、大阪市浪速区で出生し、現在は1審原告解放同盟浪花支部

の役員を務めている。

1審原告117の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告117は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号（ただし誤っている

もの）を掲載された。
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(甲165，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告117の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告117の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告117は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告117の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告117が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙399，626，627）、

へ
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ホームページの下部の階層に掲載されており、論文中の資料提供元として掲

載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知ら

れていたとまでは認めるに足りず、自らインターネット上に公開していたと

も認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告11 7に関する

部分は、住所及び電話番号を除き、そのプライバシー権を侵害するものであ

る。

イ 以上によれば、1審原告117に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
/へ

【1審原告118】

1 認定事実

1審原告118は、昭和23年に奈良県天理市で出生し､ 現在は奈良県議会議

員を務めている。

1審原告118の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告118は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県連合会役員jの「組

織内候補」の欄に氏名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び議員である

ことを掲載された。
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(甲330，344）

2 半|｣断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告118の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告118の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告118は、本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されること

争凹・
ｰ ｢
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によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告118の差止請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙384，400，628）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告

118は、平成15年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として奈良県議

会議員選挙に立候補し当選したことが認められることなどに照らすと、本件

人物一覧のうち1審原告118に関する部分は、電話番号の限度で、そのプ

ライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告118に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告119】

1 認定事実

1審原告119は、昭和16年に広島県で出生し、現在は奈良県議会議員を務

めている。

1審原告’’9は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県支部連合会」の「組

織内候補」の欄に氏名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び所属政党名

を掲載された。

（甲166）

2 判断

（1） 差止請求について

本件地域一覧に1審原告119に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告119が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知ら

へ
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れていることを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告119に関する部分は、住所及び所属政党名を除き、その

プライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告119に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告120】

1 認定事実

1審原告120は、昭和9年に奈良県で出生し、現在は奈良県議会議員や1審

原告解放同盟奈良県連合会委員長などを務めている。

1審原告120の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告120は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所、電話番号及び議員であることを掲載された。
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(甲239，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告120の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告120の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告120は、本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告120の差止請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙630）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告120は自身のホ

へ
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－ムページにおいて1審原告解放同盟に加盟し、奈良県連合会執行委員長を

務めていることを明らかにしていたことが認められることなどに照らすと、

本件人物一覧のうち1審原告120に関する部分は、住所及び電話番号の限

度で、そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告120に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告121】

1 認定事実

1審原告121は、昭和15年に奈良県で出生し、現在は奈良県議会議員を務

めている。

1審原告121の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告121は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県連合会役員」の「組

織内候補」の欄に氏名、住所、電話番号及び議員であることを掲載された。

（甲167，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告121の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告121の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告121は、本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告121の差止請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 証拠（乙384，400）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告121は、

平成15年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として奈良県議会議員選挙

に立候補し当選したことが認められ、1審原告121が1審原告解放同盟に

所属していることは一般に広く知られていると推認される。したがって、本

件人物一覧のうち1審原告121に関する部分は、住所及び電話番号の限度

で、1審原告121のプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告121に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告122】

1 認定事実

1審原告122は、昭和22年に奈良県で出生し、現在は奈良県連合会の相談

役及び支部長を務めている。

1審原告122の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告122は､本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

、役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、議員であること及び生年を、

「部落解放同盟奈良県連合会役員jの欄に氏名、役職名、住所（ただし誤ってい

るもの)、電話番号及び議員であることを掲載された。

（甲168，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告122の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告122の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか
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ら、1審原告122は、本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告122の差止請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告122が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙401，489，49

0，631）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態

様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足り

ず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したが

って、本件人物一覧のうち1審原告122に関する部分は、住所、議員であ

ること及び生年を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告122に対する慰謝料は2万5000円が相当で

． あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告123】

1 認定事実

1審原告123は、昭和32年に奈良県で出生した。

1審原告123の現住所は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定の地域にお

へ

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告123は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

(甲120，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告123の現住所は本件地域にあると認められる。
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そして、1審原告123の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告123は、

本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告123の差止

請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告123が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙308）、ホームページの

下部の階層に掲載されていることや雑誌に掲載された記事をインターネット

上に転載したものであるといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般

へ

に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上

に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原

告123に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告123に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

Ｃ
Ｑ

８

●
●

各
●

●
●

ひ
●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
、

●

●
色

●
●

Ｃ

Ｄ
●

●

へ

【1審原告124】

1 認定事実

1審原告124は、昭和24年に奈良県橿原市で出生した。

1審原告124の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告124は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

役職名、住所、電話番号、勤務先（役職を含む）及び生年を、「部落解放同盟奈良

県連合会役員」の欄に氏名、役職名、住所、電話番号、勤務先（役職を含む）を

掲載された。
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(甲121，344）〆

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告124の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告124の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告124は、本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告124の差止請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙63 3）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告124は、ｲﾝﾀ

ｰﾈｯﾄ上に掲載された文章において､1審原告解放同盟に加盟している事

実をインターネット上に自ら公開していることが認められることに照らす

と、本件人物一覧のうち1審原告124に関する部分は、氏名及び役職名を

除いた限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告124に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告125】

1 認定事実

1審原告125は、昭和27年に奈良市で出生し、現在は奈良市議会議員及び

1審原告解放同盟奈良県連合会の支部書記長を務めている。

1審原告125の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告125は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県連合会役員」の欄に
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氏名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲169，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告125の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして1審原告125の現住所又は現本籍が本件地域にあること等

が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、

1審原告125は、本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されることによ

って、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1

審原告125の差止請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告125が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙40 2)、第三者が開設す

るブログの特定の日の記述として掲載されているといった掲載の態様等に照

らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これ

を自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本

件人物一覧のうち1審原告125に関する部分は、そのプライバシー権を侵

害するものである。

イ 以上によれば、1審原告125に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告126】

1 認定事実

1審原告126は、昭和19年に奈良県生駒市で出生し、現在は1審原告解放

同盟奈良県連合会の副執行委員長及び支部長を務めている。
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1審原告126の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の奈良県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告1 26は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県連合会役員」の「組

織内候補」の欄に氏名、役職名、提訴時住所及び電話番号を掲載された。

（甲170，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告126の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告126の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告126は、本件地域一覧の「奈良県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告126の差止請求は本件地域一覧の「奈良県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告126が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙403）、ホームページ

の下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実

が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネ
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ツト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち

1審原告126に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告126に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告127】

1 認定事実
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1審原告127は、昭和29年に奈良県で出生し、現在は奈良県議会議員を務

めている。

1審原告127は、本件人物一覧の「部落解放同盟奈良県連合会役員」の「組

織内候補」の欄に氏名及び議員であることを掲載された。

(甲240）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告127に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告127が1審原告解放同盟に加盟していた事実が、インターネッ

ト上に掲載されるなどして、一般に広く知られていたことを認めるに足りる

的確な証拠はない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告127に関す

る部分は、議員であることを除き、そのプライバシー権を侵害するものであ

る。

イ 以上によれば、1審原告127に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 500
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円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告128】

1 認定事実

1審原告128は、昭和27年に和歌山県で出生し、現在は1審原告解放同盟

和歌山県連合会副執行委員長などを務めている。

1審原告128の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の和歌山県の欄にある特

定の地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告128は、本件人物一覧の「部落解放同盟和歌山県連合会役員」の欄

／
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に氏名、役職名、住所（ただし番地までの記載しかないもの)、電話番号及び生年

月日を掲載された。

(甲171，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告128の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告128の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告128は、本件地域一覧の「和歌山県」欄の記載が公表されるこ

とによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがっ

て、1審原告128の差止請求は本件地域一覧の「和歌山県」欄の限度で理由

がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告128は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行うなどし、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙40

4，476，639）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった

掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認め

るに足りず、これらを自らインターネット上に公開していた事実も認められ

ない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告128に関する部分は、住

所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである（住所は、番地までの

記載にとどまり、これが1審原告128のプライバシー権を侵害することを

認めるに足りる的確な証拠はない｡)。

イ 以上によれば、1審原告128に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告129】

1 認定事実

1審原告129は、昭和24年に和歌山県で出生した。

1審原告129の現住所は、本件地域一覧の和歌山県の欄にある特定の地域に

おける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告129は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」及び「部落

解放同盟和歌山県連合会役員」の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているも
へ

の）及び電話番号（ただし誤っているもの）を掲載された。

(甲172，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告129の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告129の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告129は、

本件地域一覧の「和歌山県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利

益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告129の差

止請求は本件地域一覧の「和歌山県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙298，311，385，404，405、489，634，6

38，639）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告129は1審原告解放

同盟に加盟している事実を明らかにして継続的に講演活動を行い、その活動

内容がインターネット上に掲載されていたことが認められることなどに照ら

すと、本件人物一覧は1審原告129のプライバシー権を侵害するものとは

認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告129に対する慰謝料は1万円が相当であり、上
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記認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度で

相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告130】

1 認定事実

1審原告130の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の和歌山県の欄にある特

定の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告130は、本件人物一覧の「部落解放同盟和歌山県連合会役員」の欄

に氏名及び役職名を掲載された。

（甲122，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告130の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告130の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告130は、本件地域一覧の「和歌山県」欄の記載が公表されるこ

とによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがっ

て、1審原告130の差止請求は本件地域一覧の「和歌山県」欄の限度で理由

がある。

（2） 損害賠償請求について

ア 1審原告130が1審原告解放同盟に加盟している事実はイ ンターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙311，312，639）、

ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告130に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す
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るものである。

イ 以上によれば、1審原告130に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告131】

1 認定事実

1審原告131は、昭和27年に和歌山市で出生し、現在1審原告解放同盟和

歌山県連合会委員長を務めている。

1審原告131は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」及び「部落

解放同盟和歌山県連合会役員」の欄に氏名、役職名及び住所（ただし誤っている

もの）を掲載された。
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2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告131に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告131が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙312，406，40

8，634，635，638，639）、ホームページの下位の階層に掲載さ

れているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られて

いたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開したりし

たとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告131に関

する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告131に対する慰謝料は1万円が相当であり、上
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記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告132】

1 認定事実

1審原告132は、昭和29年に和歌山市で出生し、現在は和歌山県議会議員

を務めている。

1審原告132は、本件人物一覧の「部落解放同盟和歌山県連合会役員」の欄

に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び生年月日を掲載さ

れた。

一

(甲174）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告132に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告132が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のう

ち1審原告132に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、 1審原告132に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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1 認定事実
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1審原告133は、昭和24年に和歌山県で出生し、現在は1審原告解放同盟

和歌山県連合会副執行委員長を務めている。

1審原告133の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の和歌山県の欄にある特

定の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告133は、本件人物一覧の「部落解放同盟和歌山県連合会役員」の欄

に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲175，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告133の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告133の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告133は、本件地域一覧の「和歌山県」欄の記載が公表されるこ

とによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがっ

て、1審原告133の差止請求は本件地域一覧の「和歌山県」欄の限度で理由

がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙384，400，638，639）及び弁論の全趣旨によれば、

1審原告133は、平成15年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として

和歌山県議会議員選挙に立候補し当選したことが認められることに照らすと、

1審原告133が1審原告解放同盟に加盟している事実は一般に広く知られ

ていると推認される。したがって、本件人物一覧のうち1審原告133に関

する部分は、住所及び電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害するも
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のと認められる。

イ 以上によれば、1審原告133に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度
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で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告134】

1 認定事実

1審原告134は、昭和31年に和歌山市にて出生し、現在は1審原告解放同

盟和歌山県連合会書記長を務めている。

1審原告134の現住所は、本件地域一覧の和歌山県の欄にある特定の地域に

おける「現在地」欄に記載されている。

1審原告134は、本件人物一覧の「部落解放同盟和歌山県連合会役員」の欄

に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号（ただし誤ってい

へ

るもの）を掲載された。
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告134の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告134の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告134は、

本件地域一覧の「和歌山県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利

益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告134の差

止請求は本件地域一覧の「和歌山県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告134が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙311，408，635，

639）、1審原告解放同盟の関連する新聞社の刊行した新聞を電子化した

ものであるといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られ

ていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開したり

へ
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したとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告134に

関する部分は、住所及び電話番号を除き、そのプライバシー権を侵害するも

のである。

イ 以上によれば、1審原告134に対する慰謝料は2万円が相当であ肌 上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告136】

1 認定事実

承継前1審原告136は、平成29年2月24日に死亡した。1審原告136

は、承継前1審原告136の子であり、相続によって、承継前1審原告136の

本件訴訟に関する請求権全てを取得し、訴訟を承継した。

承継前1審原告136は、本件人物一覧の「部落解放同盟鳥取県連合会役員」

の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

2 判断

（1）差止請求について

当該請求は承継前1審原告136の死亡により終了した。

(2)損害賠償請求について

ア 本件地域一覧に承継前1審原告136に関連する記載は認められない。

イ 承継前1審原告136が1審原告解放同盟に加盟している事実はインタ

ーネット上に掲載されていることが認められるとしても（乙433，640）、

多数の者の氏名及び肩書が羅列されているといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち承継前1審原告136に関する部分は、住所を除き、そのプ

ライバシー権を侵害するものである。
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ウ 以上によれば、承継前1審原告136に対する慰謝料は1万5000円が

相当であり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1

500円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告137】

1 認定事実

1審原告137は、昭和34年に鳥取県倉吉市で出生し、現在は1審原告解放

同盟鳥取県連合会執行委員長などを務めている。

1審原告137の従前本籍は、本件地域一覧の鳥取県の欄にある特定の地域に

おける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告137は、本件人物一覧の「部落解放同盟鳥取県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。
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(甲90，344)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告137の従前本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告137の従前本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く

知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告137は、

本件地域一覧の「鳥取県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告137の差止

請求は本件地域一覧の「鳥取県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙282，467，641）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告

137は、烏取県のホームページにおいて自らが1審原告解放同盟に加盟し

ている事実を明らかにして部落問題に関する講師の受託が可能である旨公表

し、また、実際に自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにし

へ
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て、その関係者以外の者も対象とした講演活動を継続的に行っていたと認め

られることに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告137に関する部分は、

電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告137に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

ｂ

【1審原告139】

1 認定事実

1審原告139は、昭和29年に鳥取県で出生した。

1審原告139の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の鳥取県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。
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(甲178，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告139の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告139の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告139は、本件地域一覧の「烏取県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告139の差止請求は本件地域一覧の「鳥取県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告139に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告139に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告140】

1 認定事実

1審原告140は、昭和10年に鳥取県で出生した。

1審原告140の現住所は、本件地域一覧の鳥取県の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

(甲241，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告140の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告140の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告140は、

本件地域一覧の「鳥取県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告140の差止

請求は本件地域一覧の「烏取県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告140に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告140に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告141】

1 認定事実

1審原告141は、昭和25年に烏取市で出生した。

1審原告141の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の鳥取県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。
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1審原告141は、本件人物一覧の「部落解放同盟鳥取県連合会役員」の欄に

氏名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲242，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告141の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告141の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告141は、本件地域一覧の「鳥取県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告141の差止請求は本件地域一覧の「鳥取県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告141が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙467）、多数の報告者

等が羅列されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広

く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公

開したりしたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告

141に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告141に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告142】

1 認定事実

1審原告142は、昭和23年に烏取県倉吉市で出生した。

1審原告142の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の鳥取県の欄にある特定
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の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

（甲243，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告142の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告142の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告142は、本件地域一覧の「鳥取県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告142の差止請求は本件地域一覧の「鳥取県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告142に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告142に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告143】

1 認定事実

1審原告143は、昭和2年、烏取県で出生した。

1審原告143の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の鳥取県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告143は、本件人物一覧の ｢部落解放同盟鳥取県連合会役員」 の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

へ

(甲244，344）

2 判断

（1）差止請求について
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上記1によれば、1審原告143の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告143の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告143は、本件地域一覧の「鳥取県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告143の差止請求は本件地域一覧の「烏取県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について 、

ア 1審原告143が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙469）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち

1審原告143に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告143に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告144】

1 認定事実

1審原告144は、昭和27年に鳥取市で出生した。

1審原告144の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の鳥取県の欄にある特定

の地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告144は、本件人物一覧の「部落解放同盟烏取県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲245，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告144の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告144の現住所又は現本籍が本件地域にあること

P

ｆ
一

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告144は､ 本件地域一覧の「烏取県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告144の差止請求は本件地域一覧の「烏取県」欄の限度で理由がある．

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙384，400）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告144は、

平成15年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として鳥取県議会議員選挙

に立候補し当選したことが認められることに照らすと、本件人物一覧のうち

1審原告144に関する部分は、住所及び電話番号の限度で、そのプライバ

シー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によればく1審原告144に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

'一、

●
ゅ

●

●
。

ｂ

●
①

。

●
。

●

岳
の

①
、

の
ロ

ロ
凸

⑨
中

。

｡

｡

｡ ⑨

●

c c

①

/ー、

11審原告145】

1 認定事実

1審原告145は、昭和24年に島根県で出生し、現在は島根県連合会執行委

員長を務めている。

1審原告145の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の島根県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告145は、本件人物一覧の「部落解放同盟島根県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。
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6

(甲246，490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告145の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告145の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告145は、本件地域一覧の「島根県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告145の差止請求は本件地域一覧の「島根県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告145は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象としたイベントを少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙648）、ホ

ームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件人物

一覧のうち1審原告145に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー

権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告145に対する慰謝料は2万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告146】

1 認定事実

1審原告146は、昭和47年に島根県で出生し、現在は1審原告解放同盟島

根県連合会女性部長を務めている。
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(甲141）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告146に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告146に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、当該請求は理由がない。

、

へ

【1審原告147】

1 認定事実

1審原告147は、昭和31年に島根県で出生し、現在は1審原告解放同盟島

根県連合会役員等を務めている。

1審原告147の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の島根県の欄にある特定

の地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

（甲247，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告147の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告147の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告147は、本件地域一覧の「島根県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告147の差止請求は本件地域一覧の「島根県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告147に関する記載は認められない。
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イ 以上によれば、1審原告147に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告149】

1 認定事実

1審原告149は、昭和28年に島根県浜田市で出生し、現在は1審原告解放

同盟島根県連合会副委員長を務めている。
へ

(甲249）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告149に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告149に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、当該請求は理由がない。
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【1審原告150】

1 認定事実

1審原告150は、昭和25年に京都市で出生した。

1審原告150の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の島根県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

t

(甲250，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告150の現住所及び現本籍は本件地域にあると認
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められる。そして、1審原告150の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告150は、本件地域一覧の「島根県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告150の差止請求は本件地域一覧の「島根県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告150に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告150に対する慰謝料は1万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

凸

へ

【1審原告151】

1 認定事実

1審原告151は、昭和15年に岡山県笠岡市にて出生し、現在は1審原告解

放同盟岡山県連合会委員長を務めている。

1審原告151の現本籍は、本件地域一覧の岡山県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。
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(甲251，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告151の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告151の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告151は、

本件地域一覧の「岡山県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告151の差止

請求は本件地域一覧の「岡山県」欄の限度で理由がある。

b
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(2)損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告151に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告151に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
Q

【1審原告152】

1 認定事実

1審原告152は、昭和24年に広島県尾道市で出生し、現在は1審原告解放

同盟尾道市協議会議長を務めている。

1審原告152の現住所は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告152は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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(甲142，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告152の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告152の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告152は、

本件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告152の差止

請求は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告152が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙339）、ホームページの

へ
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下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち

1審原告152に関する部分は､そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告152に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告153】

1 認定事実

1審原告153は、昭和27年に広島県尾道市で出生し、現在は1審原告解放

同盟広島県連合会副委員長を務めている。

1審原告153の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告153は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。
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(甲338，344）へ

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告153の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告153の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告153は、本件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告153の差止請求は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告153が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙551，657）、 ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告153に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権

を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告153に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

ノ

【1審原告154】

1 認定事実

1審原告154は、昭和22年に広島県福山市で出生した。

1審原告154の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告154は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所、電話番号及び議員であることを掲載された。
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(甲339，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告154の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告154の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告154は、本件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、
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1審原告154の差止請求は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙552）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告154は1審原告

解放同盟の広島県連合会委員長であり、部落解放運動に長年にわたって参加

していることを自身が所属する政党のホームページ上に掲載していたことが

認められることなどに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告154に関す

る部分は、住所及び電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害するもの

と認められる。

イ 以上によれば、1審原告154に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告157】

1 認定事実

1審原告157は、昭和10年に出生した。

1審原告157は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし末尾に不要な数字が付記されたもの）及び電話番号

を掲載された。

一

(甲341）

2 判断

（1） 差止請求について

本件地域一覧に1審原告157に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告157は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動
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がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙554）、上

記の掲載は本件人物一覧の公開後である平成28年11月のことであり、電

子化されたミニコミ誌の末尾に掲載されているに過ぎないといった掲載の

態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足

りず、これを自らインターネット上に公開したりしたとも認められない。し

たがって、本件人物一覧のうち1審原告157に関する部分は、そのプライ

バシー権を侵害するものである（公開された住所は末尾に不要な数字が付記

されているが、これによっても1審原告157の住所を特定できるため、上
へ

記の認定判断は左右されない｡)。

イ 以上によれば、1審原告157に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。０
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【1審原告158】

1 認定事実

1審原告158は、昭和27年に広島県三原市（現在の地名）で出生し、1審

原告解放同盟広島県連合会副委員長を務めている。

1審原告158の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告158は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

へ

(甲344，345）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告158の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告158の現住所又は現本籍が本件地域にあること
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等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告158は、本件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告158の差止請求は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告158が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙556，659）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告158に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権

を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告158に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告159】

1 認定事実

1審原告159は、昭和26年に広島県庄原市で出生した。

1審原告159は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

へ

(甲342）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告159に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。
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(2)損害賠償請求について

ア 1審原告159が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙551，660）、ホー

ムページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認める､に足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件人物

一覧のうち1審原告159に関する部分は、そのプライバシー権を侵害する

ものである。

イ 以上によれば、1審原告159に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告160】

1 認定事実

1審原告160は、昭和27年に広島県福山市（現在の地名）で出生した。

1審原告160の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄にある地

名の一部としても記載されている。

1審原告160は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲253，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告160の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告160の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

一
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ら、1審原告160は、本件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告160の差止請求は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告160が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙472）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち

1審原告160に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害す

るものだる・

イ 以上によれば、1審原告160に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告161】

1 認定事実

承継前1審原告161は、昭和29年に広島県にて出生し、1審原告解放同盟

広島県連合会県委員などを務めていたが、令和2年12月20日に死亡した。1

審原告161はその配偶者であり、相続によって、承継前1審原告161の本件

訴訟に関する損害賠償請求権を取得し、訴訟を承継した。

承継前1審原告161の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の広島県の欄にあ

る特定の地域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄に

一

ある地名の一部としても記載されている。

承継前1審原告161は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」

の欄に氏名、役職名、住所（合併前の名称）及び電話番号を掲載された。
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(甲343，344）

2 判断

（1）差止請求について

当該請求は承継前1審原告161の死亡により終了した。

（2）損害賠償請求について

ア 上記1によれば、承継前1審原告161の現住所及び現本籍は本件地域に

あると認められる。そして、承継前1審原告161の現住所又は現本籍が本

件地域にあること等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的

確な証拠はない。

イ 承継前1審原告161が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に

広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一

覧のうち承継前1審原告161に関する部分は、そのプライバシー権を侵害

するものである。

ウ 以上によれば、承継前1審原告161に対する慰謝料は4万円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は4000円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告162】

1 認定事実

1審原告162は、昭和24年に広島県で出生し、現在、地方議会議員、1審

原告解放同盟広島県連合会書記長などを務めている。

1審原告162の前住所は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告162は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び議員であることを掲

載された。
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(甲143，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告162の前住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告162の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告162は、

本件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告162の差止

請求は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙340）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告162の所属する

政党のホームページ上に1審原告162が1審原告解放同盟の広島県連合会

書記長であることが掲載されていたことが認められることに照らすと、本件

人物一覧のうち1審原告162に関する部分は、電話番号の限度で、そのプ

ライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告162に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告163】

1 認定事実

1審原告163は、福井県で出生し、現在は1審原告解放同盟広島県連合会副

委員長を務めている。

1審原告163の前住所は、本件地域一覧の広島県の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告163は、本件人物一覧の「部落解放同盟広島県連合会役員」の欄に

240



氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲254，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告163の前住所は本件地域にあることが認められ

る。そして、1審原告163の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広

く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告163

は、本件地域一覧の「広島県」欄の記載が公表されることによって、人格的な

利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告163の

差止請求は本件地域一覧の「広島県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告163が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙472，551，660）、

ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開したりしたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち1審原告163に関する部分は、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、1審原告163に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告164】

1 認定事実

1審原告164は、昭和53年に愛媛県宇和島市にて出生し、現在は1審原告

解放同盟山口県連合会書記長などを務めている。

241



1審原告164の現本籍は、本件地域一覧の愛媛県の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。また、1審原告164の現住所は、本件地

域一覧の山口県の欄にある特定の地域における「現在地」欄に記載されている。

（甲91，344，490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告164の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告164の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告164は、本件地域一覧の「山口県」及び「愛媛県」欄の記載が

公表されることによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められ

る。したがって、1審原告164の差止請求は本件地域一覧の「山口県」及び

「愛媛県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告164は本件人物一覧によりプライバシー権が侵害された旨の主

張をしていない。

イ 以上によれば、1審原告164に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと､ 弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告165】

1 認定事実

承継前1審原告1，65は、昭和27年に香川県で出生し、平成29年4月4日

に死亡した。1審原告165は、承継前1審原告165の配偶者であり、相続に

よって、承継前1審原告165の本件訴訟に関する損害賠償請求権を取得し、訴

訟を承継した。
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承継前1審原告165の現本籍は、本件地域一覧の香川県の欄にある特定の地

域における「現在地」欄に記載されている。

承継前1審原告165は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄

に氏名、役職名、住所、電話番号及び生年を掲載された。

(甲255，3．44）

2 判断

（1）差止請求について

当該請求は承継前1審原告165の死亡により終了した。

（2）損害賠償請求について

－一－

ア 上記1によれば、承継前1審原告165の現本籍は本件地域にあると認め

られる。そして、承継前1審原告165の現本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 承継前1審原告165は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らか

にして、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、

その活動などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても

（乙473，489，490）、ホームページの下部の階層に掲載されている

といった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとま

では認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開したりしたとも認

められない。したがって、本件人物一覧のうち承継前1審原告165に関す

る部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

ウ 以上によれば、承継前1審原告165に対する慰謝料は3万円が相当であ

り、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円

の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告166】

1 認定事実
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1審原告166は、昭和43年に香ﾉl1県で出生した。

1審原告166の現住所は、本件地域一覧の香川県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告166の夫は、本件人物一覧の「部落解放同盟香川県連合会役員」の

欄に氏名、役職名及び住所を掲載された。

(甲256，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告166の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告166の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告166は、

本件地域一覧の「香川県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告166の差止

請求は本件地域一覧の「香川県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告166の夫に関する記載があるとしても、これに

よって直ちに1審原告166のプライバシ(－権が侵害されたとは認められず、

他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告166に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度
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で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告167】

1 認定事実

1審原告167は、昭和21年に鹿児島県で出生した。

1審原告167'の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の香j||県の欄にある特定
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の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告167の夫は、本件人物一覧の「部落解放同盟香川県連合会役員」の

欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲257，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告167の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告167の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告167は、本件地域一覧の「香川県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告167の差止請求は本件地域一覧の「香川県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告167の夫に関する記載があるとしても、これに

よって直ちに1審原告167のプライバシー権が侵害されたとは認められず、

他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告167に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

一．

６
●

。

●
●

●
●

鯵
●

●
も

も
●

●
●

ｅ

●
谷

●
●

●
●

凸

寺
●

●
寺

●

●
●

●

へ

【1審原告168】

1 認定事実

1審原告168は、昭和28年に愛媛県松山市（現在の地名）で出生し、現在

は1審原告解放同盟愛媛県連合会委員長を務めている。

1審原告168の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の愛媛県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。
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1審原告168は、本件人物一覧の「部落解放同盟愛媛県連合会役員」の欄に

氏名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

(甲258，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告168の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められるbそして、1審原告168の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告168は、本件地域一覧の「愛媛県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告168の差止請求は本件地域一覧の「愛媛県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告168は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙475）、特

定の学会の機関紙における活動報告の過程で紹介されたにとどまるといった

掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認め

るに足りず、これを自らインターネット上に公開したりしたとも認められな

い。したがって、本件人物一覧のうち1審原告168に関する部分は、住所

を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告168に対する慰謝料は2万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告169】

1 認定事実
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1審原告169は、昭和28年に高知県で出生した。

1審原告169の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の高知県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告169は、本件人物一覧の「部落解放同盟高知県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲259，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告169の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告169の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告169は、本件地域一覧の「高知県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告169の差止請求は本件地域一覧の「高知県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告169が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙476）、第三者が開設す

るブログの特定の日に掲載されたものであるといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告169に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告169に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告171】

1 認定事実

1審原告171は、昭和55年に福岡市で出生した。

1審原告171の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告171は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名及び住所（ただし番地以下の記載がないもの）を掲載された。

（甲261，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告171の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告171の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告171は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告171の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告171は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙478）、ホ

ームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告171に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権

を侵害するものと認められる（住所は、地番以下の記載がなく、これが1審

原告171のプライバシー権を侵害することを認めるに足りる的確な証拠は
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ない。 ）。

イ 以上によれば、1審原告171に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告172】

1 認定事実

1審原告172は、昭和34年に福岡市で出生した。

1審原告172の現住所は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告172は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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(甲262，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告172の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告172の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告172は、

本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告172の差止

請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告172は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも2回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙298，3

85，479）、講師等として多数の人名とその肩書が羅列されていることや

へ
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ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告172に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告172に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
一

【1審原告173】

1 認定事実

1審原告173は、昭和57年に福岡市で出生した。

1審原告173の従前戸籍として記載のある地名は、本件地域一覧の福岡県の

欄にある特定の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告173は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、旧姓及び生年を掲載されるとともに、「福岡市の被差別部落の生ま

れ」とも記載された。
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(甲263，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告173の従前本籍は本件地域にあることを認めら

れる。しかしながら、証拠（乙480，64 5)及び弁論の全趣旨によれば、

1審原告173は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、その

関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動がイン

ターネット上に掲載された上、自らが部落出身であることを明らかにしたドキ

ュメンタリー映像を収録したDVDをインターネット上で販売していたこと
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が認められることに照らすと、1審原告173は、本件地域一覧の「福岡県」

欄の記載が公表されることによって、法的利益が侵害されるおそれがあるとま

では認められず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、

当該請求は理由がない。

(2)損害賠償請求について

ア 上記(1)で述べたところによれば、本件人物一覧の1審原告173に関する

部分が、そのプライバシー権を侵害するとまでは認められず、他にこれを認

めるに足りる的確な証拠はない。
角

イ 以上によれば、当該請求は理由がない。

【1審原告174】

1 認定事実

1審原告174は、昭和4年に福岡県古賀市で出生した。

ユ審原告174の前住所は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

' 1審原告174は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲264，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告174の前住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告174の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告174は、

本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告174の差止

請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。
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(2)損害賠償請求について

ア 1審原告174が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ1、

上に掲載されていることが認められるとしても（乙481）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告174に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告174に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は30 00円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告175】

1 認定事実

1審原告175は、昭和35年に福岡県北九州市で出生した。

1審原告175は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲265）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告175に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

、

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告175は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙482）、第

三者の開設したブログの特定の日の記載であるといった掲載の態様等に照
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らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これ

を自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本

件人物一覧のうち1審原告175に関する部分は、住所を除き、そのプライ

バシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告175に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告176】

1 認定事実

1審原告176は、昭和40年に福岡県小郡市で出生した。

1審原告176は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、勤務先（役職を含む）

及び生年月日を掲載された。

（甲266）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告176に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙483）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告176が1審原告

解放同盟に加盟している事実、生年月日及び勤務先はウイキペデイアに掲載

されていることが認められることに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告

176に関する部分は、電話番号の限度で､ そのプライバシー権を侵害する

ものと認められる。
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イ 以上によれば、1審原告176に対する慰謝料は5000円が相当であり、
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上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は500円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告177】

1 認定事実

1審原告177は、昭和18年に福岡県で出生し、平成10年から1審原告解

放同盟の中央委員会執行委員長を務めていた。

1審原告177の現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告177は､本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号、勤務先（役職を含む）及び生

年月日を、「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に氏名、役職名、住所（ただし

誤っているもの）及び生年月日を掲載された。
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告177の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告177の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告177は、

本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告177の差止

請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙298，381，385，388，457，661）及び弁論の

全趣旨によれば、1審原告177が1審原告解放同盟に加盟している事実は

ウィキペデイアに掲載されており、さらに自らこれを明らかにして継続的に

へ
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講演活動を行い、その活動内容がインターネット上に掲載されていたことが

認められることなどに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告177に関す

る部分は、電話番号及び勤務先の限度で、そのプライバシー権を侵害するも

のと認められる。

イ 以上によれば、1審原告177に対する慰謝料は1万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告178】

1 認定事実

1審原告178は、昭和33年に福岡県北九州市で出生した。

1審原告178の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告178は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

（甲267，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告178の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告178の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告178は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告178の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告178が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット
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上に掲載されていることが認められるとしても（乙484）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告178に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告178に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告179】

1．認定事実

、1審原告179は、昭和24年に福岡県宮若市（現在の地名）で出生した。

1審原告179の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄にある地

名の一部としても記載されている。

1審原告179は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名（ただし従前のもの)、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号

を掲載された。
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(甲268，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告179の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告179の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告179は、本件地域一覧の「福岡県」 欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、
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1審原告179の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告179が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙746）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告179に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害する

ものである（役職名は従前のものであるとしても、これをもって直ちに上記

の認定判断が左右されるものではない｡)。

イ 以上によれば、1審原告179に対する慰謝料は2万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ
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【､1審原告180】

1 認定事実

1審原告180は、昭和26年に福岡県中間市にて出生し、現在は1審原告解

放同盟中間市協議会副委員長及び中間市議会議員を務めている。

1審原告180の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告180は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし市までの記載しかないもの）及び電話番号を掲載さ

~

れた。

(甲269，344）

内

2 判断

（1） 差止請求について
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上記1によれば、1審原告180の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告180の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告180は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告180の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について ，

ア 1審原告180が、平成15年5月7日開催の中間市議会において、自ら

1審原告解放同盟に加盟している事実を述べており、それが同市議会会議録

に掲載され、インターネット上で公開されていることが認められるとしても

（乙663）、15年以上前の議事録の自己紹介に関する部分を確認する者

は限定されると考えられることなどに照らすと、上記事実が一般に広く知ら

れていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開して

いたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告180に

関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告180に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告181】

1．認定事実

1審原告181は、昭和14年に福岡県小郡市にて出生した。

1審原告181の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告181は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。
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(甲270，344）

2 判断

．(1)差止請求について

上記1によれば、1審原告181の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告181の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告181は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告181の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告181が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙485，664)、ホー

ムページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告181に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するも

のである。

イ 以上によれば、1審原告181に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告182】

1 認定事実

1審原告182は、昭和25年に福岡県北九州市で出生した。

1審原告182の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。
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1審原告182は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし番地以下の記載がないもの）及び電話番号を掲載さ

れた･

(甲33 1，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告182の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告182の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告182は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告182の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告182が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙536）、市の住宅政策

審議会の委員名簿に多数の者とともに記載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告182に関する部分は、住所を除き、そのプラ

イバシー権を侵害するものである（住所は、地番以下の記載がなく、これが

1審原告182のプライバシー権を侵害することを認めるに足りる的確な

証拠はない｡)。

イ 以上によれば、1審原告182に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告183】

1 認定事実

1審原告183は、昭和22年に福岡市で出生した。

1審原告183の提訴時住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある

特定の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告183は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名､､役職名、住所（提訴時のものだが、部屋番号の記載がないもの）及び電話

番号を掲載された。

（甲271，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告183の提訴時住所及び現本籍は本件地域にある

と認められる。そして、1審原告183の提訴時住所又は現本籍が本件地域に

あること等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠

はないから、1審原告183は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表さ

れることによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。し

たがって、1審原告183の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で

理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙384，400，486）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告

183は、平成15年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として福岡市議

会議員選挙に立候補し当選し、また、自らが1審原告解放同盟に加盟してい

る事実を明らかにしてネットニュースのインタビューに応じていることが認

められることに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告183に関する部分

は、住所及び電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認め

られる（部屋番号の記載がないことにより、上記の認定判断が左右されるも

へ

８
０

巴

●
●

●

●
●

●
●

Ｇ
●

巳
●

●
●

Ｃ
わ

●
●

●
●

●

●
ｏ

心
●

●

●
●

●

L＝

261



のではない｡)。

イ 以上によれば、1審原告183に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告184】

1 認定事実

1審原告184は、昭和27年に福岡市で出生し、現在は1審原告解放同盟福

岡市協議会執行委員を務めている。

1審原告184の現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告184は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

（甲272，344）

2 判断

（1）差止請求について

‐上記1によれば、1審原告184の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告184の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告184は、

本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告184の差止

請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告184は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙487）、ホ
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！

－ムページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人

物一覧のうち1審原告184に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告184に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告185】

1 認定事実

1審原告185は、昭和24年に福岡県直方市で出生した。

1審原告185の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告185は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。
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(甲273，344）一

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告185の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告185の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告185は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告185の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告185が1審原告解放同盟に加盟している事実は一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、本件人物一覧のうち

1審原告185に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害す

るものである（1審原告185が直方市議会議員として自らインターネット

上に電話番号を公開していたとしても（乙488）、上記の認定判断が左右さ

れるものではない｡)。

イ 以上によれば、1審原告185に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告186】

1 認定事実

1審原告186は、昭和21年に福岡県久留米市で出生し、現在は1審原告解

放同盟筑後地区協議会委員長を務めている。

1審原告186の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告186は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲145，344）

2 判断
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(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告186の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告186の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告186は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、
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1審原告186の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告186は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行うなどし、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙34

3，485，505，6 64)、ホームページの下部の階層に掲載されている

といった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとま

では認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認め

られない。したがって､本件人物一覧のうち1審原告186に関する部分は、

そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告186に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告187】

1 認定事実

1審原告187は、昭和24年に福岡県で出生し、現在は1審原告解放同盟福

岡県連合会副委員長を務めている。

1審原告187の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告187は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

所属県連合会、住所及び電話番号を、「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に氏

名、住所及び電話番号を掲載された。

.‐

(甲274，344）

2 判断

（1） 差止請求について
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L

上記1によれば、1審原告187の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告187の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告187は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告187の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告187が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙489， 644）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告187に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するもの

一

● C
● ●

● ● ● 心

● ●

● ● ● ●
● ● ●

● ● ●
●

● ●

●
●

●
●

●

●
●

●

である。

イ 以上によれば、1審原告187に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。~

【1審原告188】

1 認定事実

1審原告188は、昭和15年に福岡県飯塚市で出生した。

1審原告188の前住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告188は､本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び生年を、「部落解放同盟福

岡県連合会役員」の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話
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番号を掲載された。

(甲275，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告188の前住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告188の前住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告188は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告188の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告188が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙489，490）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

の1審原告188に関する部分は、住所の部分を除き、そのプライバシー権

を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告188に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は25 00

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告189】

1 認定事実

1審原告189は、昭和28年に福岡県柳川市で出生した。

1審原告189の改製原戸籍の本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定
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の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告189は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲276，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告189の過去又は現在の本籍は本件地域にあると

認められる。そして、1審原告189の上記の本籍が本件地域にあること等が

既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1

審原告189は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによっ

て、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審

原告189の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告189は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行うなどし、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙34

3，484，491，643，664）、ホームページの下部の階層に掲載さ

れているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られて

いたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していた

とも認められない。．したがって、本件人物一覧のうち1審原告189に関す

る部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告189に対する慰謝料は2万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告190)’
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1 認定事実

1審原告190は、昭和43年に福岡市で出生した。

1審原告190の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告190は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」欄に氏

名、役職名、住所（市の名称に誤りがあるもの）及び電話番号を掲載された。

(甲277，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告190の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告190の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告190は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告190の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告190は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙492）、電

子化された定期刊行物内の紹介文中に掲載されているにすぎないといった掲

載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認める

に足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。

したがって、本件人物一覧のうち1審原告190に関する部分は、そのプラ

イバシー権を侵害するものである（住所は市の名称に誤りがあるが、区以下

の記載は現住所と合致し、電話番号の市外局番と併せると、1審原告190

の現住所と同一のものであると容易に理解できるものであるから、上記の認
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定判断を左右するものではない｡)。

イ 以上によれば、1審原告190に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告191】

1 認定事実

1審原告191は、昭和15年に大阪市で出生した。

1審原告191の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」欄に記載されており、その「現在地」欄にある地

名の一部としても記載されている。また、1審原告191の父の出生時の本籍は、

本件地域一覧の徳島県の欄にある特定の地域における「部落所在地｣、「部落名」

及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告191は､本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に、

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲278，344，490）

2 判断
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(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告191の現住所及び現本籍並びに父の出生時の本

籍は本件地域にあると認められる。そして、1審原告191の現住所、現本籍

又は父の出生時の本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知られてい

ることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告191は、本件地域

一覧の「福岡県」及び「徳島県」欄の記載が公表されることによって、人格的

な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告191

の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」及び「徳島県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について
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ア 証拠（乙493，6 50)及び弁論の全趣旨によれば、1審原告191は

部落解放運動に参画していることを自ら明らかにして部落解放運動に関する

書籍を出版し、これをインターネット上でも販売しており、さらに、自らが

1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、その関係者以外の者

を対象とした研修に講師として参加したことが認められることに照らすと、

本件人物一覧のうち1審原告191に関する部分は、電話番号の限度で、そ

のプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ以上によれば、1審原告191に対する慰謝料は1万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告192】

1 認定事実

1審原告192は、昭和48年に福岡県で出生した。

1審原告192の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄にある地名の一部として記載されている。

1審原告192は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。
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(甲332，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告192の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告192の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告192は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、
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1審原告192の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告192が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

卜上に掲載されていることが認められるとしても（乙494，665）、ホー

ムページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、
e

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開したりしていたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち1審原告192に関する部分は、住所を除き、そのプライバ

シー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告192に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告193】

1 認定事実

1審原告193は、昭和53年に福岡市で出生した。

1審原告193の現住所は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告193は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名及び住所（ただし市までの記載しかないもの）を掲載された。

一

(甲279，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告193の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告193の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告193は、
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ザ

本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告193の差止

請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告193が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙494，665）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告193に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を

侵害するものである（住所は、市までの記載にとどまるから、1審原告19

3のプライバシー権を侵害するとは認められない｡)。

イ 以上によれば、1審原告193に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告195】

1 認定事実

1審原告195は、昭和29年に京都市にて出生し、現在は1審原告解放同盟

門司地区協議会書記長などを務めている。

1審原告195は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、1審原告解放同盟における所属協議会、住所（ただし誤っているもの）及

一

幸

ぴ電話番号を掲載された。

(甲280）

2 判断

（1） 差止請求について
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本件地域一覧に1審原告195に関する記載は認められないから、当該請求，

は理由がない。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告195が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙495）、上記の掲載は

本件人物一覧の公開後である平成29年5月である上、ホームページの下部

の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般

に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上

に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原

告195に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するもの

である。

イ 以上によれば、1審原告195に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告196】

1 認定事実

1審原告196は、昭和17年に福岡県古賀市で出生した。

1審原告196の前住所は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告196は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

へ

(甲281，344）

2 判断

k

(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告196の前住所は本件地域にあると認められる。
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そして、1審原告196の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告196は、

本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告196の差止

請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 証拠（乙496）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告196は1審原告

解放同盟に加盟している事実を明らかにして選挙活動を行い、平成23年4

月に行われた古賀市議会議員選挙に立候補し当選したことが認められること

に照らすと、本件人物一覧のうち1審原告196に関する部分は、住所及び

電話番号の限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告196に対する慰謝料は･2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告197】

1 認定事実

1審原告197は、昭和23年に福岡県筑紫野市で出生した。

1審原告197の前住所は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告197は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名及び叔父の名前を掲載された。

へ

(甲333，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告197の前住所は本件地域にあると認められる。

275



｡

｡ ②

｡ ① ｡

＠

●

｡
⑨

由 ｡

｡ ＠

｡ 回 ｡

｡ 口 ｡ 巴

●

｡

｡ ｡
｡ ｡

⑨

② ⑨ ｡

そして、1審原告197の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告197は、

本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告197の差止

請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(3) 損害賠償請求について

ア 1審原告197が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙485，664）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

の1審原告197に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものであ

る。

イ 以上によれば、1審原告197に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告198】

1 認定事実

1審原告198は、昭和32年に福岡県飯塚市（現在の地名）で出生し、現在

は1審原告解放同盟飯塚市協議会書記長を務めている。

1審原告198の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落名」欄に記載されている。

1審原告198は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

(甲92，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告198の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告198の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか、

ら、1審原告198は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によづて、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告198の差止請求は本件地域一覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告198が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネッ

ト上に掲載されていることが認められるとしても（乙286，668）、ホー

ムページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、

上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイ

ンターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一

覧のうち1審原告198に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するも

のである。

イ 以上によれば、1審原告198に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告199】

1 認定事実

ロ

1審原告199は、昭和23年に福岡市で出生した。

1審原告199の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の福岡県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告199は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、
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役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び生年を、「部落解放同盟福

岡県連合会役員」の欄に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話

番号を掲載された。

(甲282，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告199の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる･そして、1審原告199の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告199は、本件地域一覧の「福岡県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告199の差止請求は本件地域F覧の「福岡県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告199が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙287，343，484，

485，497，664）、ホームページの下部の階層に掲載されているとい

った掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは

認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められ

ない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告199に関する部分は、住

所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告199に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500
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円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告201】

1 認定事実
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1審原告201は、昭和25年に佐賀県唐津市で出生した。

1審原告201の現本籍は、本件地域一覧の佐賀県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」欄に記載されている。

1審原告201は、本件人物一覧の「部落解放同盟佐賀県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

(甲283，490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告201の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告201の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

へ

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告201は、

本件地域一覧の「佐賀県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告201の差止

請求は本件地域一覧の「佐賀県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告201は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らか

にして、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、

その活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙4

98）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等

に照らすと、上記事実が一般に広く知られているとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告201に関する部分は、住所を除き、そのプラ

イバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告201に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告202】

1 認定事実

1審原告202は、昭和25年に長崎市で出生した。

1審原告202の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の長崎県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告202は、本件人物一覧の「部落解放同盟長崎県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。へ

(甲284，490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告202の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告202の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告202は、本件地域一覧の「長崎県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告202の差止請求は本件地域一覧の「長崎県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告202が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙499）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告202に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害する

ものである。

イ 以上によれば、1審原告202に対する慰謝料は2万500 0円が相当で
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あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告203】

1 認定事実

1審原告203は、昭和22年に熊本県にて出生し、現在は1審原告解放同盟

熊本県連合会書記長を務めている。

1審原告203の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の熊本県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告203は、本件人物一覧の「部落解放同盟熊本県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告203の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告203の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告203は、本件地域一覧の「熊本県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告203の差止請求は本件地域一覧の「熊本県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告203が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙500，6 70)、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

一
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のうち1審原告203に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告203に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告204】

1 認定事実

1審原告204は、昭和31年に熊本県で出生した。

1審原告204は、本件人物一覧の「部落解放同盟熊本県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

（甲334）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告204に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告204が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙500，670）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告204に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するもの
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である。

イ 以上によれば、1審原告204に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1000円の限度

〃
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で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告205】

1 認定事実

1審原告205は、昭和28年に熊本県菊池市で出生した。

1審原告205の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の熊本県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告205は、本件人物一覧の「部落解放同盟熊本県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

へ

(甲286，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告205の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告205の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告205は、本件地域一覧の「熊本県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告205の差止請求は本件地域一覧の「熊本県｣欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告205は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、そ

の活動などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙

500，501，670）、多数の演題・講演者が羅列されていたり、ホーム

ページの下部の階層に掲載されていたりするといった掲載の態様等に照ら

すと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを

自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件
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人物一覧のうち1審原告205に関する部分は、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、1審原告205に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告206】

1 認定事実

1審原告206は、昭和19年に大分県で出生し、現在は1審原告解放同盟大

分県連合会委員長を務めている。

1審原告206の現住所は、本件地域一覧の大分県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告206の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告206の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告206は、本件地域一覧の「大分県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告206の差止請求は本件地域一覧の「大分県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告206に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告206に対する慰謝料は1万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ
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【1審原告207】

1 認定事実

1審原告207は、昭和17年に宮崎県延岡市で出生し、現在は1審原告解放

同盟宮崎県連合会副委員長を務めている。

1審原告207の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の宮崎県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告207は、本件人物一覧の「部落解放同盟宮崎県連合会役員」の欄に

氏名、住所及び電話番号を掲載された。

＆

へ

(甲287，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告207の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告207の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告207は、本件地域一覧の「宮崎県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告207の差止請求は本件地域一覧の「宮崎県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告207が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙502）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告207に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告207に対する慰謝料は3万円が相当であり、上
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記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告208】

1 認定事実

1審原告208は、昭和24年に宮崎県えびの市（現在の地名）で出生した。

1審原告208は、本件人物一覧の「部落解放同盟宮崎県連合会役員」の欄に

氏名、住所及び電話番号を掲載された。へ

(甲288）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告208に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告208は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙50

3）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告208に関する部分は、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告208に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告209】

1 認定事実

1審原告209は、昭和22年に宮崎県えびの市（現在の地名）で出生した。

1審原告209の前住所は、本件地域一覧の鹿児島県の欄にある特定の地域に

おける「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告209は、本件人物一覧の「部落解放同盟宮崎県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲289，344）へ

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告209の前住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告209の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないからく1審原告209は、

本件地域一覧の「鹿児島県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利

益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告209の差

止請求は本件地域一覧の「鹿児島県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告209が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙504）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告209に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告209に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告210】

1 認定事実

1審原告210は、昭和52年に鹿児島県日置市で出生した。

1審原告210の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の鹿児島県の欄にある特

定の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告210は、本件人物一覧の「部落解放同盟鹿児島県連合会役員」の欄

に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。へ

(甲290，344)

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告210の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告210の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告210は、本件地域一覧の「鹿児島県」欄の記載が公表されるこ

とによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがっ

て、1審原告210の差止請求は本件地域一覧の「鹿児島県」欄の限度で理由
６
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がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告210は自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかに

して、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、そ

の活動がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙50

5）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告210に関する部分は、そのプライバシー権を
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侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告210に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は30 00円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告211】

1 認定事実

1審原告211は、昭和25年に鹿児島県で出生し、平成28年まで1審原告

解放同盟鹿児島県連合会委員長を務めていた。

1審原告211の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の鹿児島県の欄にある特

定の地域における「部落所在地」欄に記載されており、「現在地」欄にある地名の
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(甲336，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告211の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告211の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告211は、本件地域一覧の「鹿児島県」欄の記載が公表されるこ

とによって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがっ

て、1審原告211の差止請求は本件地域一覧の「鹿児島県」欄の限度で理由

がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告211に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告211に対する慰謝料は1万500 0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 500

へ
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円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告212】

1 認定事実

1審原告212は、昭和22年に東京都で出生し、現在は1審原告解放同盟神

奈川県連合会副委員長を務めている。

1審原告212の配偶者の従前本籍は、本件地域一覧の長野県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」欄に記載されており、「現在地」欄にある地名の一
へ

部としても記載されている。

1審原告212は、本件人物一覧の「部落解放同盟神奈川県連合会役員」の欄

に氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。
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2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告212の配偶者の従前本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告212の配偶者の従前本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか一

ら、1審原告212は、本件地域一覧の「長野県｣ 欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告212の差止請求は本件地域一覧の「長野県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告212は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙433，

434，506，640)、多数の人名やその肩書が羅列され、ホームペー

ジの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事
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実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインター

ネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のう

ち1審原告212に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害

するもの・である。

イ 以上によれば、1審原告212に対する慰謝料は2万500．0円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告213】

1 認定事実

1審原告213は、昭和29年に滋賀県で出生し、現在は滋賀県連合会書記長

代行を務めている。

1審原告213の戸籍謄本に記載された配偶者の婚姻前の本籍は、本件地域一

覧の茨城県の欄にある特定の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記

載されている。

1審原告213は、本件人物一覧の「部落解放同盟滋賀県連合会役員」の欄に

氏名、役職名及び住所（ただし誤っているもの）を掲載された。

（甲123，344，490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告213の配偶者の従前本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告213の配偶者の従前本籍が本件地域にあること
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等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告213は、本件地域一覧の「茨城県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告213の差止請求は本件地域一覧の「茨城県」欄の限度で理由がある。
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(2)損害賠償請求について

ア 1審原告213は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした研修を少なくとも’回行い、その活動など

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙314，4

89)、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等

に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告213に関する記載は、住所を除き、そのプラ

イバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告213に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告214】

1 認定事実

1審原告214は、昭和29年に滋賀県で出生した。

1審原告214の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の滋賀県の欄にある特定

の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告214は、本件人物一覧の「部落解放同盟滋賀県連合会役員」の欄に

氏名、役職名及び住所（ただし市までの記載しかないもの）を掲載された。

一

(甲93，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告214の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告214の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか
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ら、1審原告214は、本件地域一覧の「滋賀県｣ 欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告214の差止請求は本件地域一覧の「滋賀県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告214が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙671）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告214に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害する

ものである（住所は、市までの記載があるにとどまり、これが1審原告21

4のプライバシー権を侵害することを認めるに足りる的確な証拠はない｡)。

イ 以上によれば、1審原告214に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと､､弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告215】

1 認定事実

1審原告215は、昭和26年に大阪府で出生した。

1審原告215の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の滋賀県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告215は、本件人物一覧の「部落解放同盟滋賀県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの)、電話番号及び議員であることを掲

へ

載された。

(甲292，344）

2 判断
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(1) 差止請求について

上記1によれば、1審原告215の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告215の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告215は、本件地域一覧の「滋賀県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告215の差止請求は本件地域一覧の「滋賀県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告215は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙507，

651）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告215に関する部分は、住所及び議員であるこ

とを除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告215に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告216】

1 認定事実

1審原告216は、昭和26年に大阪府寝屋川市で出生した。

1審原告216の現住所は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定の地域にお

ける「現在地」欄に記載されている。

1審原告216は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の欄に
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氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの)、議員であること及びフェイスブッ

クのURLを掲載された。

（甲293，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告216の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告216の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告216は、

本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告216の差止

請求は本件地域一覧の「大阪府」,欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙508）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告216は、平成1

7年9月に行われた衆議院議員総選挙において1審原告解放同盟に加盟し

ている事実を明らかにして選挙活動を行っていたと認められ、上記事実は一

般に広く知られていると推認される。したがって、本件人物一覧のうち1審

原告216に関する部分は、そのプライバジー権を侵害するものとは認めら

れない。

イ 以上によれば、1審原告216に対しる慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすど、弁護士費用は1 000円の限度

． で相当因果関係のある損害と認められる。 ノ
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【1審原告217】

1 認定事実

1審原告217は、昭和29年に大阪府貝塚市で出生し、現在は貝塚市人権協

会会長を務めている。
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1審原告217の現住所及び現本籍は、 本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告217は、本件人物一覧の「部落解放同盟大阪府連合会役員」の「大

阪府連支部」の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

(甲294，344）

2 判断

（1）差止請求について

’ 上記1によれば、1審原告217の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告217の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告217は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告217の差止請求は本件地域一覧の「大阪府｣欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告217は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

一がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙509）、電

子化された平成26年開催の講演会の案内に掲載されたといった掲載の態

様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足り

ず、これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したが

って、本件人物一覧のうち1審原告217に関する部分は、そのプライバシ

ー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告217に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告218】

1 認定事実

1審原告218は、昭和22年に兵庫県三田市で出生し、現在は1審原告解放

同盟中央本部副執行委員長及び兵庫県連合会委員長を務めている。

1審原告218の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の大阪府の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告218は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
へ

(甲295，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告218の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告218の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認める に足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告218は、本件地域一覧の「大阪府」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告218の差止請求は本件地域一覧の「大阪府」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告218が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙510，635，654）、

ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照ら

すと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを

自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件

人物一覧のうち1審原告218に関する部分は、そのプライバシー権を侵害

するものである。

イ 以上によれば、1審原告218に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

。
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記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告219】

1 認定事実

1審原告219は、昭和25年に兵庫県尼崎市で出生し、現在は1審原告解放

同盟兵庫県連合会書記長などを務めている。

1審原告219の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告219は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」及び「部落

解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に氏名、役職名及び住所（ただし番地の記載が

一

ないもの）を掲載された。
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(甲296，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告219の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、 1審原告219の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告219は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告219の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告219は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙489，

511，512，654，655，749）、ホームページの下部の階層に掲

へ
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載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知ら

れていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開して

いたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告219に

関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告219に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告220】

1 認定事実

1審原告220は、昭和31年に兵庫県丹波市（現在の地名）で出生し、現在

は1審原告解放同盟兵庫県連合会執行委員及び女性部長を務めている。

1審原告220の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告220は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の「女

性部」の欄に氏名を掲載された。

●
●

● ●

● e ● ●

● ●

●
● ● ●
● ● ●

● ● ●
●

● ●

●
●

●
●

●

●
●

ら

(甲144，344）一

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告220の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告220の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告220は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告220の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告220は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも2回行い、その活動

などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙341、

445，514，520，679)、ホームページの下部の階層に掲載されて

いるといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていた

とまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開していたとも

認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告220に関する部

分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告220に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告221】

1 認定事実

1審原告221は、昭和11年に兵庫県篠山市で出生した。

1審原告221の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告221は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所、電話番号及び議員であったことを掲載された。

一

(甲297，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告221の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告221の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告221は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること
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によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告221の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

121損害賠償請求について

ア 1審原告221が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙510，512，654，

655）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない．したがって、

本件人物一覧のうち1審原告221に関する部分は、議員であったことを除

き、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告221に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告222】

1 認定事実

1審原告222は、昭和24年に兵庫県姫路市で出生し、現在は部落解放兵庫

県企業連合会理事長を務めている。

1審原告222の現住所は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告222は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」及び「部落

解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載され

/へ

L

4

一

た。

(甲298，344）

2 判断

（1） 差止請求について
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上記1によれば、1審原告222の現住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告222の現住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告222は、

本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告222の差止

請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告222が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙513，654）、ホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告222に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するもの

である。

イ 以上によれば、1審原告222に対する慰謝料は 3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

●
9

● ●

● ●
● ●

● ●

● ● ● ●
● ● ●

● ● ●
●

、 ●

●

●

● ●

●

● ●

●

へ

【1審原告223】

1 認定事実

1審原告223は、昭和16年に兵庫県明石市で出生し、現在は1審原告解放

同盟西八木支部の支部長を務めている。

1審原告223の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

1審原告223は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。
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(甲299，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告223の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告223の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告223は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告223の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告223は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙514，

520）、平成23年1月開催の集会の開催案内を電子化したものやホーム

ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告223に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するもの
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である。

イ 以上によれば、1審原告223に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
q

【1審原告224】

1 認定事実

1審原告224は、昭和35年に兵庫県加古川市で出生し、現在は1審原告解
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I

放同盟兵庫県連合会委員を務めている。

1審原告224の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告224は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号（ただし誤っている

もの）を掲載された。
●

(甲300，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告224の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告224の現住所又は現本籍が本件地域にあること

へ
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ら、1審原告224は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告224の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告224は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象としたイベントのコーディネーターを少なくと

も1回努め、その活動などがインターネット上に掲載されたことが認められ

るとしても（乙512，515，655）、ホームページの下部の階層に掲載

されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知られ

ていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開してい

たとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告224に関

する部分は、住所及び電話番号を除き、そのプライバシー権を侵害するもの

である。

イ 以上によれば、1審原告224に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

へ
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記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告225】

1 認定事実

1審原告225は、昭和24年に兵庫県伊丹市で出生した。

1審原告225の現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告225は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

へ

(甲301，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告225の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告225の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告225は、

本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告225の差止

請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告225は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙516）、ホ

ームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らす

と、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自

らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人
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物一覧のうち1審原告225に関する部分は、そのプライバシー権を侵害す

るものである。

イ 以上によれば、1審原告225に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告227】

1 認定事実

1審原告227は、昭和17年に兵庫県伊丹市で出生し、現在1審原告解放同

盟兵庫県連合会副委員長を務めている。1審原告227の父親は、大正6年に兵

庫県伊丹市で出生し、1審原告解放同盟伊丹支部の支部長などを務め、平成17

年に死亡した。

1審原告227の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告227の父親は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」

の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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(甲302，344）へ

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告227の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告227の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告227は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告227の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 本件人物一覧に1審原告227の父親に関する記載があるとしても、これ

をもって直ちに1審原告227のプライバシー権が侵害されたとは認めら

れず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、1審原告227に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告228】

1 認定事実

1審原告228は、昭和15年に兵庫県伊丹市で出生した。

1審原告228の現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告228は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所（ただし誤っているもの）及び電話番号を掲載された。

（甲303，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告228の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告228の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告228は、

本件地域一覧の｢兵庫県｣欄の記載が公表されることによって､人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告228の差止

請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告228が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙517，519）、ホーム
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ページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上

記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らイン

ターネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧

のうち1審原告228に関する部分は、住所を除き、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告228に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
へ

【1審原告229】

1 認定事実

1審原告229は、昭和20年に兵庫県で出生した。

1審原告229の現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告229は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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(甲304，344）へ

2 判断
L

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告229の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告229の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告229は、

本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告229の差止

請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告229が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙518）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告229に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告229に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告230】

1 認定事実

1審原告230は、昭和12年に兵庫県伊丹市で出生した。

1審原告230の現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。
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(甲305，344）

2 判断

（1） 差止請求について

上記1によれば、1審原告230の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告230の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告230は、

本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告230の差止

請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告230と特定するに足りる記載は認められない。

へ
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イ 以上によれば、1審原告230に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告231】

1 認定事実

1審原告231は、昭和11年に兵庫県加古川市で出生した。

1審原告231の前住所は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告231は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の「女

性部」の'欄に氏名を掲載された。
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(甲306，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告231の前住所は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告231の前住所が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告231は、

本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、’審原告23，の差止

請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告231は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも’回行い、その活動

へ

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙514，5

20）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等

に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、
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これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧の女ち1審原告231に関する部分は、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告231に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は20 00円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告232】

1 認定事実

1審原告232は、昭和28年に兵庫県丹波市で出生し、現在は1審原告解放

同盟兵庫県連合会副委員長を務めている。

1審原告232の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告,232は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名及び住所を掲載された。
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(甲307，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告232の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告232の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告232は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告232の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告232は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

へ
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その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙521，6

54）、平成21年8月に刊行された会報誌を電子化したものやホームペー

ジの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事

実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインター

ネット上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のう

ち1審原告232に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものであ

る。

イ 以上によれば、1審原告232に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告233】

1 認定事実

1審原告233は、昭和30年に兵庫県加西市で出生し、現在は1審原告解放

同盟兵庫県連合会書記長を務めている。

1審原告233の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告233は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、住所（ただし番地までの記載しかないもの）及び議員であることを掲載さ

れた。

（甲308，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告233の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告233の現住所又は現本籍が本件地域にあること

へ
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等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告233は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告233の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県｣欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告233が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されでいることが認められるとしても（乙523）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

審原告233に関する部分は、住所及び議員であることを除き、1審原告2

33のプライバシー権を侵害するものである（住所は、番地までの記載にと

どまり、これが1審原告233のプライバシー権を侵害することを認めるに

足りる的確な証拠はない｡)。

イ 以上によれば、1審原告233に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告234】

1 認定事実

1審原告234は、昭和30年に兵庫県で出生した。

1審原告234の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落所在地｣、「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告234は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所、電話番号及び市議会議員であることを掲載された。

(甲309，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告234の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告234の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告234は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告234の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告234が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙524，656）くホーム

ページの下部の階層に掲載されていることや第三者の開設するブログの特

定の日に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般
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に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上

に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原

告234に関する部分は、市議会議員であることを除き、そのプライバシー

権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告234に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告235】

1 認定事実

1審原告235は、昭和48年に神戸市で出生した。

1審原告235の現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定の地域にお

ける「部落名」欄に記載されている。

314‐



1審原告235は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

(甲310，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告235の現本籍は本件地域にあると認められる。

そして、1審原告235の現本籍が本件地域にあること等が既に一般に広く知

られていることを認めるに足りる的確な証拠はないから、1審原告235は、

本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されることによって、人格的な利益

が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、1審原告235の差止

請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告235は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動
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などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙525、

654）、ホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様

等に照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、

これを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告235に関する部分は、そのプライバシー権を

侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告235に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

一

【1審原告236】

1 認定事実
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1審原告236は、昭和38年に兵庫県芦屋市で出生した。

1審原告236は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名（ただし名がひらがなで記載されているもの) 、役職名、住所（ただし誤って

いるもの)、電話番号及び市議会議員であることを掲載された。

(甲311）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告2，36に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 証拠（乙526）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告236は自身のホ

ームページ上で1審原告解放同盟における役職名を自ら公開していること

が認められることに照らすと、本件人物一覧のうち1審原告236に関する

部分は、電話番号の限度において、そのプライバシー権を侵害するものと認

められる。

イ 以上によれば、1審原告236に対する慰謝料は5 000円が相当であり、

上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は500円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告237】

1 認定事実

1審原告237は、昭和11年に兵庫県尼崎市で出生し、現在は1審原告解放

同盟兵庫県連合会支部の顧問を務めている。

1審原告237の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

(甲312，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告237の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告237の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告237は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告237の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告237に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告237に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告238】

1 認定事実

1審原告238は、昭和19年に兵庫県で出生した。

1審原告238の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告238は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名（ただし姓の漢字に誤りがあるもの）を掲載された。

へ

(甲313，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告238の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告238の現住所又は現本籍が本件地域にあること
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等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告238は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告238の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

損害賠償請求について

ア 1審原告238は、自らが1審原告解放同盟に加盟している事実を明らか

にして、その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、

その活動などがインターネット上に掲載されたことが認められるとしえも

（乙514，520）、平成23年1月開催の集会の開催案内を電子化したも

のやホームページの下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に

照らすと、上記事実が一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、こ

れを自らインターネット上に公開していたとも認められない。したがって、

本件人物一覧のうち1審原告238に関する部分は、そのプライバシー権を

侵害するものである（氏名につき、姓の漢字に誤りがあるとしても、特定に

欠けるものとまでは認められない｡)。

イ 以上によれば、1審原告238に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

(2)
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【1審原告239】

1 認定事実

1審原告239は、昭和31年に兵庫県尼崎市で出生し、現在は1審原告解放

同盟兵庫県連合会支部の執行委員を務めている。

1審原告239の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

の地域における「現在地」欄に記載されている。

(甲314，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告239の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告239の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告239は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告239の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告239に関する記載は認められない。

イ 以上によれば、1審原告239に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告240】

1 認定事実

1審原告240は、昭和9年に兵庫県で出生した。へ

1審原告240は､ 本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」の欄に氏名、

役職名、提訴時の住所、電話番号及び生年を、「部落解放同盟兵庫県連合会役員」

の欄に氏名、役職名、提訴時の住所及び夫の名前を掲載された。

(甲315）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告240に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について
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ア 1審原告240は1審原告解放同盟に加盟している事実を明らかにして、

その関係者以外の者も対象とした講演活動を少なくとも1回行い、その活動

がインターネット上に掲載されたことが認められるとしても（乙489，4

90，512，514，529，654，655、680）、平成23年1月

開催の集会の開催案内を電子化したものやホームページの下部の階層に掲

載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に広く知ら

れていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に公開して

いたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告240に

関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告240に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告241】

1 認定事実

1審原告241は、昭和29年に神戸市で出生し、現在は1審原告解放同盟兵

庫県連合会書記次長を務めている。

1審原告241は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所、電話番号、県議会議員であること及び所属政党を掲載され

た。

（甲316）

2 判断

（1） 差止請求について

本件地域一覧に1審原告241に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

へ
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ア 証拠（乙384）及び弁論の全趣旨によれば、1審原告241は、平成1

5年4月、1審原告解放同盟の組織内候補として兵庫県議会議員選挙に立候

補し当選したことが認められ、これによれば、1審原告241が1審原告解

放同盟に加盟していることは一般に広く知られていると推認される。したが

って、本件人物一覧のうち1審原告241に関する部分は、住所及び電話番

号の限度で、そのプライバシー権を侵害するものと認められる。

イ 以上によれば、1審原告241に対する慰謝料は1万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1 000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告242】

1 認定事実

1審原告242は、昭和18年に兵庫県川西市で出生し、現在は1審原告解放

同盟兵庫県連合会川西支部の支部長を務めている。

1審原告242は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名及び役職名を掲載された。

（甲317）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告242に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告242が1審原告解放同盟に加盟している事実が一般に広く知

られていることを認めるに足りる証拠はないから、本件人物一覧のうち1審

原告242に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告242に対する慰謝料は1万5000円が相当で
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あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は1500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告243】

1 認定事実

1審原告243は、昭和22年に神戸市にて出生し、現在は1審原告解放同盟

神戸市連絡協議会議長などを務めている。

1審原告243の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の兵庫県の欄にある特定

’の地域における「部落名」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告243は、本件人物一覧の「部落解放同盟兵庫県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

へ

(甲318の2，344）
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2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告243の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告243の現住所又は現本籍が本件地域にあること

等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告243は、本件地域一覧の「兵庫県」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告243の差止請求は本件地域一覧の「兵庫県」欄の限度で理由がある。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告243が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙530）、ホームページの

下部の階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が

一般に広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネッ

ト上に公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1

一
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審原告243に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告243に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

【1審原告244】

1 認定事実

1審原告244は、昭和20年に福岡県前原市で出生した。

1審原告244は、本件人物一覧の「部落解放同盟福岡県連合会役員」の欄に

氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。

（甲319）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告244に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告244が1審原告解放同盟に加盟していることが一般に広く知ら

れていることを認めるに足りる証拠はないから、本件人物一覧のうち1審原

告244に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告244に対する慰謝料は2万5000円が相当で

あり、上記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2 500

円の限度で相当因果関係のある損害と認められる。
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【1審原告245】

1 認定事実

1審原告245は、昭和27年に和歌山市で出生した。
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1審原告245は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会役員」の欄に

氏名、役職名、夫である1審原告26が1審原告解放同盟に所属していること、

娘である1審原告247が映画を自主製作したことを掲載された。
り

(甲125）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告245に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 1審原告245が1審原告解放同盟に加盟していることが一般に広く知

られていることを認めるに足りる証拠はないから､(本件人物一覧のうち’審

原告245に関する部分は、娘である1審原告247が映画を自主製作した

ことを除き、そのプライバシー権を侵害するものである（娘が映画を自主製

作したことが、1審原告245のプライバシー権を侵害するとは認められな
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イ 以上によれば、1審原告245に対する慰謝料は2万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は2000円の限度

で相当因果関係のある損害と認められる。

へ

【1審原告246】

1 認定事実

1審原告246は、昭和24年に東京都足立区で出生した。1審原告246の

父親は、大正14年に出生し、1審原告解放同盟東京都連合会の書記長などを務

めた。

1審原告246の父親は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会役員」

の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載された。
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(甲320）

2 判断

（1）差止請求について

本件地域一覧に1審原告246に関連する記載は認められないから、当該請

求は理由がない。

（2）損害賠償請求について

ア 本件人物一覧に1審原告246の父親に関する記載が認められるが、これ

をもって直ちに1審原告246のプライバシー権が侵害されたとは認めら

れず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

イ 以上によれば、当該請求は理由がない。

（
』

【1審原告247】

1 認定事実

1審原告247は、昭和55年に東京都足立区で出生した。

1審原告247の現本籍は、本件地域一覧の和歌山県の欄にある特定の地域に

おける「現在地」欄に記載されている。

1審原告247は、本件人物一覧の「部落解放同盟東京都連合会役員」の欄に

氏名、映画を自主製作したこと並びに父親である1審原告26及び母親である1

審原告245が1審原告解放同盟に所属していることを掲載された。
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(甲321，344）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告247の現本籍は本件地域にあると認められる。

しかしながら、証拠（乙233，318，531，600）及び弁論の全趣旨

によれば、1審原告247は自らが同和地区出身者であると公表した記事をイ

ンターネット上に投稿したこと、自らの両親が1審原告解放同盟に所属してい
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ることを公表する内容のドキュメンタリー映画を製作し、その映画が公開され、

そのことがインターネット上にも掲載されたことが認められることに照らす

と、本件地域一覧によって、1審原告247の法的利益が侵害されるおそれが

あるとは認め難く、これを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、当

該請求は理由がない。

(2)損害賠償請求について

ア 上記(1)に述べたところによれば、本件人物一覧のうち1審原告247に関

する部分が、そのプライバシー権を侵害するとは認められず、他にこれを認

めるに足りる的確な証拠はない。

（
』

イ 以上によれば、当該請求は理由がない。

【1審原告248】

1 認定事実

1審原告248は、昭和28年に京都府で出生し、1審原告解放同盟中央書記

長及び京都府連合会委員長を務め、現在は1審原告解放同盟の中央執行委員長で

ある。

1審原告248の現住所及び現本籍は、本件地域一覧の京都府の欄にある特定

の地域における「部落所在地」及び「現在地」欄に記載されている。

1審原告248は、本件人物一覧の「部落解放同盟中央本部役員」及び「部落

解放同盟京都府連合会役員」の欄に氏名、役職名、住所及び電話番号を掲載され
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(甲4，458，490）

2 判断

（1）差止請求について

上記1によれば、1審原告248の現住所及び現本籍は本件地域にあると認

められる。そして、1審原告248の現住所又は現本籍が本件地域にあること
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等が既に一般に広く知られていることを認めるに足りる的確な証拠はないか

ら、1審原告248は、本件地域一覧の「京都府」欄の記載が公表されること

によって、人格的な利益が侵害されるおそれがあると認められる。したがって、

1審原告248の差止請求は本件地域一覧の「京都府」欄の限度で理由がある。

(2)損害賠償請求について

ア 1審原告248が1審原告解放同盟に加盟している事実はインターネット

上に掲載されていることが認められるとしても（乙447，448，489，

490，550，583、607，673，680）、ホームページの下部の

階層に掲載されているといった掲載の態様等に照らすと、上記事実が一般に

広く知られていたとまでは認めるに足りず、これを自らインターネット上に

公開していたとも認められない。したがって、本件人物一覧のうち1審原告

248に関する部分は、そのプライバシー権を侵害するものである。

イ 以上によれば、1審原告248に対する慰謝料は3万円が相当であり、上

記の認容額や本件事案の内容等に照らすと、弁護士費用は3000円の限度
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で相当因果関係のある損害と認められる。
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